
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 票 一 式 
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形
式

１

廃
棄
物
実
態
調
査
票
(平

成
2
9
年
度
実
績
)【
そ
の
１
】

（
具

体
的

に
）

（
主

要
製

品
又

は
商

品
）

電
話

番
号

事
業

所
名

所
在

地

調
　

査
　

票
　

番
　

号

代
表

者
氏

名

記
入

年
月

日

従
業
者
数

(
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

現
在

)

(
部
課
､
氏
名
)

　
　
　
　
　
　
　
ふ

り
が
な

記
入

者

事
業
所
の
形
態

製
造
品
出
荷
額

(
製

造
業

の
み

記
入

)

１
．

本
調

査
は

、
事

業
活

動
に

よ
っ

て
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

、
一

般
廃

棄
物

、
有

償
あ

る
い

は
無

償
で

引
渡

し
て

い
る

副
産

物
の

全
て

が
対

象
と

な
り

ま
す

。

２
．

本
調

査
の

対
象

期
間

は
平

成
2
9
年

度
（

平
成

2
9
年

４
月

１
日

～
平

成
3
0
年

３
月

3
1
日

）
の

１
年

間
で

す
。

な
お

、
質

問
に

よ
っ

て
は

別
の

期
間

を
指

定
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

３
．

本
調

査
は

事
業

所
単

位
で

行
い

ま
す

の
で

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
に

関
し

て
以

下
の

質
問

に
お

答
え

下
さ

い
。

そ
の

た
め

、

貴
事

業
所

以
外

に
貴

社
の

本
社

、
工

場
等

が
あ

っ
て

も
そ

れ
は

調
査

の
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

４
．

調
査

票
（

そ
の

２
）

に
貴

事
業

所
か

ら
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

の
状

況
に

つ
い

て
、

調
査

票
（

そ
の

３
）

に
貴

事
業

所
か

ら
発

生
す

る
事

業
系

一
般

廃
棄

物
の

状
況

に
つ

い
て

、
記

入
し

て
下

さ
い

。
併

せ
て

調
査

票
(そ

の
４

)「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
下

さ
い

。

5
．

廃
棄

物
が

調
査

の
対

象
期

間
中

に
何

も
発

生
し

な
か

っ
た

場
合

は
、

本
調

査
票

（
そ

の
１

）
の

「
事

業
所

の
概

要
」

、
「

事
業

内

容
」

、
「

事
業

の
概

要
」

欄
と

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

の
上

、
ご

返
送

下
さ

い
。

事 業 所 の 概 要 事

事 業 内 容

群
⾺
県
統
計
登
録

第
３
０
－
１
号

※
調
査
票
の
電
子
デ
ー
タ
は
、

ht
tp
:/
/w

w
w
.je
sc
.o
r.j
p/
w
or
k/
ta
bi
d/
22

2/
De

fa
ul
t.a

sp
x

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
調
査
票
の
回
答
デ
ー
タ
は
、
電
子
メ
ー
ル
で
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

電
子

メ
ー
ル

：
hi
k‐
r@

je
sc
.o
r.j
p

件
名

に
は

｢群
馬

県
実

態
調

査
｣と

明
記

し
て
く
だ
さ
い
。

千 億
百 億

十 億
 億

千 万
百 万

十 万
 万

人
万

円
/
年

－
1
－

　
２
．
発
生
し
な
か
っ
た
。

平
成

2
9
年

度
の

１
年

間
に

廃
棄

物
等

は
発

生
し

ま
し

た
か

。
該

当
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
下

さ
い

。

　
１
．
発
生
し
た
。

貴
事

業
所

の
従

業
者

数
（

パ
ー

ト
等

の
臨

時
職

員
及

び
役

員
等

を
含

む
）

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

従
業
者
数

(
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

現
在

)

１
．

工
場

・
作

業
所

・
鉱

業
所

２
．

開
発

研
究

の
み

３
．

事
務

所
の

み
４

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

事
業
所
の
形
態

製
造
品
出
荷
額

(
製

造
業

の
み

記
入

)

貴
事

業
所

の
形

態
に

対
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
下

さ
い

。
平

成
2
9
年

1
月

１
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
１

年
間

の
額

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

事 業 の 概 要

平
成

2
9
年

度
に

貴
事

業
所

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
等

（
有

償
で

取
引

さ

れ
て

い
る

副
産

物
も

含
め

る
）

は
平

成
2
5
年

度
と

比
較

し
て

、
ど

の
様

に
変

化
し

ま
し

た
か

。
該

当
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
下

さ
い

。

１
．
大
き
く
増
加
し
た
。

２
．
や
や
増
加
し
た
。

３
．
変
化
し
て
い
な
い
。

４
．
や
や
減
少
し
た
。

５
．
大
き
く
減
少
し
た
。

６
．
そ
の
他
・
不
明
。

上
記
で
１
又
は
５
と
回
答
さ
れ
た
方
は
、
そ
の
理
由
を
ご
記
入
下
さ
い

廃 棄 物 等 の 量 的 変 化

貴
事

業
所

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
を

事
業

所
内

で
焼

却
し

て
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

に
○

を
つ

け
て

下
さ

い
。

１
．
焼
却
し
て
い
る
(熱

利
用
し
て
い
な
い
）

２
．
焼
却
し
て
い
る
（
熱
利
用
し
て
い
る
）

０
．
焼
却
し
て
い
な
い

貴
事

業
所

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
等

（
汚

泥
）

を
事

業
所

内
で

脱
水

し
て

い
ま

す
か

。

該
当

す
る

番
号

に
○

を
つ

け
て

下
さ

い
。

調
査

票
（

そ
の

２
）

「
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

」
、

（
そ

の
３

）
「

事
業

系
一

般
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

」
、

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

に
つ

い
て

ご
回

答
下

さ
い

。

上
記

の
事

業
所

の
概

要
・

事
業

の
概

要
に

記
入

の
後

、

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

の
上

、
ご

返
送

下
さ

い
。

１
．
脱
水
し
て
い
る

０
．
脱

水
し
て
い
な
い
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（
平

成
2
9
年

度
実

績
）
【
そ
の

２
】

形
式

１

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
⑧

処
理

・
処

分
先

又
は

F
2

行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
再

生
利

用
先

の
所

在
地

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

記
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

3
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

4
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

入
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

6
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

7
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

●
別

紙
「
調

査
票

の
記

入
要

領
・
記

入
例

」
、
「
廃

棄
物

等
分

類
表

」
を
参

考
に
記

入
し
て
下

さ
い
。

●
自

社
で
発

生
し
た
副

産
物

（
産

業
廃

棄
物

、
有

償
・
無

償
引

渡
物

）
全

て
が

対
象

と
な
り
ま
す
。
再

生
利

用
、
売

却
を
し
て
い
る
場

合
も
記

入
し
て
下

さ
い
。

自
社

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の

発
生

量
自

社
で

の
中

間
処

理
自

社
処

分
・

自
社

再
利

用
、

委
託

処
理

委
託

中
間

処
理

自
社

・
委

託
で

の
資

源
化

＜
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

＞

区
分

②
分

類
番

号
③

年
間

発
生

量
④

方
法

番
号

⑤
中

間
処

理
後

量
⑨

方
法

番
号

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑪
資

源
化

用
途

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法

⑨
委

託
中

間
処

理
の

方
法

⑥
の

「
処

理
・

処
分

の
方

法
」

で
「
U
1
｣と

回
答

さ
れ

た
場

合
（

中

間
処

理
を

委
託

）
は

、
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

内
容

に
該

当
す

る
処

理
方

法
の

番
号

を
下

欄
の

「
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑩
委

託
中

間
処

理
後

の
再

生
利

用
・

処
分

の
方

法
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

後
の

廃
棄

物
の

処
理

方
法

に
該

当
す

る
番

号
を

下
記

か
ら

選
ん

で
、

そ
の

記
号

を
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

１
．

再
生

利
用

・
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

｡

２
．

埋
立

処
分

し
て

い
る

。

①
事

業
所

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の
名
称

貴
事

業
所

で
日

常
使

用
し

て
い

る
名

称
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

（
別

紙
「
廃
棄
物
等

分
類
表
」
に

示
し

た
具

体
例

を
参

照
）

②
廃

棄
物

の
分

類
番

号
別

紙
「
廃
棄
物
等
分
類
表
」
を

み
て

該
当

す
る

４
ケ

タ
の

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

③
年

間
の

発
生

量
（

中
間

処
理

す
る
前
の
量
）

各
行

ご
と

に
１

年
間

の
発

生
量

を
、

焼
却

や
脱

水
な

ど
の

中
間

処
理

を
す

る
前

の
量

で
記

入
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

④
自

社
で

の
中

間
処

理
方

法
自

社
で

中
間

処
理

さ
れ

た
場

合
は

、
該

当
す

る
処

理
方

法
の

記
号

を
下

欄
の

「
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑤
中

間
処

理
後

の
量

中
間

処
理

後
の

残
さ

量
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法
発

生
（

自
社

で
中

間
処

理
し

た
場

合
は

、
中

間
処

理
後

の
廃

棄

物
）

し
た

廃
棄

物
の

処
理

・
処

分
方

法
を

下
欄

の
「

処
理

・
処

分

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
そ

の
記

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
処

理
・

処
分

（
⑥

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
先

の
名

称
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

処
理

・
処

分
（

⑦
に

該
当

す
る

）
等

を
行

っ
た

処
理

・
処

分
施

設
の

あ
る

所
在

地
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑪
資

源
化

の
用

途
⑥

の
「

処
理

・
処

分
の

方
法

」
で

｢V
1
,V
2
,W
1
,X
1
,R
6
｣又

は
前

問
⑩

で
「
１
」
と

回
答

さ
れ

た
場

合
、

下
欄

の
｢
資

源
化

用

途
コ

ー
ド

表
｣
か

ら
該

当
す

る
番

号
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

欄
8

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

9
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
1

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
3

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
4

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

※
1
5
行

以
上

の
記

入
欄

が
必

要
な

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
用

紙
を

コ
ピ

ー
す

る
か

、
（

一
財

）
日

本
環

境
衛

生
セ

ン
タ

ー
ま

で
追

加
用

紙
を

ご
請

求
下

さ
い

。
　

h
tt
p
:/
/w

w
w

.je
s
c
.o

r.
jp

/w
o
rk

/
ta

b
id

/
2
2
2
/
D
e
fa

u
lt
.a

s
p
x
　

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

も
で

き
ま

す
。

※
調

査
票

の
回

答
デ

ー
タ

は
、

電
子

メ
ー

ル
で

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

　
電

子
メ

ー
ル

：
h
ik
-
r@

je
s
c
.o

r.
jp

　
※

件
名

に
は

｢
群

馬
県

実
態

調
査

｣
と

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。

⑥
処
理
・
処
分
方
法
コ
ー
ド
表

＜
自
己
処
理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。

＜
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
等
へ
委
託
処
理
＞

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
し

た
。

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
再

生
処

理
を

し
た

。

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

１
０

：
鉄

鋼
原

料

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料

３
０

：
燃

料

３
１

：
木

炭

４
１

：
飼

料

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤

９
２

：
中

和
剤

９
３

：
高

炉
還

元
剤

・

コ
ー

ク
ス

炉
化

学
原

料

９
８

：
そ

の
他

具
体

的
に

＜
市
町
村
・
一
部
事
務
組
合
へ
委
託
処
理

（
ご
み
収
集
を
含
む
）
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

（
ご

み
収

集
を

含
む

）

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

＜
そ
の
他
＞

Ｚ
９

：
そ

の
他

10
～
93

に
該

当
す
る
も
の

が
な
い
場

合
、

⑪
の

枠
中

に
具

体
的

な
用

途
を
直

接
記

入
し
て
下

さ
い
。

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

具
体

的
に

具
体

的
に
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（平
成

29
年

度
実

績
)【

そ
の

３
】 

＜
事

業
系

一
般

廃
棄

物
に

関
す

る
事

項
＞

 

１
．
本
ペ
ー
ジ
は
、
以
下
の
表
に
記
載
し
て
あ
る
事
業
系
一
般
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
う
ご
み
）
が
対
象
で
す
。
産
業
廃
棄
物
は
対

象
外
で
す
。

２
．
貴
事
業
所
で
排
出
し
た
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
１
か
月
の
平
均
的
な
量

(平
成

29
年
度
の
１
年
間
が
対
象

)に
つ
い
て
、
ご
み
の
種

類
別
に
下
表
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

廃
棄
物
の
量
は
、
実
測
又
は
下
の
換
算
比
重
の
表
を
参
考
に
、
で
き
る
だ
け
Ａ
の
重
量

(k
g/
月

)に
よ
る
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
が
、 

記
入
が
困
難
な
場
合
に
は
、
Ｂ
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
但
し
、
Ａ
、
Ｂ
ど
ち
ら
か
一
方
の
欄
の
み
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
ま
た
、ご

み
の
種
類
毎
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、下

記
の
＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞
か
ら
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
種
類

 
排
出
量

 
Ａ
、
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
書
き
や
す
い
方
に

 
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

処
理
方
法

 
下
記
処
理
方
法
か

ら
１
つ
選
ん
で
該

当
記
号
を
記
入

 
Ａ

 
Ｂ

 

紙
類

 

新
聞

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

雑
誌

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

段
ボ
ー
ル

 
kg

/月
 

枚
/月

 

O
A
用
紙

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

紙
パ
ッ
ク

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
の
紙
類

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

プ
ラ
ス
チ

 
ッ
ク
類

 
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
外
（
食
品
ト
レ
イ
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

生
ご
み
（
調
理
く
ず
・
厨
芥
・
残
飯
等
食
品
残
さ
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

金
属
類
（
飲
料
の
空
き
缶
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ガ
ラ
ス
類
（
飲
料
の
空
き
び
ん
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

繊
維
く
ず
（
作
業
着
な
ど
の
衣
類
、
畳
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

木
く
ず
（
剪
定
枝
、
竹
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

未
分
別
の
も
の
（
可
燃
物
、
ご
み
箱
の
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
（
粗
大
ご
み
、
不
燃
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

※
同
じ
種
類
の
ご
み
で
処
理
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
以
下
の
欄
に
別
け
て

記
入
し
て
下
さ
い

 
（
種
類
：
 
 
 

 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

（
種
類
：
 

 
 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月

＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞

○
市
町
村
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ａ
．
市
町
村
の
ご
み
収
集
に
出
し
て
い
る
。

Ｂ
．
自
社
で
市
町
村
の
施
設
に
搬
入
し
て
い
る
。

Ｃ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
市
町
村
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

○
民
間
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ｄ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
民
間
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

Ｅ
．
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
に
委
託
し
て
い
る
、
無
料
で
引
き
渡
し
て
い
る
、
売
却
し
て
い
る
。

○
上
記
以
外
の
処
理

Ｆ
．
納
入
業
者
に
返
却
し
て
い
る

Ｇ
．
自
社
で
処
理
（
焼
却
等
）
し
て
い
る
。

Ｈ
．
自
治
会
等
の
集
団
回
収
に
出
し
て
い
る
。

Ｉ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

 
）

参
考
：
換
算
比
重

紙
類

 

○
新
聞
紙
購
読
 
 

 1
0k

g/
月

 
○
雑
誌
 
 
 

  
0.

5k
g/
冊

 
○
段
ボ
ー
ル
（

42
×

35
×

28
㎝
）
 
 

 0
.7

kg
/枚

 
○

O
A
用
紙
（

A
4 

2,
50

0
枚
）

  
10

kg
 

金
属

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

35
0m

l）
 

  
0.

06
kg

/本
 

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

20
0m

l）
 
 

0.
03

kg
/本

 
○
飲
料
用
ア
ル
ミ
缶
（

35
0m

l）
 

0.
02

kg
/本

 

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
類

○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

(2
L

) 
 
 
 

 0
.1

kg
/本

 
○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 (
50

0ｍ
l) 
 

0.
03

kg
/本

 
○
食
品
ト
レ
イ
（

25
×

10
㎝
）
 
 

 0
.0

05
kg

/枚
 

空
き
び
ん

○
ビ
ー
ル
び
ん
（
大
）
 

 0
.5

kg
/本

 
○
一
升
び
ん
 

 1
kg

/本
 

生
ご
み

○
45

㍑
袋

 2
0k

g/
袋
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

【そ
の

４
】 

＜
意
識
・
取
り
組
み
に
関
す
る
事
項
＞

１
．
廃
棄
物
の
排
出
、
処
理
処
分
等
の
将
来
見
込
み
に
つ
い
て
 

貴
事
業
所
で
は
、
廃
棄
物
の
排
出
量
や
再
生
利
用
量
等
が
将
来
ど
の
よ
う
に
増
減
す
る
と
お
考
え
で
す
か
。
平
成

29
年
度
を

10
0

と
し
て
、
平
成

35
年
度
と
平
成

39
年
度
の
将
来
見
通
し
（
方
向
性
）
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

例
：
排
出
量
や
最
終
処
分
量
を

1
割
程
度
抑
制
で
き
る
場
合
 
→
「

90
」
と
記
入

 
例
：
再
生
利
用
量
を

5%
程
度
増
加
で
き
る
場
合

 →
「

10
5」

と
記
入

 
例
：
平
成

29
年
度
と
変
わ
ら
な
い
場
合

 →
「

10
0」

と
記
入

 

平
成

29
年
度

 
平
成

35
年
度

 
平
成

39
年
度

 

排
出
量

10
0

再
生
利
用
量
（
リ
サ
イ
ク
ル
）

10
0

最
終
処
分
量
（
埋
立
）

10
0

２
．
廃
棄
物
の
委
託
処
理
状
況
に
つ
い
て
 

（
１
）
不
適
正
処
理
防
止
の
取
り
組
み
 

廃
棄
物
を
委
託
処
理
し
て
い
る
事
業
所
の
方
に
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
事
業
所
で
は
、
委
託
し
た
廃
棄
物
が
不
適
正
処
理
さ
れ
る

の
を
防
止
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答

可
）。 （
 
）
１
．
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
証
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
２
．
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
３
．
会
社
情
報
を
検
討
し
、
優
良
な
処
理
業
者
に
委
託
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
４
．
他
企
業
と
処
理
業
者
に
関
す
る
情
報
交
換
を
し
て
い
る
。

（
 
）
５
．
処
理
料
金
が
相
場
よ
り
安
す
ぎ
る
処
理
業
者
に
は
委
託
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
６
．
処
理
業
者
に
施
設
の
管
理
記
録
、
経
理
状
況
、
取
引
実
績
な
ど
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
７
．
処
理
業
者
に
中
間
処
理
後
の
廃
棄
物
の
行
き
先
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
８
．
処
理
業
者
の
施
設
を
現
地
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
９
．
特
に
何
も
し
て
い
な
い
。

（
 
）

10
．
そ
の
他
（

）
 

（
２
）
廃
棄
物
処
理
業
者
の
選
定
基
準
 

貴
事
業
所
が
廃
棄
物
処
理
業
者
を
選
定
す
る
際
に
考
慮
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
処
理
料
金
 

（
 
）
２
．
受
入
条
件

(廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
量
、
分
別
基
準
等

) 
（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
組
状
況
 

（
 
）
４
．
処
理
業
者

(適
正
処
理

)の
信
頼
性

 
（
 
）
５
．
系
列
企
業
、
取
引
実
績
 
 

（
 
）
６
．
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
優
良
性
評
価
制
度

（
 
）
７
．
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
へ
の
加
入
 
（
 
）
８
．
業
界
団
体
へ
の
加
盟
状
況

（
 
）
９
．
そ
の
他

(
) 
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３
．
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
 

（
１
）
廃
棄
物
処
理
の
現
状
に
つ
い
て

現
在
、
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回

答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
量
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
２
．
処
理
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
割
合
が
減
少
し
て
い
る

（
 
）
４
．
処
理
委
託
す
る
ル
ー
ト

(特
に
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト

)に
関
す
る
情
報
が
少
な
い

 
（
 
）
５
．
課
題
は
特
に
な
い

（
 
）
６
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
２
）
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
等
に
対
し
て
、
ど
の
様
な
取
り
組
み
が
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
の
様
な
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
Ⅰ
の
中
か
ら
該
当
す
る
欄
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
貴
事
業
所
の
事
業
活
動
に
当
て
は
ま
ら
な

い
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
空
欄
に
し
て
く
だ
さ
い
）。

取
り
組
み

Ⅰ
Ⅱ

 
Ⅲ

Ⅳ

重
要
だ
と
思

う
も
の
に
○

実
施
し
て
い

る
も
の
に
○

実
施
の
効
果

実
施
し
て
い

る
理
由

実
施
し
て
い

な
い
理
由

１
．
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
考
慮
し
た
廃
棄
物
の
分
別
・
選
別
の

徹
底

２
．
排
出
抑
制
の
た
め
の
製
造
工
程
の
変
更
や
原
材
料
等
の
見
直
し

３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
し
や
す
さ
を
考
慮
し
た
製
品
等
の
設
計
・
製
造

４
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
普
及
啓
発

５
．
再
生
品
、
再
生
資
源

(原
料

)の
利
用
の
促
進

 

６
．
廃
棄
物
排
出
削
減
の
た
め
の
工
程
内
発
生
廃
棄
物
の
有
効
利
用
の

促
進

７
．
他
産
業
又
は
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
再
生
資
源
の
受
入
・
供
給
に
よ

る
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

８
．
包
装
材
・
梱
包
材
の
使
用
量
の
削
減

９
．

IS
O

14
00

1又
は
独
自
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

 

10
．
グ
リ
ー
ン
調
達

(環
境
に
配
慮
し
た
物
品
の
優
先
的
選
択

)の
実
践

 

11
．
自
社
の
廃
棄
物
の
削
減
や
資
源
化
に
関
す
る
目
標
の
設
定

 

12
．
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
専
任
部
署

(専
任
職
員

)の
設
置
な
ど
体
制

の
強
化

13
．
社
員
向
け
に
、
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
学
習
会
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
な

ど
の
開
催

14
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

－
7－

 

（
３
）
取
り
組
み
の
効
果
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
実
施
し
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が

あ
り
ま
し
た
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅱ

 実
施
の
効
果
」
欄
に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

Ａ
．
自
社
で
の
廃
棄
物
の
排
出
量
が
低
減
し
た
。

Ｂ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
再
利
用
・
再
生
利
用
が
進
ん
だ
。

Ｃ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
最
終
処
分
量
が
低
減
し
た
（
中
間
処
理
に
よ
る
減
量
化
が
進
ん
だ
）。

Ｄ
．
納
入
先
に
お
い
て
自
社
製
品
の
廃
棄
物
化
回
避
が
進
ん
だ
。

Ｅ
．
納
入
先
か
ら
の
使
用
済
品
や
包
装
材
等
の
回
収
ル
ー
ト
が
確
立
で
き
た
。

Ｆ
．
廃
棄
物
の
処
理
費
用
を
削
減
で
き
た
。

Ｇ
．
自
社
の
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
社
会
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
有
利
に
作
用
し
た
（
環
境
に
配
慮
し
た
製
品

の
開
発
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
効
果
や
売
上
の
向
上
な
ど
）。

Ｈ
．
従
業
員
等
の
法
令
知
識
の
取
得
や
意
識
の
向
上
に
効
果
が
あ
っ
た
。

Ｉ
．
効
果
が
無
か
っ
た
。

Ｊ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

（
４
）
取
り
組
み
を
実
施
し
た
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
た
の
は
、
ど
の
よ

う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅲ

 実
施
し
て
い
る
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
主
た

る
理
由
を
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
）。

ア
．
取
引
先
か
ら
の
要
請
 
 

イ
．
消
費
者
か
ら
の
要
望

ウ
．
行
政
か
ら
の
指
導
 
 

エ
．
自
発
的
に
実
施

オ
．
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
 

カ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

（
５
）
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
の
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅳ

 実
施
し
て
い
な
い
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ

い
（
複
数
回
答
可
）。

１
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
・
素
材
等
の
需
要
が
な
い
。

２
．
技
術
が
確
立
し
て
い
な
い
。

３
．
施
設
又
は
取
引
で
き
る
業
者
が
近
く
に
な
い
。

４
．
経
費
が
か
か
る
。

５
．
情
報
（
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
、
技
術
開
発
等
）
が
な
い
。

６
．
人
材
の
余
裕
が
な
い
。

７
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

４
．
大
規
模
災
害
発
生
時
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
に
つ
い
て
 

大
規
模
災
害
（
地
震
、
水
害
等
）
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
群

馬
県
に
お
い
て
も
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
災
害
廃
棄
物
処
理
を
迅
速
か
つ
適
切
に
進
め
る
た
め
、
平
成

29
年

3
月
に
群
馬
県
災

害
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、
事
業
所
自
体
が
被
災
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
貴
事
業
所
で
は
、
大
規
模
災
害
に
よ
り
事
業

所
に
損
害
が
発
生
し
た
際
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
（
危

険
物
の
流
出
防
止
措
置
等
）
に
関
す
る
定
め
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
に
１
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

（
※
BC
P
と
は
、
企
業
な
ど
の
組
織
が
災
害
等
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
事
業
の
早
期
復
旧
・
継
続
を
可
能
と
す
る
た
め
の
計

画
で
す
）
 

（
 
）
１
 
BC
P
を
作
成
し
て
お
り
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
 

（
 
）
２
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
る
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
３
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
な
い
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
る
 

（
 
）
４
 
BC
P
は
作
成
し
て
お
ら
ず
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
５
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

 
）
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５
．
行
政
へ
の
要
望
・
施
策
へ
の
意
見
に
つ
い
て
 

（
１
）
行
政
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
行
政
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
支
援
す
べ
き
こ
と
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す
る

項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
事
業
者
責
任
の
徹
底
を
図
る
た
め
の
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
２
．
不
適
正
処
理
、
不
法
投
棄
に
対
す
る
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
３
．
処
理
業
者
に
関
す
る
、
評
価
や
行
政
処
分
等
の
情
報
公
開

（
 
）
４
．
県
や
市
が
関
与
す
る
、
公
共
の
処
理
施
設
の
整
備
促
進

（
 
）
５
．
廃
棄
物
の
減
量
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
開
発
・
施
設
整
備
へ
の
補
助
・
融
資
制
度
の
拡
充

（
 
）
６
．
排
出
事
業
者
に
対
す
る
適
正
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
、
講
習
会
や
研
修
会
の
拡
充

（
 
）
７
．
県
民
に
対
す
る
適
正
処
理
、
循
環
型
社
会
に
関
す
る
啓
発
活
動

（
 
）
８
．
廃
棄
物
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
仕
組
み
づ
く
り

（
 
）
９
．
効
果
的
な
ご
み
減
量
や
分
別
排
出
を
展
開
し
て
い
る
企
業
な
ど
の
事
例
紹
介

（
 
）

10
．
市
町
村
処
理
施
設
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
受
入

 
（
 
）

11
．
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
の
振
興

 
（
 
）

12
．
優
良
な
廃
棄
物
処
理
業
者
の
支
援
と
育
成

 
（
 
）

13
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

（
２
）
処
理
業
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
処
理
業
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄

で
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
廃
棄
物
処
理
法
等
関
係
法
令
の
理
解
と
順
守

（
 
）
２
．
適
正
処
理
の
推
進

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

（
 
）
４
．
技
術
・
知
識
・
資
質
の
向
上

（
 
）
５
．
情
報
公
開
の
推
進

（
 
）
６
．
処
理
料
金
の
見
直
し

（
 
）
７
．
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
処
理
の
推
進

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
３
）
消
費
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
消
費
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
消
費
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す

る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
や
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
の
実
践
な
ど
、
ご
み
が
出
な
い
生
活
様
式
へ
の
転
換

（
 
）
２
．
徹
底
し
た
ご
み
の
分
別

（
 
）
３
．
簡
易
包
装
や
詰
め
替
え
製
品
へ
の
理
解
と
購
入

（
 
）
４
．
環
境
配
慮
製
品
は
価
格
が
割
高
に
な
る
こ
と
へ
の
理
解

（
 
）
５
．
｢ご

み
の
出
に
く
さ
・
修
理
し
や
す
さ
｣か

ら
製
品
を
選
択
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と

（
 
）
６
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
や
再
生
製
品
の
購
入

（
 
）
７
．
産
業
廃
棄
物
へ
の
理
解

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）
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形
式

２

廃
棄

物
実

態
調

査
票

(平
成

2
9
年

度
実

績
)【

そ
の

１
】

１
．

　
　

　
　

　
　

　
有 無

調
 
査

 
票

 
番

 
号

該
当

す
る

番
号

に
○

を
付

け
て

下
さ

い
。

事
業

所
名

記
入

者
代

表
者

氏
名

所
在

地

(
部

課
氏

名
)

　
　

　
　

　
　

　
ふ

り
が

な

事 業 所 の

元 請 工 事 の

県
内

元
請

工
事

建
設
業

１
．

本
調

査
は

、
事

業
活

動
に

よ
っ

て
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

、
一

般
廃

棄
物

、
有

償
あ

る
い

は
無

償
で

引
渡

し
て

い
る

副
産

物
の

全

て
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

２
．

本
調

査
の

対
象

期
間

は
、

平
成

2
9
年

度
（

平
成

2
9
年

４
月

１
日

～
平

成
3
0
年

３
月

3
1
日

）
の

１
年

間
で

す
。

３
．

調
査

票
（

そ
の

２
）

に
は

、
貴

社
が

群
馬

県
で

施
工

し
た

全
て

の
元

請
工

事
（

出
来

高
工

事
含

む
）

か
ら

発
生

す
る

産
業

廃
棄

物
、

副
産

物
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

共
同

企
業

体
（

J
.V

）
に

よ
る

工
事

に
つ

い
て

は
、

分
担

施
行

方
式

で
は

各
社

持
ち

分
の

元
請

工
事

高
と

発
生

廃
棄

物
を

記
入

し
、

共
同

施
行

方
式

で
は

貴
社

が
代

表
会

社
の

場
合

の
み

、
元

請
完

成
工

事
高

と
発

生
廃

棄
物

を
一

括
記

入
し

て
下

さ
い

。

４
．

調
査

票
（

そ
の

３
）

に
は

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
の

一
般

廃
棄

物
に

つ
い

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

併
せ

て
調

査
票

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

下
さ

い
。

5
．

廃
棄

物
等

が
調

査
の

対
象

期
間

中
に

何
も

発
生

し
な

か
っ

た
場

合
は

、
本

調
査

票
（

そ
の

１
）

の
「

事
業

所
の

概
要

」
、

「
工

事

実
績

及
び

内
容

」
欄

と
（

そ
の

４
）

「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
の

上
、

ご
返

送
下

さ
い

。群
⾺
県
統
計
登
録

第
３
０
－
１
号

※
調

査
票

の
電

子
デ

ー
タ

は
、

ht
tp
:/
/w

w
w
.je
sc
.o
r.j
p/
w
or
k/
ta
bi
d/
22
2/
De

fa
ul
t.a

sp
x

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

ま
す

。

※
調

査
票

の
回

答
デ

ー
タ

は
、

電
子

メ
ー

ル
で

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

電
子

メ
ー

ル
：
hi
k‐
r@

je
sc
.o
r.j
p

件
名

に
は

｢群
馬

県
実

態
調

査
｣と

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。

２
．

　
　

　
　

　
　

　
無

電
話

番
号

千 億
百 億

十 億
　 億

千 万
百 万

十 万
　 万

件
万

円
/
年

－
1
－

元
請

完
成

工
事

高
（

平
成

2
9
年

度
）

群
馬

県
内

工
事

の
年

間
の

元
請

完
成

工
事

高
(出

来
高

工
事

含
む

)を
記

入
し

て
下

さ
い

（
消

費
税

を
含

む
）

。

　
２

．
発

生
し

な
か

っ
た

。

工
事

件
数

（
平

成
2
9
年

度
）

　
１

．
発

生
し

た
。

群
馬

県
内

工
事

の
年

間
の

元
請

工
事

件
数

（
出

来
高

工
事

含
む

）
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

平
成

2
9
年

度
の

１
年

間
に

元
請

工
事

か
ら

廃
棄

物
等

は
発

生
し

ま
し

た
か

。
該

当
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
下

さ
い

。

記
入

年
月

日

(
部

課
､
氏

名
)

概 要
有 無

県
内

元
請

工
事

※
平

成
2
9
年

度
の

元
請

工
事

か
ら

廃
棄

物
が

発
生

し
た

場
合

、
調

査
票

（
そ

の
２

）

に
各

工
事

現
場

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
等

の
状

況
に

つ
い

て
、

別
紙

の
＜

調
査

票

の
記

入
要

領
・

記
入

例
＞

を
参

考
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

※
併

せ
て

調
査

票
（

そ
の

３
）

「
事

業
系

一
般

廃
棄

物
に

関
す

る
事

項
」

、
（

そ
の

４
）

「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
下

さ
い

。

上
記

の
「

事
業

所
の

概
要

」
、

「
工

事
実

績
及

び
内

容
」

に
記

入
の

後
、

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

の
上

、
ご

返
送

下
さ

い
。

工 事 実 績 及 び 内 容

元
請

工
事

が
無

か
っ

た
場

合
は

、

調
査

票
（

そ
の

３
）

「
事

業
系

一

般
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

」
、

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
下

さ

い
。
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（
平

成
2
9
年

度
実

績
）
【
そ

の
２

】
形

式
２

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
⑧

処
理

・
処

分
先

又
は

F
2

行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
再

生
利

用
先

の
所

在
地

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

記
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

3
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

4
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

入
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

6
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

7
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

●
別

紙
「
調

査
票

の
記

入
要

領
・
記

入
例

」
、

「
廃

棄
物

等
分

類
表

」
を

参
考

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
●

自
社

で
発

生
し

た
副

産
物

（
産

業
廃

棄
物

、
有

償
・
無

償
引

渡
物

）
全

て
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 再
生

利
用

、
売

却
を

し
て

い
る

場
合

も
記

入
し

て
下

さ
い

。

自
社

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の

発
生

量
自

社
で

の
中

間
処

理
自

社
処

分
・

自
社

再
利

用
、

委
託

処
理

委
託

中
間

処
理

自
社

・
委

託
で

の
資

源
化

＜
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

＞

区
分

②
分

類
番

号
③

年
間

発
生

量
④

方
法

番
号

⑤
中

間
処

理
後

量
⑨

方
法

番
号

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑪
資

源
化

用
途

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法

⑨
委

託
中

間
処

理
の

方
法

⑥
の

「
処

理
・

処
分

の
方

法
」

で
「
U

1
｣と

回
答

さ
れ

た
場

合
（

中

間
処

理
を

委
託

）
は

、
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

内
容

に
該

当
す

る
処

理
方

法
の

番
号

を
下

欄
の

「
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑩
委

託
中

間
処

理
後

の
再

生
利

用
・

処
分

の
方

法
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

後
の

廃
棄

物
の

処
理

方
法

に
該

当
す

る
番

号
を

下
記

か
ら

選
ん

で
、

そ
の

記
号

を
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

１
．

再
生

利
用

・
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

｡

２
．

埋
立

処
分

し
て

い
る

。

①
事

業
所

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の
名
称

貴
社

で
日

常
使

用
し

て
い

る
名

称
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

（
別

紙
「
廃

棄
物

等
分

類

表
」
に

示
し

た
具

体
例

を
参

照
）

②
廃

棄
物

の
分

類
番

号
別

紙
「
廃

棄
物

等
分

類
表

」
を

み
て

該
当

す
る

４
ケ

タ
の

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

③
年

間
の

発
生

量
（

中
間

処
理

す
る
前
の
量
）

各
行

ご
と

に
１

年
間

の
発

生
量

を
、

焼
却

や
脱

水
な

ど
の

中
間

処
理

を
す

る
前

の
量

で
記

入
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

④
自

社
で

の
中

間
処

理
方

法
自

社
で

中
間

処
理

さ
れ

た
場

合
は

、
該

当
す

る
処

理
方

法
の

記
号

を
下

欄
の

「
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑤
中

間
処

理
後

の
量

中
間

処
理

後
の

残
さ

量
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法
発

生
（

自
社

で
中

間
処

理
し

た
場

合
は

、
中

間
処

理
後

の
廃

棄

物
）

し
た

廃
棄

物
の

処
理

・
処

分
方

法
を

下
欄

の
「

処
理

・
処

分

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
そ

の
記

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
処

理
・

処
分

（
⑥

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
先

の
名

称
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

処
理

・
処

分
（

⑦
に

該
当

す
る

）
等

を
行

っ
た

処
理

・
処

分
施

設
の

あ
る

所
在

地
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑪
資

源
化

の
用

途
⑥

の
「

処
理

・
処

分
の

方
法

」
で

｢V
1
,V

2
,W

1
,X

1
,R

6
｣又

は
前

問
⑩

で
「
１

」
と

回
答

さ
れ

た
場

合
、

下
欄

の
｢
資

源
化

用

途
コ

ー
ド

表
｣
か

ら
該

当
す

る
番

号
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

欄
8

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

9
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
1

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
3

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
4

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

※
1
5
行

以
上

の
記

入
欄

が
必

要
な

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
用

紙
を

コ
ピ

ー
す

る
か

、
（

一
財

）
日

本
環

境
衛

生
セ

ン
タ

ー
ま

で
追

加
用

紙
を

ご
請

求
下

さ
い

。
　

h
tt
p
:/
/w

w
w

.je
s
c
.o

r.
jp

/w
o
rk

/
ta

b
id

/
2
2
2
/
D
e
fa

u
lt
.a

s
p
x
　

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

も
で

き
ま

す
。

※
調

査
票

の
回

答
デ

ー
タ

は
、

電
子

メ
ー

ル
で

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

　
電

子
メ

ー
ル

：
h
ik
-
r@

je
s
c
.o

r.
jp

　
※

件
名

に
は

｢
群

馬
県

実
態

調
査

｣
と

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。

⑥
処
理
・
処
分
方
法
コ
ー
ド
表

＜
自

己
処

理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

１
０

：
鉄

鋼
原

料

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料

３
０

：
燃

料

３
１

：
木

炭

４
１

：
飼

料

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤

９
２

：
中

和
剤

９
３

：
高

炉
還

元
剤

・

コ
ー

ク
ス

炉
化

学
原

料

９
８

：
そ

の
他

具
体

的
に

＜
市

町
村

・
一

部
事

務
組

合
へ

委
託

処
理

（
ご

み
収

集
を

含
む

）
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

（
ご

み
収

集
を

含
む

）

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

＜
そ

の
他

＞

Ｚ
９

：
そ

の
他

10
～
93

に
該

当
す

る
も

の
が

な
い

場
合

、

⑪
の

枠
中

に
具

体
的

な
用

途
を

直
接

記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

具
体

的
に

具
体

的
に

＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
し

た
。

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
再

生
処

理
を

し
た

。

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（平
成

29
年

度
実

績
)【

そ
の

３
】 

＜
事

業
系

一
般

廃
棄

物
に

関
す

る
事

項
＞

 

１
．
本
ペ
ー
ジ
は
、
以
下
の
表
に
記
載
し
て
あ
る
事
業
系
一
般
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
う
ご
み
）
が
対
象
で
す
。
産
業
廃
棄
物
は
対

象
外
で
す
。

２
．
貴
事
業
所
で
排
出
し
た
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
１
か
月
の
平
均
的
な
量

(平
成

29
年
度
の
１
年
間
が
対
象

)に
つ
い
て
、
ご
み
の
種

類
別
に
下
表
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

廃
棄
物
の
量
は
、
実
測
又
は
下
の
換
算
比
重
の
表
を
参
考
に
、
で
き
る
だ
け
Ａ
の
重
量

(k
g/
月

)に
よ
る
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
が
、 

記
入
が
困
難
な
場
合
に
は
、
Ｂ
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
但
し
、
Ａ
、
Ｂ
ど
ち
ら
か
一
方
の
欄
の
み
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
ま
た
、ご

み
の
種
類
毎
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、下

記
の
＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞
か
ら
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
種
類

 
排
出
量

 
Ａ
、
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
書
き
や
す
い
方
に

 
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

処
理
方
法

 
下
記
処
理
方
法
か

ら
１
つ
選
ん
で
該

当
記
号
を
記
入

 
Ａ

 
Ｂ

 

紙
類

 

新
聞

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

雑
誌

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

段
ボ
ー
ル

 
kg

/月
 

枚
/月

 

O
A
用
紙

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

紙
パ
ッ
ク

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
の
紙
類

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

プ
ラ
ス
チ

 
ッ
ク
類

 
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
外
（
食
品
ト
レ
イ
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

生
ご
み
（
調
理
く
ず
・
厨
芥
・
残
飯
等
食
品
残
さ
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

金
属
類
（
飲
料
の
空
き
缶
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ガ
ラ
ス
類
（
飲
料
の
空
き
び
ん
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

繊
維
く
ず
（
作
業
着
な
ど
の
衣
類
、
畳
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

木
く
ず
（
剪
定
枝
、
竹
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

未
分
別
の
も
の
（
可
燃
物
、
ご
み
箱
の
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
（
粗
大
ご
み
、
不
燃
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

※
同
じ
種
類
の
ご
み
で
処
理
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
以
下
の
欄
に
別
け
て

記
入
し
て
下
さ
い

 
（
種
類
：
 
 
 

 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

（
種
類
：
 

 
 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月

＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞

○
市
町
村
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ａ
．
市
町
村
の
ご
み
収
集
に
出
し
て
い
る
。

Ｂ
．
自
社
で
市
町
村
の
施
設
に
搬
入
し
て
い
る
。

Ｃ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
市
町
村
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

○
民
間
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ｄ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
民
間
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

Ｅ
．
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
に
委
託
し
て
い
る
、
無
料
で
引
き
渡
し
て
い
る
、
売
却
し
て
い
る
。

○
上
記
以
外
の
処
理

Ｆ
．
納
入
業
者
に
返
却
し
て
い
る

Ｇ
．
自
社
で
処
理
（
焼
却
等
）
し
て
い
る
。

Ｈ
．
自
治
会
等
の
集
団
回
収
に
出
し
て
い
る
。

Ｉ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

 
）

参
考
：
換
算
比
重

紙
類

 

○
新
聞
紙
購
読
 
 

 1
0k

g/
月

 
○
雑
誌
 
 
 

  
0.

5k
g/
冊

 
○
段
ボ
ー
ル
（

42
×

35
×

28
㎝
）
 
 

 0
.7

kg
/枚

 
○

O
A
用
紙
（

A
4 

2,
50

0
枚
）

  
10

kg
 

金
属

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

35
0m

l）
 

  
0.

06
kg

/本
 

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

20
0m

l）
 
 

0.
03

kg
/本

 
○
飲
料
用
ア
ル
ミ
缶
（

35
0m

l）
 

0.
02

kg
/本

 

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
類

○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

(2
L

) 
 
 
 

 0
.1

kg
/本

 
○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 (
50

0ｍ
l) 
 

0.
03

kg
/本

 
○
食
品
ト
レ
イ
（

25
×

10
㎝
）
 
 

 0
.0

05
kg

/枚
 

空
き
び
ん

○
ビ
ー
ル
び
ん
（
大
）
 

 0
.5

kg
/本

 
○
一
升
び
ん
 

 1
kg

/本
 

生
ご
み

○
45

㍑
袋

 2
0k

g/
袋
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

【そ
の

４
】 

＜
意
識
・
取
り
組
み
に
関
す
る
事
項
＞

１
．
廃
棄
物
の
排
出
、
処
理
処
分
等
の
将
来
見
込
み
に
つ
い
て
 

貴
事
業
所
で
は
、
廃
棄
物
の
排
出
量
や
再
生
利
用
量
等
が
将
来
ど
の
よ
う
に
増
減
す
る
と
お
考
え
で
す
か
。
平
成

29
年
度
を

10
0

と
し
て
、
平
成

35
年
度
と
平
成

39
年
度
の
将
来
見
通
し
（
方
向
性
）
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

例
：
排
出
量
や
最
終
処
分
量
を

1
割
程
度
抑
制
で
き
る
場
合
 
→
「

90
」
と
記
入

 
例
：
再
生
利
用
量
を

5%
程
度
増
加
で
き
る
場
合

 →
「

10
5」

と
記
入

 
例
：
平
成

29
年
度
と
変
わ
ら
な
い
場
合

 →
「

10
0」

と
記
入

 

平
成

29
年
度

 
平
成

35
年
度

 
平
成

39
年
度

 

排
出
量

10
0

再
生
利
用
量
（
リ
サ
イ
ク
ル
）

10
0

最
終
処
分
量
（
埋
立
）

10
0

２
．
廃
棄
物
の
委
託
処
理
状
況
に
つ
い
て
 

（
１
）
不
適
正
処
理
防
止
の
取
り
組
み
 

廃
棄
物
を
委
託
処
理
し
て
い
る
事
業
所
の
方
に
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
事
業
所
で
は
、
委
託
し
た
廃
棄
物
が
不
適
正
処
理
さ
れ
る

の
を
防
止
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答

可
）。 （
 
）
１
．
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
証
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
２
．
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
３
．
会
社
情
報
を
検
討
し
、
優
良
な
処
理
業
者
に
委
託
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
４
．
他
企
業
と
処
理
業
者
に
関
す
る
情
報
交
換
を
し
て
い
る
。

（
 
）
５
．
処
理
料
金
が
相
場
よ
り
安
す
ぎ
る
処
理
業
者
に
は
委
託
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
６
．
処
理
業
者
に
施
設
の
管
理
記
録
、
経
理
状
況
、
取
引
実
績
な
ど
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
７
．
処
理
業
者
に
中
間
処
理
後
の
廃
棄
物
の
行
き
先
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
８
．
処
理
業
者
の
施
設
を
現
地
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
９
．
特
に
何
も
し
て
い
な
い
。

（
 
）

10
．
そ
の
他
（

）
 

（
２
）
廃
棄
物
処
理
業
者
の
選
定
基
準
 

貴
事
業
所
が
廃
棄
物
処
理
業
者
を
選
定
す
る
際
に
考
慮
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
処
理
料
金
 

（
 
）
２
．
受
入
条
件

(廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
量
、
分
別
基
準
等

) 
（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
組
状
況
 

（
 
）
４
．
処
理
業
者

(適
正
処
理

)の
信
頼
性

 
（
 
）
５
．
系
列
企
業
、
取
引
実
績
 
 

（
 
）
６
．
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
優
良
性
評
価
制
度

（
 
）
７
．
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
へ
の
加
入
 
（
 
）
８
．
業
界
団
体
へ
の
加
盟
状
況

（
 
）
９
．
そ
の
他

(
) 
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３
．
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
 

（
１
）
廃
棄
物
処
理
の
現
状
に
つ
い
て

現
在
、
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回

答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
量
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
２
．
処
理
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
割
合
が
減
少
し
て
い
る

（
 
）
４
．
処
理
委
託
す
る
ル
ー
ト

(特
に
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト

)に
関
す
る
情
報
が
少
な
い

 
（
 
）
５
．
課
題
は
特
に
な
い

（
 
）
６
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
２
）
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
等
に
対
し
て
、
ど
の
様
な
取
り
組
み
が
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
の
様
な
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
Ⅰ
の
中
か
ら
該
当
す
る
欄
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
貴
事
業
所
の
事
業
活
動
に
当
て
は
ま
ら
な

い
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
空
欄
に
し
て
く
だ
さ
い
）。

取
り
組
み

Ⅰ
Ⅱ

 
Ⅲ

Ⅳ

重
要
だ
と
思

う
も
の
に
○

実
施
し
て
い

る
も
の
に
○

実
施
の
効
果

実
施
し
て
い

る
理
由

実
施
し
て
い

な
い
理
由

１
．
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
考
慮
し
た
廃
棄
物
の
分
別
・
選
別
の

徹
底

２
．
排
出
抑
制
の
た
め
の
製
造
工
程
の
変
更
や
原
材
料
等
の
見
直
し

３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
し
や
す
さ
を
考
慮
し
た
製
品
等
の
設
計
・
製
造

４
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
普
及
啓
発

５
．
再
生
品
、
再
生
資
源

(原
料

)の
利
用
の
促
進

 

６
．
廃
棄
物
排
出
削
減
の
た
め
の
工
程
内
発
生
廃
棄
物
の
有
効
利
用
の

促
進

７
．
他
産
業
又
は
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
再
生
資
源
の
受
入
・
供
給
に
よ

る
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

８
．
包
装
材
・
梱
包
材
の
使
用
量
の
削
減

９
．

IS
O

14
00

1又
は
独
自
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

 

10
．
グ
リ
ー
ン
調
達

(環
境
に
配
慮
し
た
物
品
の
優
先
的
選
択

)の
実
践

 

11
．
自
社
の
廃
棄
物
の
削
減
や
資
源
化
に
関
す
る
目
標
の
設
定

 

12
．
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
専
任
部
署

(専
任
職
員

)の
設
置
な
ど
体
制

の
強
化

13
．
社
員
向
け
に
、
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
学
習
会
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
な

ど
の
開
催

14
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

－
7－

 

（
３
）
取
り
組
み
の
効
果
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
実
施
し
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が

あ
り
ま
し
た
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅱ

 実
施
の
効
果
」
欄
に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

Ａ
．
自
社
で
の
廃
棄
物
の
排
出
量
が
低
減
し
た
。

Ｂ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
再
利
用
・
再
生
利
用
が
進
ん
だ
。

Ｃ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
最
終
処
分
量
が
低
減
し
た
（
中
間
処
理
に
よ
る
減
量
化
が
進
ん
だ
）。

Ｄ
．
納
入
先
に
お
い
て
自
社
製
品
の
廃
棄
物
化
回
避
が
進
ん
だ
。

Ｅ
．
納
入
先
か
ら
の
使
用
済
品
や
包
装
材
等
の
回
収
ル
ー
ト
が
確
立
で
き
た
。

Ｆ
．
廃
棄
物
の
処
理
費
用
を
削
減
で
き
た
。

Ｇ
．
自
社
の
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
社
会
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
有
利
に
作
用
し
た
（
環
境
に
配
慮
し
た
製
品

の
開
発
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
効
果
や
売
上
の
向
上
な
ど
）。

Ｈ
．
従
業
員
等
の
法
令
知
識
の
取
得
や
意
識
の
向
上
に
効
果
が
あ
っ
た
。

Ｉ
．
効
果
が
無
か
っ
た
。

Ｊ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

（
４
）
取
り
組
み
を
実
施
し
た
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
た
の
は
、
ど
の
よ

う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅲ

 実
施
し
て
い
る
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
主
た

る
理
由
を
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
）。

ア
．
取
引
先
か
ら
の
要
請
 
 

イ
．
消
費
者
か
ら
の
要
望

ウ
．
行
政
か
ら
の
指
導
 
 

エ
．
自
発
的
に
実
施

オ
．
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
 

カ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

（
５
）
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
の
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅳ

 実
施
し
て
い
な
い
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ

い
（
複
数
回
答
可
）。

１
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
・
素
材
等
の
需
要
が
な
い
。

２
．
技
術
が
確
立
し
て
い
な
い
。

３
．
施
設
又
は
取
引
で
き
る
業
者
が
近
く
に
な
い
。

４
．
経
費
が
か
か
る
。

５
．
情
報
（
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
、
技
術
開
発
等
）
が
な
い
。

６
．
人
材
の
余
裕
が
な
い
。

７
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

４
．
大
規
模
災
害
発
生
時
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
に
つ
い
て
 

大
規
模
災
害
（
地
震
、
水
害
等
）
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
群

馬
県
に
お
い
て
も
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
災
害
廃
棄
物
処
理
を
迅
速
か
つ
適
切
に
進
め
る
た
め
、
平
成

29
年

3
月
に
群
馬
県
災

害
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、
事
業
所
自
体
が
被
災
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
貴
事
業
所
で
は
、
大
規
模
災
害
に
よ
り
事
業

所
に
損
害
が
発
生
し
た
際
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
（
危

険
物
の
流
出
防
止
措
置
等
）
に
関
す
る
定
め
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
に
１
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

（
※
BC
P
と
は
、
企
業
な
ど
の
組
織
が
災
害
等
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
事
業
の
早
期
復
旧
・
継
続
を
可
能
と
す
る
た
め
の
計

画
で
す
）
 

（
 
）
１
 
BC
P
を
作
成
し
て
お
り
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
 

（
 
）
２
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
る
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
３
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
な
い
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
る
 

（
 
）
４
 
BC
P
は
作
成
し
て
お
ら
ず
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
５
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

 
）
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－
8－

 

５
．
行
政
へ
の
要
望
・
施
策
へ
の
意
見
に
つ
い
て
 

（
１
）
行
政
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
行
政
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
支
援
す
べ
き
こ
と
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す
る

項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
事
業
者
責
任
の
徹
底
を
図
る
た
め
の
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
２
．
不
適
正
処
理
、
不
法
投
棄
に
対
す
る
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
３
．
処
理
業
者
に
関
す
る
、
評
価
や
行
政
処
分
等
の
情
報
公
開

（
 
）
４
．
県
や
市
が
関
与
す
る
、
公
共
の
処
理
施
設
の
整
備
促
進

（
 
）
５
．
廃
棄
物
の
減
量
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
開
発
・
施
設
整
備
へ
の
補
助
・
融
資
制
度
の
拡
充

（
 
）
６
．
排
出
事
業
者
に
対
す
る
適
正
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
、
講
習
会
や
研
修
会
の
拡
充

（
 
）
７
．
県
民
に
対
す
る
適
正
処
理
、
循
環
型
社
会
に
関
す
る
啓
発
活
動

（
 
）
８
．
廃
棄
物
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
仕
組
み
づ
く
り

（
 
）
９
．
効
果
的
な
ご
み
減
量
や
分
別
排
出
を
展
開
し
て
い
る
企
業
な
ど
の
事
例
紹
介

（
 
）

10
．
市
町
村
処
理
施
設
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
受
入

 
（
 
）

11
．
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
の
振
興

 
（
 
）

12
．
優
良
な
廃
棄
物
処
理
業
者
の
支
援
と
育
成

 
（
 
）

13
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

（
２
）
処
理
業
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
処
理
業
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄

で
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
廃
棄
物
処
理
法
等
関
係
法
令
の
理
解
と
順
守

（
 
）
２
．
適
正
処
理
の
推
進

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

（
 
）
４
．
技
術
・
知
識
・
資
質
の
向
上

（
 
）
５
．
情
報
公
開
の
推
進

（
 
）
６
．
処
理
料
金
の
見
直
し

（
 
）
７
．
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
処
理
の
推
進

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
３
）
消
費
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
消
費
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
消
費
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す

る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
や
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
の
実
践
な
ど
、
ご
み
が
出
な
い
生
活
様
式
へ
の
転
換

（
 
）
２
．
徹
底
し
た
ご
み
の
分
別

（
 
）
３
．
簡
易
包
装
や
詰
め
替
え
製
品
へ
の
理
解
と
購
入

（
 
）
４
．
環
境
配
慮
製
品
は
価
格
が
割
高
に
な
る
こ
と
へ
の
理
解

（
 
）
５
．
｢ご

み
の
出
に
く
さ
・
修
理
し
や
す
さ
｣か

ら
製
品
を
選
択
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と

（
 
）
６
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
や
再
生
製
品
の
購
入

（
 
）
７
．
産
業
廃
棄
物
へ
の
理
解

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）
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形
式

３

廃
棄

物
実

態
調

査
票

(平
成

2
9
年

度
実

績
)【

そ
の

１
】

（
具

体
的

に
）

電
話

番
号

代
表

者
氏

名

調
　

査
　

票
　

番
　

号

記
入

年
月

日

記
入

者

事
業

所
名

(
部
課
､
氏
名
)

　
　

　
　

　
　

　
ふ

り
が

な

所
在

地

１
．

本
調

査
は

、
事

業
活

動
に

よ
っ

て
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

、
一

般
廃

棄
物

、
有

償
あ

る
い

は
無

償
で

引
渡

し
て

い
る

副
産

物
の

全
て

が
対

象
と

な
り

ま
す

。

２
．

本
調

査
の

対
象

期
間

は
平

成
2
9
年

度
（

平
成

2
9
年

４
月

１
日

～
平

成
3
0
年

３
月

3
1
日

）
の

１
年

間
で

す
。

３
．

本
調

査
は

事
業

所
単

位
で

行
い

ま
す

の
で

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
に

関
し

て
以

下
の

質
問

に
お

答
え

下
さ

い
。

そ
の

た
め

、
貴

事
業

所
以

外
に

貴
社

の
本

社
（

店
）

、
支

社
（

店
）

、
工

場
等

が
あ

っ
て

も
そ

れ
は

調
査

の
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

４
．

調
査

票
（

そ
の

２
）

に
貴

事
業

所
か

ら
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

の
状

況
に

つ
い

て
、

調
査

票
（

そ
の

３
）

に
貴

事
業

所
か

ら
発

生
す

る
事

業
系

一
般

廃
棄

物
の

状
況

に
つ

い
て

、
記

入
し

て
下

さ
い

。
併

せ
て

調
査

票
(そ

の
４

)「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
下

さ
い

。

5
．

廃
棄

物
が

調
査

の
対

象
期

間
中

に
何

も
発

生
し

な
か

っ
た

場
合

は
、

本
調

査
票

（
そ

の
１

）
の

「
事

業
所

の
概

要
」

、
「

事

業
内

容
」

、
「

事
業

の
概

要
」

欄
と

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

の
上

、
ご

返
送

下
さ

い
。

事 業 所 の 概 要

事 業 内 容

自
動

車
関

連
業

種

群
⾺
県
統
計
登
録

第
３
０
－
１
号

※
調

査
票

の
電

子
デ

ー
タ

は
、

ht
tp
:/
/w

w
w
.je
sc
.o
r.j
p/
w
or
k/
ta
bi
d/
22
2/
De

fa
ul
t.a

sp
x

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

ま
す

。

※
調

査
票

の
回

答
デ

ー
タ

は
、

電
子

メ
ー

ル
で

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

電
子

メ
ー

ル
：
hi
k‐
r@

je
sc
.o
r.j
p

件
名

に
は

｢群
馬

県
実

態
調

査
｣と

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。

貴
事

業
所

内
で

車
の

整
備

等
を

行
っ

て
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

に
○

を
つ

け
て

下
さ

い
。

人

－
1
－

　
２
．
発
生
し
な
か
っ
た
。

平
成

2
9
年

度
の

１
年

間
に

廃
棄

物
等

は
発

生
し

ま
し

た
か

。
該

当
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
下

さ
い

。

　
１
．
発
生
し
た
。

貴
事

業
所

の
従

業
者

数
（

パ
ー

ト
等

の
臨

時
職

員
及

び
役

員
等

を
含

む
）

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

車
　
の
　
整
　
備
　
等

従
業
者
数

(
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

現
在

)
事 業 の 概 要

調
査

票
（

そ
の

２
）

「
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

」
、

（
そ

の
３

）
「

事
業

系

一
般

廃
棄

物
に

関
す

る
事

項
」

、
（

そ
の

４
）

「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事

項
」

に
つ

い
て

ご
回

答
下

さ
い

。

上
記

の
事

業
所

の
概

要
・

事
業

の
概

要
に

記
入

の
後

、
（

そ
の

４
）

「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
の

上
、

ご

返
送

下
さ

い
。

１
．

車
の

整
備

（
タ

イ
ヤ

、
オ

イ
ル

交
換

等
を

含
む

）
を

事
業

所
内

で
行

っ
て

い
る

。

２
．

行
っ

て
い

な
い

。
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（
平

成
2
9
年

度
実

績
）
【
そ

の
２

】
形

式
３

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
⑧

処
理

・
処

分
先

又
は

F
2

行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
再

生
利

用
先

の
所

在
地

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

1
洗

車
汚

泥
0

2
2

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

記
2

廃
油

（
エ

ン
ジ

ン
オ

イ
ル

）
0

3
1

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

3
使

用
済

み
タ

イ
ヤ

（
大

型
車

）
0

6
2

5
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
本

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

4
使

用
済

み
タ

イ
ヤ

（
普

通
・

小
型

車
）

0
6

2
6

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
本

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

入
5

鉄
く

ず
（

部
品

く
ず

）
1

2
1

0
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

6
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

0
6

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

7
ガ

ラ
ス

く
ず

1
3

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

⑨
方

法
番

号
⑩

処
理

後
の

処
分

方
法

⑪
資

源
化

用
途

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法

区
分

②
分

類
番

号
③

年
間

発
生

量
④

方
法

番
号

⑤
中

間
処

理
後

量

●
別

紙
「
調

査
票

の
記

入
要

領
・
記

入
例

」
、

「
廃

棄
物

等
分

類
表

」
を

参
考

に
記

入
し

て
下

さ
い

。
●

自
社

で
発

生
し

た
副

産
物

（
産

業
廃

棄
物

、
有

償
・
無

償
引

渡
物

）
全

て
が

対
象

と
な

り
ま

す
。

 再
生

利
用

、
売

却
を

し
て

い
る

場
合

も
記

入
し

て
下

さ
い

。

自
社

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の

発
生

量
自

社
で

の
中

間
処

理
自

社
処

分
・

自
社

再
利

用
、

委
託

処
理

委
託

中
間

処
理

自
社

・
委

託
で

の
資

源
化

＜
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

＞

⑨
委

託
中

間
処

理
の

方
法

⑥
の

「
処

理
・

処
分

の
方

法
」

で
「
U

1
｣と

回
答

さ
れ

た
場

合
（

中

間
処

理
を

委
託

）
は

、
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

内
容

に
該

当
す

る
処

理
方

法
の

番
号

を
下

欄
の

「
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑩
委

託
中

間
処

理
後

の
再

生
利

用
・

処
分

の
方

法
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

後
の

廃
棄

物
の

処
理

方
法

に
該

当
す

る
番

号
を

下
記

か
ら

選
ん

で
、

そ
の

記
号

を
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

１
．

再
生

利
用

・
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

｡

２
．

埋
立

処
分

し
て

い
る

。

①
～

③
事

業
所

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
記

入
欄

に
発

生
す

る
と

思
わ

れ
る

代
表

的
な

1
0
種

類
の

廃
棄

物
を

例
示

し
て

あ
り

ま
す

。

該
当

す
る

廃
棄

物
等

に
つ

い
て

、
③

年
間

発
生

量
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
発

生
量

の
単

位
は

種
類

ご
と

に
表

示
さ

れ
た

単
位

で
ご

回
答

お
願

い
し

ま
す

。

例
示

し
た

廃
棄

物
等

以
外

の
も

の
が

発
生

す
る

場
合

は
、

別
紙

の
「

廃
棄

物
等

分
類

表
」

を
参

照
の

上
、

記
入

欄
1
1
行

目
以

降
に

記
入

し
て

下
さ

い
。

④
自

社
で

の
中

間
処

理
方

法
自

社
で

中
間

処
理

さ
れ

た
場

合
は

、
該

当
す

る
処

理
方

法
の

記
号

を
下

欄
の

「
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑤
中

間
処

理
後

の
量

中
間

処
理

後
の

残
さ

量
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法
発

生
（

自
社

で
中

間
処

理
し

た
場

合
は

、
中

間
処

理
後

の
廃

棄

物
）

し
た

廃
棄

物
の

処
理

・
処

分
方

法
を

下
欄

の
「

処
理

・
処

分

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
そ

の
記

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
処

理
・

処
分

（
⑥

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
先

の
名

称
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

処
理

・
処

分
（

⑦
に

該
当

す
る

）
等

を
行

っ
た

処
理

・
処

分
施

設
の

あ
る

所
在

地
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑪
資

源
化

の
用

途
⑥

の
「

処
理

・
処

分
の

方
法

」
で

｢V
1
,V

2
,W

1
,X

1
,R

6
｣又

は
前

問
⑩

で
「
１

」
と

回
答

さ
れ

た
場

合
、

下
欄

の
｢
資

源
化

用

途
コ

ー
ド

表
｣
か

ら
該

当
す

る
番

号
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

欄
8

揮
発

油
0

3
1

8
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

9
使

用
済

み
バ

ッ
テ

リ
ー

3
5

0
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
個

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
0

ク
ー

ラ
ン

ト
液

（
Ｌ

Ｌ
Ｃ

）
0

5
0

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
1

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
3

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
4

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

※
1
5
行

以
上

の
記

入
欄

が
必

要
な

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
用

紙
を

コ
ピ

ー
す

る
か

、
（

一
財

）
日

本
環

境
衛

生
セ

ン
タ

ー
ま

で
追

加
用

紙
を

ご
請

求
下

さ
い

。
　

h
tt
p
:/
/w

w
w

.je
s
c
.o

r.
jp

/w
o
rk

/
ta

b
id

/
2
2
2
/
D
e
fa

u
lt
.a

s
p
x
　

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

も
で

き
ま

す
。

※
調

査
票

の
回

答
デ

ー
タ

は
、

電
子

メ
ー

ル
で

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

　
電

子
メ

ー
ル

：
h
ik
-
r@

je
s
c
.o

r.
jp

　
※

件
名

に
は

｢
群

馬
県

実
態

調
査

｣
と

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。

⑥
処
理
・
処
分
方
法
コ
ー
ド
表

＜
自

己
処

理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

１
０

：
鉄

鋼
原

料

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料

３
０

：
燃

料

３
１

：
木

炭

４
１

：
飼

料

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤

９
２

：
中

和
剤

９
３

：
高

炉
還

元
剤

・

コ
ー

ク
ス

炉
化

学
原

料

９
８

：
そ

の
他

具
体

的
に

＜
市

町
村

・
一

部
事

務
組

合
へ

委
託

処
理

（
ご

み
収

集
を

含
む

）
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

（
ご

み
収

集
を

含
む

）

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

＜
そ

の
他

＞

Ｚ
９

：
そ

の
他

10
～
93

に
該

当
す

る
も

の
が

な
い

場
合

、

⑪
の

枠
中

に
具

体
的

な
用

途
を

直
接

記

入
し

て
下

さ
い

。

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

具
体

的
に

具
体

的
に

＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
し

た
。

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
再

生
処

理
を

し
た

。

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（平
成

29
年

度
実

績
)【

そ
の

３
】 

＜
事

業
系

一
般

廃
棄

物
に

関
す

る
事

項
＞

 

１
．
本
ペ
ー
ジ
は
、
以
下
の
表
に
記
載
し
て
あ
る
事
業
系
一
般
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
う
ご
み
）
が
対
象
で
す
。
産
業
廃
棄
物
は
対

象
外
で
す
。

２
．
貴
事
業
所
で
排
出
し
た
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
１
か
月
の
平
均
的
な
量

(平
成

29
年
度
の
１
年
間
が
対
象

)に
つ
い
て
、
ご
み
の
種

類
別
に
下
表
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

廃
棄
物
の
量
は
、
実
測
又
は
下
の
換
算
比
重
の
表
を
参
考
に
、
で
き
る
だ
け
Ａ
の
重
量

(k
g/
月

)に
よ
る
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
が
、 

記
入
が
困
難
な
場
合
に
は
、
Ｂ
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
但
し
、
Ａ
、
Ｂ
ど
ち
ら
か
一
方
の
欄
の
み
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
ま
た
、ご

み
の
種
類
毎
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、下

記
の
＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞
か
ら
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
種
類

 
排
出
量

 
Ａ
、
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
書
き
や
す
い
方
に

 
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

処
理
方
法

 
下
記
処
理
方
法
か

ら
１
つ
選
ん
で
該

当
記
号
を
記
入

 
Ａ

 
Ｂ

 

紙
類

 

新
聞

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

雑
誌

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

段
ボ
ー
ル

 
kg

/月
 

枚
/月

 

O
A
用
紙

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

紙
パ
ッ
ク

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
の
紙
類

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

プ
ラ
ス
チ

 
ッ
ク
類

 
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
外
（
食
品
ト
レ
イ
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

生
ご
み
（
調
理
く
ず
・
厨
芥
・
残
飯
等
食
品
残
さ
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

金
属
類
（
飲
料
の
空
き
缶
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ガ
ラ
ス
類
（
飲
料
の
空
き
び
ん
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

繊
維
く
ず
（
作
業
着
な
ど
の
衣
類
、
畳
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

木
く
ず
（
剪
定
枝
、
竹
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

未
分
別
の
も
の
（
可
燃
物
、
ご
み
箱
の
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
（
粗
大
ご
み
、
不
燃
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

※
同
じ
種
類
の
ご
み
で
処
理
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
以
下
の
欄
に
別
け
て

記
入
し
て
下
さ
い

 
（
種
類
：
 
 
 

 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

（
種
類
：
 

 
 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月

＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞

○
市
町
村
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ａ
．
市
町
村
の
ご
み
収
集
に
出
し
て
い
る
。

Ｂ
．
自
社
で
市
町
村
の
施
設
に
搬
入
し
て
い
る
。

Ｃ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
市
町
村
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

○
民
間
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ｄ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
民
間
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

Ｅ
．
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
に
委
託
し
て
い
る
、
無
料
で
引
き
渡
し
て
い
る
、
売
却
し
て
い
る
。

○
上
記
以
外
の
処
理

Ｆ
．
納
入
業
者
に
返
却
し
て
い
る

Ｇ
．
自
社
で
処
理
（
焼
却
等
）
し
て
い
る
。

Ｈ
．
自
治
会
等
の
集
団
回
収
に
出
し
て
い
る
。

Ｉ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

 
）

参
考
：
換
算
比
重

紙
類

 

○
新
聞
紙
購
読
 
 

 1
0k

g/
月

 
○
雑
誌
 
 
 

  
0.

5k
g/
冊

 
○
段
ボ
ー
ル
（

42
×

35
×

28
㎝
）
 
 

 0
.7

kg
/枚

 
○

O
A
用
紙
（

A
4 

2,
50

0
枚
）

  
10

kg
 

金
属

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

35
0m

l）
 

  
0.

06
kg

/本
 

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

20
0m

l）
 
 

0.
03

kg
/本

 
○
飲
料
用
ア
ル
ミ
缶
（

35
0m

l）
 

0.
02

kg
/本

 

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
類

○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

(2
L

) 
 
 
 

 0
.1

kg
/本

 
○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 (
50

0ｍ
l) 
 

0.
03

kg
/本

 
○
食
品
ト
レ
イ
（

25
×

10
㎝
）
 
 

 0
.0

05
kg

/枚
 

空
き
び
ん

○
ビ
ー
ル
び
ん
（
大
）
 

 0
.5

kg
/本

 
○
一
升
び
ん
 

 1
kg

/本
 

生
ご
み

○
45

㍑
袋

 2
0k

g/
袋
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

【そ
の

４
】 

＜
意
識
・
取
り
組
み
に
関
す
る
事
項
＞

１
．
廃
棄
物
の
排
出
、
処
理
処
分
等
の
将
来
見
込
み
に
つ
い
て
 

貴
事
業
所
で
は
、
廃
棄
物
の
排
出
量
や
再
生
利
用
量
等
が
将
来
ど
の
よ
う
に
増
減
す
る
と
お
考
え
で
す
か
。
平
成

29
年
度
を

10
0

と
し
て
、
平
成

35
年
度
と
平
成

39
年
度
の
将
来
見
通
し
（
方
向
性
）
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

例
：
排
出
量
や
最
終
処
分
量
を

1
割
程
度
抑
制
で
き
る
場
合
 
→
「

90
」
と
記
入

 
例
：
再
生
利
用
量
を

5%
程
度
増
加
で
き
る
場
合

 →
「

10
5」

と
記
入

 
例
：
平
成

29
年
度
と
変
わ
ら
な
い
場
合

 →
「

10
0」

と
記
入

 

平
成

29
年
度

 
平
成

35
年
度

 
平
成

39
年
度

 

排
出
量

10
0

再
生
利
用
量
（
リ
サ
イ
ク
ル
）

10
0

最
終
処
分
量
（
埋
立
）

10
0

２
．
廃
棄
物
の
委
託
処
理
状
況
に
つ
い
て
 

（
１
）
不
適
正
処
理
防
止
の
取
り
組
み
 

廃
棄
物
を
委
託
処
理
し
て
い
る
事
業
所
の
方
に
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
事
業
所
で
は
、
委
託
し
た
廃
棄
物
が
不
適
正
処
理
さ
れ
る

の
を
防
止
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答

可
）。 （
 
）
１
．
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
証
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
２
．
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
３
．
会
社
情
報
を
検
討
し
、
優
良
な
処
理
業
者
に
委
託
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
４
．
他
企
業
と
処
理
業
者
に
関
す
る
情
報
交
換
を
し
て
い
る
。

（
 
）
５
．
処
理
料
金
が
相
場
よ
り
安
す
ぎ
る
処
理
業
者
に
は
委
託
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
６
．
処
理
業
者
に
施
設
の
管
理
記
録
、
経
理
状
況
、
取
引
実
績
な
ど
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
７
．
処
理
業
者
に
中
間
処
理
後
の
廃
棄
物
の
行
き
先
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
８
．
処
理
業
者
の
施
設
を
現
地
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
９
．
特
に
何
も
し
て
い
な
い
。

（
 
）

10
．
そ
の
他
（

）
 

（
２
）
廃
棄
物
処
理
業
者
の
選
定
基
準
 

貴
事
業
所
が
廃
棄
物
処
理
業
者
を
選
定
す
る
際
に
考
慮
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
処
理
料
金
 

（
 
）
２
．
受
入
条
件

(廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
量
、
分
別
基
準
等

) 
（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
組
状
況
 

（
 
）
４
．
処
理
業
者

(適
正
処
理

)の
信
頼
性

 
（
 
）
５
．
系
列
企
業
、
取
引
実
績
 
 

（
 
）
６
．
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
優
良
性
評
価
制
度

（
 
）
７
．
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
へ
の
加
入
 
（
 
）
８
．
業
界
団
体
へ
の
加
盟
状
況

（
 
）
９
．
そ
の
他

(
) 

204



－
6－

 

３
．
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
 

（
１
）
廃
棄
物
処
理
の
現
状
に
つ
い
て

現
在
、
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回

答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
量
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
２
．
処
理
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
割
合
が
減
少
し
て
い
る

（
 
）
４
．
処
理
委
託
す
る
ル
ー
ト

(特
に
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト

)に
関
す
る
情
報
が
少
な
い

 
（
 
）
５
．
課
題
は
特
に
な
い

（
 
）
６
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
２
）
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
等
に
対
し
て
、
ど
の
様
な
取
り
組
み
が
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
の
様
な
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
Ⅰ
の
中
か
ら
該
当
す
る
欄
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
貴
事
業
所
の
事
業
活
動
に
当
て
は
ま
ら
な

い
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
空
欄
に
し
て
く
だ
さ
い
）。

取
り
組
み

Ⅰ
Ⅱ

 
Ⅲ

Ⅳ

重
要
だ
と
思

う
も
の
に
○

実
施
し
て
い

る
も
の
に
○

実
施
の
効
果

実
施
し
て
い

る
理
由

実
施
し
て
い

な
い
理
由

１
．
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
考
慮
し
た
廃
棄
物
の
分
別
・
選
別
の

徹
底

２
．
排
出
抑
制
の
た
め
の
製
造
工
程
の
変
更
や
原
材
料
等
の
見
直
し

３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
し
や
す
さ
を
考
慮
し
た
製
品
等
の
設
計
・
製
造

４
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
普
及
啓
発

５
．
再
生
品
、
再
生
資
源

(原
料

)の
利
用
の
促
進

 

６
．
廃
棄
物
排
出
削
減
の
た
め
の
工
程
内
発
生
廃
棄
物
の
有
効
利
用
の

促
進

７
．
他
産
業
又
は
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
再
生
資
源
の
受
入
・
供
給
に
よ

る
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

８
．
包
装
材
・
梱
包
材
の
使
用
量
の
削
減

９
．

IS
O

14
00

1又
は
独
自
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

 

10
．
グ
リ
ー
ン
調
達

(環
境
に
配
慮
し
た
物
品
の
優
先
的
選
択

)の
実
践

 

11
．
自
社
の
廃
棄
物
の
削
減
や
資
源
化
に
関
す
る
目
標
の
設
定

 

12
．
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
専
任
部
署

(専
任
職
員

)の
設
置
な
ど
体
制

の
強
化

13
．
社
員
向
け
に
、
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
学
習
会
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
な

ど
の
開
催

14
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

－
7－

 

（
３
）
取
り
組
み
の
効
果
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
実
施
し
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が

あ
り
ま
し
た
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅱ

 実
施
の
効
果
」
欄
に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

Ａ
．
自
社
で
の
廃
棄
物
の
排
出
量
が
低
減
し
た
。

Ｂ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
再
利
用
・
再
生
利
用
が
進
ん
だ
。

Ｃ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
最
終
処
分
量
が
低
減
し
た
（
中
間
処
理
に
よ
る
減
量
化
が
進
ん
だ
）。

Ｄ
．
納
入
先
に
お
い
て
自
社
製
品
の
廃
棄
物
化
回
避
が
進
ん
だ
。

Ｅ
．
納
入
先
か
ら
の
使
用
済
品
や
包
装
材
等
の
回
収
ル
ー
ト
が
確
立
で
き
た
。

Ｆ
．
廃
棄
物
の
処
理
費
用
を
削
減
で
き
た
。

Ｇ
．
自
社
の
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
社
会
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
有
利
に
作
用
し
た
（
環
境
に
配
慮
し
た
製
品

の
開
発
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
効
果
や
売
上
の
向
上
な
ど
）。

Ｈ
．
従
業
員
等
の
法
令
知
識
の
取
得
や
意
識
の
向
上
に
効
果
が
あ
っ
た
。

Ｉ
．
効
果
が
無
か
っ
た
。

Ｊ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

（
４
）
取
り
組
み
を
実
施
し
た
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
た
の
は
、
ど
の
よ

う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅲ

 実
施
し
て
い
る
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
主
た

る
理
由
を
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
）。

ア
．
取
引
先
か
ら
の
要
請
 
 

イ
．
消
費
者
か
ら
の
要
望

ウ
．
行
政
か
ら
の
指
導
 
 

エ
．
自
発
的
に
実
施

オ
．
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
 

カ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

（
５
）
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
の
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅳ

 実
施
し
て
い
な
い
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ

い
（
複
数
回
答
可
）。

１
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
・
素
材
等
の
需
要
が
な
い
。

２
．
技
術
が
確
立
し
て
い
な
い
。

３
．
施
設
又
は
取
引
で
き
る
業
者
が
近
く
に
な
い
。

４
．
経
費
が
か
か
る
。

５
．
情
報
（
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
、
技
術
開
発
等
）
が
な
い
。

６
．
人
材
の
余
裕
が
な
い
。

７
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

４
．
大
規
模
災
害
発
生
時
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
に
つ
い
て
 

大
規
模
災
害
（
地
震
、
水
害
等
）
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
群

馬
県
に
お
い
て
も
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
災
害
廃
棄
物
処
理
を
迅
速
か
つ
適
切
に
進
め
る
た
め
、
平
成

29
年

3
月
に
群
馬
県
災

害
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、
事
業
所
自
体
が
被
災
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
貴
事
業
所
で
は
、
大
規
模
災
害
に
よ
り
事
業

所
に
損
害
が
発
生
し
た
際
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
（
危

険
物
の
流
出
防
止
措
置
等
）
に
関
す
る
定
め
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
に
１
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

（
※
BC
P
と
は
、
企
業
な
ど
の
組
織
が
災
害
等
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
事
業
の
早
期
復
旧
・
継
続
を
可
能
と
す
る
た
め
の
計

画
で
す
）
 

（
 
）
１
 
BC
P
を
作
成
し
て
お
り
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
 

（
 
）
２
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
る
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
３
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
な
い
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
る
 

（
 
）
４
 
BC
P
は
作
成
し
て
お
ら
ず
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
５
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

 
）
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－
8－

 

５
．
行
政
へ
の
要
望
・
施
策
へ
の
意
見
に
つ
い
て
 

（
１
）
行
政
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
行
政
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
支
援
す
べ
き
こ
と
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す
る

項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
事
業
者
責
任
の
徹
底
を
図
る
た
め
の
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
２
．
不
適
正
処
理
、
不
法
投
棄
に
対
す
る
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
３
．
処
理
業
者
に
関
す
る
、
評
価
や
行
政
処
分
等
の
情
報
公
開

（
 
）
４
．
県
や
市
が
関
与
す
る
、
公
共
の
処
理
施
設
の
整
備
促
進

（
 
）
５
．
廃
棄
物
の
減
量
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
開
発
・
施
設
整
備
へ
の
補
助
・
融
資
制
度
の
拡
充

（
 
）
６
．
排
出
事
業
者
に
対
す
る
適
正
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
、
講
習
会
や
研
修
会
の
拡
充

（
 
）
７
．
県
民
に
対
す
る
適
正
処
理
、
循
環
型
社
会
に
関
す
る
啓
発
活
動

（
 
）
８
．
廃
棄
物
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
仕
組
み
づ
く
り

（
 
）
９
．
効
果
的
な
ご
み
減
量
や
分
別
排
出
を
展
開
し
て
い
る
企
業
な
ど
の
事
例
紹
介

（
 
）

10
．
市
町
村
処
理
施
設
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
受
入

 
（
 
）

11
．
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
の
振
興

 
（
 
）

12
．
優
良
な
廃
棄
物
処
理
業
者
の
支
援
と
育
成

 
（
 
）

13
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

（
２
）
処
理
業
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
処
理
業
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄

で
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
廃
棄
物
処
理
法
等
関
係
法
令
の
理
解
と
順
守

（
 
）
２
．
適
正
処
理
の
推
進

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

（
 
）
４
．
技
術
・
知
識
・
資
質
の
向
上

（
 
）
５
．
情
報
公
開
の
推
進

（
 
）
６
．
処
理
料
金
の
見
直
し

（
 
）
７
．
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
処
理
の
推
進

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
３
）
消
費
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
消
費
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
消
費
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す

る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
や
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
の
実
践
な
ど
、
ご
み
が
出
な
い
生
活
様
式
へ
の
転
換

（
 
）
２
．
徹
底
し
た
ご
み
の
分
別

（
 
）
３
．
簡
易
包
装
や
詰
め
替
え
製
品
へ
の
理
解
と
購
入

（
 
）
４
．
環
境
配
慮
製
品
は
価
格
が
割
高
に
な
る
こ
と
へ
の
理
解

（
 
）
５
．
｢ご

み
の
出
に
く
さ
・
修
理
し
や
す
さ
｣か

ら
製
品
を
選
択
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と

（
 
）
６
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
や
再
生
製
品
の
購
入

（
 
）
７
．
産
業
廃
棄
物
へ
の
理
解

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）
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形
式

４

廃
棄
物
実
態
調
査
票
(平

成
2
9
年
度
実
績
)【
そ
の
１
】

電
話

番
号

事
業

所
名

調
　

査
　

票
　

番
　

号

代
表

者
氏

名

所
在

地

(
部

課
､
氏

名
)

　
　
　
　
　
　
　
ふ
り
が
な

記
入

者

記
入

年
月

日

従
業
者
数

(
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

現
在

)
病
床
数

(
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

現
在

)

１
．

本
調

査
は

、
事

業
活

動
に

よ
っ

て
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

、
一

般
廃

棄
物

、
有

償
あ

る
い

は
無

償
で

引
渡

し
て

い
る

副
産

物
の

全
て

が
対

象
と

な
り

ま
す

。

２
．

本
調

査
の

対
象

期
間

は
平

成
2
9
年

度
（

平
成

2
9
年

４
月

１
日

～
平

成
3
0
年

３
月

3
1
日

）
の

１
年

間
で

す
。

３
．

本
調

査
は

事
業

所
単

位
で

行
い

ま
す

の
で

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
に

関
し

て
以

下
の

質
問

に
お

答
え

下
さ

い
。

そ
の

た
め

、
貴

事
業

所
以

外
に

関
連

施
設

等
が

あ
っ

て
も

、
そ

れ
は

調
査

の
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

４
．

調
査

票
（

そ
の

２
）

に
貴

事
業

所
か

ら
発

生
す

る
産

業
廃

棄
物

の
状

況
に

つ
い

て
、

調
査

票
（

そ
の

３
）

に
貴

事
業

所
か

ら
発

生
す

る
事

業
系

一
般

廃
棄

物
の

状
況

に
つ

い
て

、
記

入
し

て
下

さ
い

。

併
せ

て
調

査
票

(そ
の

４
)「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

下
さ

い
。

5
．

廃
棄

物
等

が
調

査
の

対
象

期
間

中
に

何
も

発
生

し
な

か
っ

た
場

合
は

、
本

調
査

票
（

そ
の

１
）

の
「

事
業

所
の

概
要

」
欄

と

（
そ

の
４

）
「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

の
上

、
ご

返
送

下
さ

い
。

事 業 所 の 概

事 業 内 容 ・ 診 療 科 目

医
療
機
関
等

群
⾺
県
統
計
登
録

第
３
０
－
１
号

※
調
査
票
の
電
子
デ
ー
タ
は
、

ht
tp
:/
/w

w
w
.je
sc
.o
r.j
p/
w
or
k/
ta
bi
d/
22
2/
De

fa
ul
t.a

sp
x

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
調

査
票

の
回

答
デ
ー
タ
は

、
電

子
メ
ー
ル

で
提

出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

電
子
メ
ー
ル
：
hi
k‐
r@

je
sc
.o
r.j
p

件
名
に
は
｢群

馬
県
実
態
調
査
｣と

明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

人
床

－
1
－

　
２
．
発
生
し
な
か
っ
た
。

平
成

2
9
年

度
の

１
年

間
に

廃
棄

物
等

は
発

生
し

ま
し

た
か

。
該

当
す

る
番

号
に

○
を

付
け

て
下

さ
い

。

　
１
．
発
生
し
た
。

貴
事

業
所

の
従

業
者

数
（

パ
ー

ト
等

の
臨

時
職

員
及

び
役

員
等

を
含

む
）

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

従
業
者
数

(
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

現
在

)
病
床
数

(
平

成
3
0
年

3
月

3
1
日

現
在

)

医
療

機
関

に
お

い
て

は
病

床
数

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

概 要

貴
事

業
所

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
を

事
業

所
内

で
焼

却

し
て

い
ま

す
か

。
該

当
す

る
番

号
に

○
を

つ
け

て
下

さ
い

。

１
．
焼
却
し
て
い
る

０
．
焼
却
し
て
い
な
い

上
記

の
事

業
所

の
概

要
に

記
入

の
後

、
（

そ
の

４
）

「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
の

上
、

ご
返

送
下

さ
い

。

調
査

票
（

そ
の

２
）

「
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

」
、

（
そ

の
３

）
「

事
業

系
一

般
廃

棄

物
に

関
す

る
事

項
」

、
（

そ
の

４
）

「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
に

つ
い

て
ご

回

答
下

さ
い

。
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（
平

成
2
9
年

度
実

績
）
【
そ
の

２
】

形
式

４

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
⑧

処
理

・
処

分
先

又
は

F
2

行 番
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
再

生
利

用
先

の
所

在
地

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

1
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

記
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

3
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

4
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

入
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

6
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

7
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

⑨
方

法
番

号
⑩

処
理

後
の

処
分

方
法

⑪
資

源
化

用
途

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法

区
分

②
分

類
番

号
③

年
間

発
生

量
④

方
法

番
号

⑤
中

間
処

理
後

量

●
別

紙
「
調

査
票

の
記

入
要

領
・
記

入
例

」
、
「
廃

棄
物

等
分

類
表

」
を
参

考
に
記

入
し
て
下

さ
い
。

●
自

社
で
発

生
し
た
副

産
物

（
産

業
廃

棄
物

、
有

償
・
無

償
引

渡
物

）
全

て
が

対
象

と
な
り
ま
す
。
再

生
利

用
、
売

却
を
し
て
い
る
場

合
も
記

入
し
て
下

さ
い
。

自
社

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の

発
生

量
自

社
で

の
中

間
処

理
自

社
処

分
・

自
社

再
利

用
、

委
託

処
理

委
託

中
間

処
理

自
社

・
委

託
で

の
資

源
化

＜
産

業
廃

棄
物

に
関

す
る

事
項

＞

⑨
委

託
中

間
処

理
の

方
法

⑥
の

「
処

理
・

処
分

の
方

法
」

で
「
U
1
｣と

回
答

さ
れ

た
場

合
（

中

間
処

理
を

委
託

）
は

、
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

内
容

に
該

当
す

る
処

理
方

法
の

番
号

を
下

欄
の

「
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑩
委

託
中

間
処

理
後

の
再

生
利

用
・

処
分

の
方

法
委

託
先

で
中

間
処

理
さ

れ
た

後
の

廃
棄

物
の

処
理

方
法

に
該

当
す

る
番

号
を

下
記

か
ら

選
ん

で
、

そ
の

記
号

を
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

１
．

再
生

利
用

・
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

｡

２
．

埋
立

処
分

し
て

い
る

。

①
事

業
所

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
の
名
称

貴
事

業
所

で
日

常
使

用
し

て
い

る
名

称
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

（
別

紙
「
廃
棄
物
等

分
類
表
」
に

示
し

た
具

体
例

を
参

照
）

②
廃

棄
物

の
分

類
番

号
別

紙
「
廃
棄
物
等
分
類
表
」
を

み
て

該
当

す
る

４
ケ

タ
の

番
号

を
記

入
し

て
下

さ
い

。

③
年

間
の

発
生

量
（

中
間

処
理

す
る
前
の
量
）

各
行

ご
と

に
１

年
間

の
発

生
量

を
、

焼
却

や
脱

水
な

ど
の

中
間

処
理

を
す

る
前

の
量

で
記

入
し

て
下

さ
い

。
な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

④
自

社
で

の
中

間
処

理
方

法
自

社
で

中
間

処
理

さ
れ

た
場

合
は

、
該

当
す

る
処

理
方

法
の

記
号

を
下

欄
の

「
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
」

か
ら

選
ん

で
、

中
間

処
理

の
過

程
順

に
記

入
し

て
下

さ
い

。

⑤
中

間
処

理
後

の
量

中
間

処
理

後
の

残
さ

量
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

な

お
、

単
位

は
該

当
す

る
も

の
を

選
び

、
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法
発

生
（

自
社

で
中

間
処

理
し

た
場

合
は

、
中

間
処

理
後

の
廃

棄

物
）

し
た

廃
棄

物
の

処
理

・
処

分
方

法
を

下
欄

の
「

処
理

・
処

分

方
法

コ
ー

ド
表

」
か

ら
選

ん
で

、
そ

の
記

号
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑦
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
名

称
処

理
・

処
分

（
⑥

に
該

当
す

る
）

等
を

行
っ

た
先

の
名

称
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
再

生
利

用
先

の
所

在
地

処
理

・
処

分
（

⑦
に

該
当

す
る

）
等

を
行

っ
た

処
理

・
処

分
施

設
の

あ
る

所
在

地
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

⑪
資

源
化

の
用

途
⑥

の
「

処
理

・
処

分
の

方
法

」
で

｢V
1
,V
2
,W
1
,X
1
,R
6
｣又

は
前

問
⑩

で
「
１
」
と

回
答

さ
れ

た
場

合
、

下
欄

の
｢
資

源
化

用

途
コ

ー
ド

表
｣
か

ら
該

当
す

る
番

号
を

記

入
し

て
下

さ
い

。

欄
8

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

9
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
1

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
2

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
3

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
4

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

1
5

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏

 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
都

道
　

　
　

 
　

 
 
 
 
 
 
市

町
府

県
　

　
 
 
　

 
 
 
　

 
 
村

1
・

2

※
1
5
行

以
上

の
記

入
欄

が
必

要
な

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
用

紙
を

コ
ピ

ー
す

る
か

、
（

一
財

）
日

本
環

境
衛

生
セ

ン
タ

ー
ま

で
追

加
用

紙
を

ご
請

求
下

さ
い

。
　

h
tt
p
:/
/w

w
w

.je
s
c
.o

r.
jp

/w
o
rk

/
ta

b
id

/
2
2
2
/
D
e
fa

u
lt
.a

s
p
x
　

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

も
で

き
ま

す
。

※
調

査
票

の
回

答
デ

ー
タ

は
、

電
子

メ
ー

ル
で

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

　
電

子
メ

ー
ル

：
h
ik
-
r@

je
s
c
.o

r.
jp

　
※

件
名

に
は

｢
群

馬
県

実
態

調
査

｣
と

明
記

し
て

く
だ

さ
い

。

⑥
処
理
・
処
分
方
法
コ
ー
ド
表

＜
自
己
処
理
＞

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

１
０

：
鉄

鋼
原

料

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料

３
０

：
燃

料

３
１

：
木

炭

４
１

：
飼

料

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

４
３

：
土

壌
改

良
材

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤

９
２

：
中

和
剤

９
３

：
高

炉
還

元
剤

・

コ
ー

ク
ス

炉
化

学
原

料

９
８

：
そ

の
他

具
体

的
に

＜
市
町
村
・
一
部
事
務
組
合
へ
委
託
処
理

（
ご
み
収
集
を
含
む
）
＞

Ｒ
１

：
市

町
村

等
が

設
置

す
る

一
般

廃
棄

物
処

分
場

で
埋

立
し

た
。

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

（
ご

み
収

集
を

含
む

）

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

＜
そ
の
他
＞

Ｚ
９

：
そ

の
他

10
～
93

に
該

当
す
る
も
の

が
な
い
場

合
、

⑪
の

枠
中

に
具

体
的

な
用

途
を
直

接
記

入
し
て
下

さ
い
。

⑨
委

託
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

Ａ
：

焼
却

Ｂ
：

脱
水

Ｃ
：

天
日

乾
燥

Ｄ
：

機
械

乾
燥

Ｅ
：

油
水

分
離

Ｆ
：

中
和

Ｇ
：

破
砕

Ｈ
：

分
級

Ｉ
：

圧
縮

Ｊ
：

溶
融

Ｋ
：

切
断

Ｌ
：

焼
成

(ｾ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
原

材
料

)

Ｍ
：

堆
肥

化
(発

酵
)

Ｎ
：

銀
回

収

Ｏ
：

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
固

型
化

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

Ｑ
：

煮
沸

Ｒ
：

ｵ
ｰ
ﾄ
ｸ
ﾚ
ｰ
ﾌ
ﾞ

Ｓ
：

薬
物

消
毒

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

Ｖ
：

濃
縮

Ｗ
：

油
化

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合

Ｙ
：

分
別

・
選

別

Ｚ
：

そ
の

他

具
体

的
に

具
体

的
に

＜
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
等
へ
委
託
処
理
＞

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
し

た
。

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
再

生
処

理
を

し
た

。

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（平
成

29
年

度
実

績
)【

そ
の

３
】 

＜
事

業
系

一
般

廃
棄

物
に

関
す

る
事

項
＞

 

１
．
本
ペ
ー
ジ
は
、
以
下
の
表
に
記
載
し
て
あ
る
事
業
系
一
般
廃
棄
物
（
事
業
活
動
に
伴
う
ご
み
）
が
対
象
で
す
。
産
業
廃
棄
物
は
対

象
外
で
す
。

２
．
貴
事
業
所
で
排
出
し
た
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
１
か
月
の
平
均
的
な
量

(平
成

29
年
度
の
１
年
間
が
対
象

)に
つ
い
て
、
ご
み
の
種

類
別
に
下
表
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

廃
棄
物
の
量
は
、
実
測
又
は
下
の
換
算
比
重
の
表
を
参
考
に
、
で
き
る
だ
け
Ａ
の
重
量

(k
g/
月

)に
よ
る
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
が
、 

記
入
が
困
難
な
場
合
に
は
、
Ｂ
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
但
し
、
Ａ
、
Ｂ
ど
ち
ら
か
一
方
の
欄
の
み
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
ま
た
、ご

み
の
種
類
毎
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、下

記
の
＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞
か
ら
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
種
類

 
排
出
量

 
Ａ
、
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
書
き
や
す
い
方
に

 
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

処
理
方
法

 
下
記
処
理
方
法
か

ら
１
つ
選
ん
で
該

当
記
号
を
記
入

 
Ａ

 
Ｂ

 

紙
類

 

新
聞

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

雑
誌

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

段
ボ
ー
ル

 
kg

/月
 

枚
/月

 

O
A
用
紙

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

紙
パ
ッ
ク

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
の
紙
類

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

プ
ラ
ス
チ

 
ッ
ク
類

 
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
外
（
食
品
ト
レ
イ
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

生
ご
み
（
調
理
く
ず
・
厨
芥
・
残
飯
等
食
品
残
さ
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

金
属
類
（
飲
料
の
空
き
缶
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ガ
ラ
ス
類
（
飲
料
の
空
き
び
ん
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

繊
維
く
ず
（
作
業
着
な
ど
の
衣
類
、
畳
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

木
く
ず
（
剪
定
枝
、
竹
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

未
分
別
の
も
の
（
可
燃
物
、
ご
み
箱
の
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
（
粗
大
ご
み
、
不
燃
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

※
同
じ
種
類
の
ご
み
で
処
理
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
以
下
の
欄
に
別
け
て

記
入
し
て
下
さ
い

 
（
種
類
：
 
 
 

 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

（
種
類
：
 

 
 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月

＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞

○
市
町
村
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ａ
．
市
町
村
の
ご
み
収
集
に
出
し
て
い
る
。

Ｂ
．
自
社
で
市
町
村
の
施
設
に
搬
入
し
て
い
る
。

Ｃ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
市
町
村
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

○
民
間
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ｄ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
民
間
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

Ｅ
．
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
に
委
託
し
て
い
る
、
無
料
で
引
き
渡
し
て
い
る
、
売
却
し
て
い
る
。

○
上
記
以
外
の
処
理

Ｆ
．
納
入
業
者
に
返
却
し
て
い
る

Ｇ
．
自
社
で
処
理
（
焼
却
等
）
し
て
い
る
。

Ｈ
．
自
治
会
等
の
集
団
回
収
に
出
し
て
い
る
。

Ｉ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

 
）

参
考
：
換
算
比
重

紙
類

 

○
新
聞
紙
購
読
 
 

 1
0k

g/
月

 
○
雑
誌
 
 
 

  
0.

5k
g/
冊

 
○
段
ボ
ー
ル
（

42
×

35
×

28
㎝
）
 
 

 0
.7

kg
/枚

 
○

O
A
用
紙
（

A
4 

2,
50

0
枚
）

  
10

kg
 

金
属

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

35
0m

l）
 

  
0.

06
kg

/本
 

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

20
0m

l）
 
 

0.
03

kg
/本

 
○
飲
料
用
ア
ル
ミ
缶
（

35
0m

l）
 

0.
02

kg
/本

 

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク
類

○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

(2
L

) 
 
 
 

 0
.1

kg
/本

 
○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 (
50

0ｍ
l) 
 

0.
03

kg
/本

 
○
食
品
ト
レ
イ
（

25
×

10
㎝
）
 
 

 0
.0

05
kg

/枚
 

空
き
び
ん

○
ビ
ー
ル
び
ん
（
大
）
 

 0
.5

kg
/本

 
○
一
升
び
ん
 

 1
kg

/本
 

生
ご
み

○
45

㍑
袋

 2
0k

g/
袋

 

－
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

【そ
の

４
】 

＜
意
識
・
取
り
組
み
に
関
す
る
事
項
＞

１
．
廃
棄
物
の
排
出
、
処
理
処
分
等
の
将
来
見
込
み
に
つ
い
て
 

貴
事
業
所
で
は
、
廃
棄
物
の
排
出
量
や
再
生
利
用
量
等
が
将
来
ど
の
よ
う
に
増
減
す
る
と
お
考
え
で
す
か
。
平
成

29
年
度
を

10
0

と
し
て
、
平
成

35
年
度
と
平
成

39
年
度
の
将
来
見
通
し
（
方
向
性
）
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

例
：
排
出
量
や
最
終
処
分
量
を

1
割
程
度
抑
制
で
き
る
場
合
 
→
「

90
」
と
記
入

 
例
：
再
生
利
用
量
を

5%
程
度
増
加
で
き
る
場
合

 →
「

10
5」

と
記
入

 
例
：
平
成

29
年
度
と
変
わ
ら
な
い
場
合

 →
「

10
0」

と
記
入

 

平
成

29
年
度

 
平
成

35
年
度

 
平
成

39
年
度

 

排
出
量

10
0

再
生
利
用
量
（
リ
サ
イ
ク
ル
）

10
0

最
終
処
分
量
（
埋
立
）

10
0

２
．
廃
棄
物
の
委
託
処
理
状
況
に
つ
い
て
 

（
１
）
不
適
正
処
理
防
止
の
取
り
組
み
 

廃
棄
物
を
委
託
処
理
し
て
い
る
事
業
所
の
方
に
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
事
業
所
で
は
、
委
託
し
た
廃
棄
物
が
不
適
正
処
理
さ
れ
る

の
を
防
止
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答

可
）。 （
 
）
１
．
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
証
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
２
．
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
３
．
会
社
情
報
を
検
討
し
、
優
良
な
処
理
業
者
に
委
託
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
４
．
他
企
業
と
処
理
業
者
に
関
す
る
情
報
交
換
を
し
て
い
る
。

（
 
）
５
．
処
理
料
金
が
相
場
よ
り
安
す
ぎ
る
処
理
業
者
に
は
委
託
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
６
．
処
理
業
者
に
施
設
の
管
理
記
録
、
経
理
状
況
、
取
引
実
績
な
ど
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
７
．
処
理
業
者
に
中
間
処
理
後
の
廃
棄
物
の
行
き
先
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
８
．
処
理
業
者
の
施
設
を
現
地
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
９
．
特
に
何
も
し
て
い
な
い
。

（
 
）

10
．
そ
の
他
（

）
 

（
２
）
廃
棄
物
処
理
業
者
の
選
定
基
準
 

貴
事
業
所
が
廃
棄
物
処
理
業
者
を
選
定
す
る
際
に
考
慮
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
処
理
料
金
 

（
 
）
２
．
受
入
条
件

(廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
量
、
分
別
基
準
等

) 
（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
組
状
況
 

（
 
）
４
．
処
理
業
者

(適
正
処
理

)の
信
頼
性

 
（
 
）
５
．
系
列
企
業
、
取
引
実
績
 
 

（
 
）
６
．
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
優
良
性
評
価
制
度

（
 
）
７
．
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
へ
の
加
入
 
（
 
）
８
．
業
界
団
体
へ
の
加
盟
状
況

（
 
）
９
．
そ
の
他

(
) 
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３
．
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
 

（
１
）
廃
棄
物
処
理
の
現
状
に
つ
い
て

現
在
、
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回

答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
量
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
２
．
処
理
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
割
合
が
減
少
し
て
い
る

（
 
）
４
．
処
理
委
託
す
る
ル
ー
ト

(特
に
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト

)に
関
す
る
情
報
が
少
な
い

 
（
 
）
５
．
課
題
は
特
に
な
い

（
 
）
６
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
２
）
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
等
に
対
し
て
、
ど
の
様
な
取
り
組
み
が
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
の
様
な
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
Ⅰ
の
中
か
ら
該
当
す
る
欄
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
貴
事
業
所
の
事
業
活
動
に
当
て
は
ま
ら
な

い
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
空
欄
に
し
て
く
だ
さ
い
）。

取
り
組
み

Ⅰ
Ⅱ

 
Ⅲ

Ⅳ

重
要
だ
と
思

う
も
の
に
○

実
施
し
て
い

る
も
の
に
○

実
施
の
効
果

実
施
し
て
い

る
理
由

実
施
し
て
い

な
い
理
由

１
．
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
考
慮
し
た
廃
棄
物
の
分
別
・
選
別
の

徹
底

２
．
排
出
抑
制
の
た
め
の
製
造
工
程
の
変
更
や
原
材
料
等
の
見
直
し

３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
し
や
す
さ
を
考
慮
し
た
製
品
等
の
設
計
・
製
造

４
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
普
及
啓
発

５
．
再
生
品
、
再
生
資
源

(原
料

)の
利
用
の
促
進

 

６
．
廃
棄
物
排
出
削
減
の
た
め
の
工
程
内
発
生
廃
棄
物
の
有
効
利
用
の

促
進

７
．
他
産
業
又
は
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
再
生
資
源
の
受
入
・
供
給
に
よ

る
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

８
．
包
装
材
・
梱
包
材
の
使
用
量
の
削
減

９
．

IS
O

14
00

1又
は
独
自
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

 

10
．
グ
リ
ー
ン
調
達

(環
境
に
配
慮
し
た
物
品
の
優
先
的
選
択

)の
実
践

 

11
．
自
社
の
廃
棄
物
の
削
減
や
資
源
化
に
関
す
る
目
標
の
設
定

 

12
．
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
専
任
部
署

(専
任
職
員

)の
設
置
な
ど
体
制

の
強
化

13
．
社
員
向
け
に
、
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
学
習
会
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
な

ど
の
開
催

14
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

－
7－

 

（
３
）
取
り
組
み
の
効
果
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
実
施
し
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が

あ
り
ま
し
た
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅱ

 実
施
の
効
果
」
欄
に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

Ａ
．
自
社
で
の
廃
棄
物
の
排
出
量
が
低
減
し
た
。

Ｂ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
再
利
用
・
再
生
利
用
が
進
ん
だ
。

Ｃ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
最
終
処
分
量
が
低
減
し
た
（
中
間
処
理
に
よ
る
減
量
化
が
進
ん
だ
）。

Ｄ
．
納
入
先
に
お
い
て
自
社
製
品
の
廃
棄
物
化
回
避
が
進
ん
だ
。

Ｅ
．
納
入
先
か
ら
の
使
用
済
品
や
包
装
材
等
の
回
収
ル
ー
ト
が
確
立
で
き
た
。

Ｆ
．
廃
棄
物
の
処
理
費
用
を
削
減
で
き
た
。

Ｇ
．
自
社
の
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
社
会
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
有
利
に
作
用
し
た
（
環
境
に
配
慮
し
た
製
品

の
開
発
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
効
果
や
売
上
の
向
上
な
ど
）。

Ｈ
．
従
業
員
等
の
法
令
知
識
の
取
得
や
意
識
の
向
上
に
効
果
が
あ
っ
た
。

Ｉ
．
効
果
が
無
か
っ
た
。

Ｊ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

（
４
）
取
り
組
み
を
実
施
し
た
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
た
の
は
、
ど
の
よ

う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅲ

 実
施
し
て
い
る
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
主
た

る
理
由
を
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
）。

ア
．
取
引
先
か
ら
の
要
請
 
 

イ
．
消
費
者
か
ら
の
要
望

ウ
．
行
政
か
ら
の
指
導
 
 

エ
．
自
発
的
に
実
施

オ
．
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
 

カ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

（
５
）
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
の
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅳ

 実
施
し
て
い
な
い
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ

い
（
複
数
回
答
可
）。

１
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
・
素
材
等
の
需
要
が
な
い
。

２
．
技
術
が
確
立
し
て
い
な
い
。

３
．
施
設
又
は
取
引
で
き
る
業
者
が
近
く
に
な
い
。

４
．
経
費
が
か
か
る
。

５
．
情
報
（
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
、
技
術
開
発
等
）
が
な
い
。

６
．
人
材
の
余
裕
が
な
い
。

７
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

４
．
大
規
模
災
害
発
生
時
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
に
つ
い
て
 

大
規
模
災
害
（
地
震
、
水
害
等
）
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
群

馬
県
に
お
い
て
も
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
災
害
廃
棄
物
処
理
を
迅
速
か
つ
適
切
に
進
め
る
た
め
、
平
成

29
年

3
月
に
群
馬
県
災

害
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、
事
業
所
自
体
が
被
災
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
貴
事
業
所
で
は
、
大
規
模
災
害
に
よ
り
事
業

所
に
損
害
が
発
生
し
た
際
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
（
危

険
物
の
流
出
防
止
措
置
等
）
に
関
す
る
定
め
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
に
１
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

（
※
BC
P
と
は
、
企
業
な
ど
の
組
織
が
災
害
等
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
事
業
の
早
期
復
旧
・
継
続
を
可
能
と
す
る
た
め
の
計

画
で
す
）
 

（
 
）
１
 
BC
P
を
作
成
し
て
お
り
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
 

（
 
）
２
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
る
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
３
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
な
い
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
る
 

（
 
）
４
 
BC
P
は
作
成
し
て
お
ら
ず
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
５
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

 
）
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－
8－

 

５
．
行
政
へ
の
要
望
・
施
策
へ
の
意
見
に
つ
い
て
 

（
１
）
行
政
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
行
政
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
支
援
す
べ
き
こ
と
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す
る

項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
事
業
者
責
任
の
徹
底
を
図
る
た
め
の
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
２
．
不
適
正
処
理
、
不
法
投
棄
に
対
す
る
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
３
．
処
理
業
者
に
関
す
る
、
評
価
や
行
政
処
分
等
の
情
報
公
開

（
 
）
４
．
県
や
市
が
関
与
す
る
、
公
共
の
処
理
施
設
の
整
備
促
進

（
 
）
５
．
廃
棄
物
の
減
量
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
開
発
・
施
設
整
備
へ
の
補
助
・
融
資
制
度
の
拡
充

（
 
）
６
．
排
出
事
業
者
に
対
す
る
適
正
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
、
講
習
会
や
研
修
会
の
拡
充

（
 
）
７
．
県
民
に
対
す
る
適
正
処
理
、
循
環
型
社
会
に
関
す
る
啓
発
活
動

（
 
）
８
．
廃
棄
物
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
仕
組
み
づ
く
り

（
 
）
９
．
効
果
的
な
ご
み
減
量
や
分
別
排
出
を
展
開
し
て
い
る
企
業
な
ど
の
事
例
紹
介

（
 
）

10
．
市
町
村
処
理
施
設
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
受
入

 
（
 
）

11
．
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
の
振
興

 
（
 
）

12
．
優
良
な
廃
棄
物
処
理
業
者
の
支
援
と
育
成

 
（
 
）

13
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

（
２
）
処
理
業
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
処
理
業
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄

で
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
廃
棄
物
処
理
法
等
関
係
法
令
の
理
解
と
順
守

（
 
）
２
．
適
正
処
理
の
推
進

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

（
 
）
４
．
技
術
・
知
識
・
資
質
の
向
上

（
 
）
５
．
情
報
公
開
の
推
進

（
 
）
６
．
処
理
料
金
の
見
直
し

（
 
）
７
．
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
処
理
の
推
進

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
３
）
消
費
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
消
費
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
消
費
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す

る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
や
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
の
実
践
な
ど
、
ご
み
が
出
な
い
生
活
様
式
へ
の
転
換

（
 
）
２
．
徹
底
し
た
ご
み
の
分
別

（
 
）
３
．
簡
易
包
装
や
詰
め
替
え
製
品
へ
の
理
解
と
購
入

（
 
）
４
．
環
境
配
慮
製
品
は
価
格
が
割
高
に
な
る
こ
と
へ
の
理
解

（
 
）
５
．
｢ご

み
の
出
に
く
さ
・
修
理
し
や
す
さ
｣か

ら
製
品
を
選
択
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と

（
 
）
６
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
や
再
生
製
品
の
購
入

（
 
）
７
．
産
業
廃
棄
物
へ
の
理
解

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）
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廃
棄

物
実

態
調

査
票

（平
成

29
年

度
実

績
）【

そ
の

１
】 

事 業 所 の 概 要

事
業
所
名

所
在
地

記
入
者
名

(部
課
、
氏
名

)  
記
入
年
月
日

電
話
番
号

従
業
者
数

(
)人

 

調
 
査
 
票
 
番
 
号
 

群
馬

県
統

計
登

録
 

第
３

０
－

１
号

 

形
式

５
 

１
．

本
調

査
の

対
象

期
間

は
平

成
2

9
年

度
（

平
成

2
9

年
４

月
１

日
～

平
成

3
0

年
３

月
3

1
日

）
の

１
年

間
で

す
。

 

２
．

本
調

査
は

事
業

所
単

位
で

行
い

ま
す

の
で

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
に

関
し

て
以

下
の

質
問

に
お

答
え

下
さ

い
。

そ
の

 

た
め

、
貴

事
業

所
以

外
に

貴
社

の
本

社
（

店
）、

支
社

（
店

）、
工

場
等

が
あ

っ
て

も
そ

れ
は

調
査

の
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

 

３
．

調
査

票
（

そ
の

２
）

は
、

表
に

記
載

し
て

あ
る

事
業

系
一

般
廃

棄
物

（
事

業
活

動
に

伴
う

ご
み

）
が

対
象

で
す

。
産

業
廃

棄
物

は
対

象
外

で
す

。
事

業
所

で
排

出
し

た
事

業
系

一
般

廃
棄

物
の

１
か

月
の

平
均

的
な

量
(平

成
2

9
年

度
の

１
年

間
が

対
象

)に
つ

い
て

、
ご

み
の

種
類

別
に

表
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

４
．

併
せ

て
調

査
票

(そ
の

３
)「

意
識

・
取

り
組

み
に

関
す

る
事

項
」

を
ご

回
答

下
さ

い
。

 

５
．

廃
棄

物
が

調
査

の
対

象
期

間
中

に
何

も
発

生
し

な
か

っ
た

場
合

は
、

本
調

査
票

（
そ

の
１

）
の

「
事

業
所

の
概

要
」

欄
と

（
そ

の
３

）

「
意

識
・

取
り

組
み

に
関

す
る

事
項

」
を

ご
回

答
の

上
、

ご
返

送
下

さ
い

。
 

※
役
員
や
パ
ー
ト
等
臨
時
の

 
従
業
員
も
含
む

※
15

行
以
上
の
記
入
欄
が
必
要
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
紙
を
コ
ピ
ー
す
る
か
、

  
（
一
財
）
日
本
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
ま
で
追
加
用
紙
を
ご
請
求
下
さ
い
。

ht
tp

://
w

w
w

.je
sc

.o
r.j

p/
w

or
k/

ta
bi

d/
22

2/
D

ef
au

lt.
as

px
 
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

  

※
電
子
デ
ー
タ
で
回
答
さ
れ
た
調
査
票
は
、
下
記
の
ア
ド
レ
ス
に
直
接
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

電
子
メ
ー
ル
：

hi
k-

r@
je

sc
.o

r.j
p 

 
件
名
に
は
｢群

馬
県
実
態
調
査
｣と

明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

 

★
下
記
の
ご
み
は
本
調
査
で
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、
調
査
票
【
そ
の
３
】
へ
の
記
入
は
不
用
で
す
。

○
飲
料
の
自
販
機
か
ら
発
生
す
る
空
き
缶
・
空
き
び
ん
で
、
飲
料
の
納
入
業
者
が
回
収
し
て
い
る
も
の

○
宿
泊
業
や
飲
食
業
の
施
設
か
ら
発
生
す
る
空
き
缶
・
空
き
び
ん
で
、
納
入
業
者
が
回
収
し
て
い
る
も
の
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－
2－

 

廃
棄

物
実

態
調

査
票

（平
成

29
年

度
実

績
）【

そ
の

２
】 

廃
棄
物
の
量
は
、
実
測
又
は
右
の
換
算
比
重
の
表
を
参
考
に
、
で
き
る
だ
け
Ａ
の
重
量

(k
g/
月

)に
よ
る
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
が
、

 
記
入
が
困
難
な
場
合
に
は
、
Ｂ
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
但
し
、
Ａ
、
Ｂ
ど
ち
ら
か
一
方
の
欄
の
み
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ご
み
の
種
類
毎
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
、
右
記
の
＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞
か
ら
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
種
類

 

排
出
量

 

Ａ
、
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
書
き
や
す
い
方
に

 
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

処
理
方
法

 

右
記
処
理
方
法
か

ら
１
つ
選
ん
で
該

当
記
号
を
記
入

 
Ａ

 
Ｂ

 

紙
類

 

新
聞

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

雑
誌

 
kg

/月
 

購
読
紙
数

/月
 

段
ボ
ー
ル

 
kg

/月
 

枚
/月

 

O
A
用
紙

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

紙
パ
ッ
ク

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
の
紙
類

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

プ
ラ
ス
チ

 
ッ
ク
類

 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
以
外
（
食
品
ト
レ
イ
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

生
ご
み
（
調
理
く
ず
・
厨
芥
・
残
飯
等
食
品
残
さ
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

金
属
類
（
飲
料
の
空
き
缶
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

ガ
ラ
ス
類
（
飲
料
の
空
き
び
ん
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

繊
維
く
ず
（
作
業
着
な
ど
の
衣
類
、
畳
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

木
く
ず
（
剪
定
枝
、
竹
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

未
分
別
の
も
の
（
可
燃
物
、
ご
み
箱
の
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

そ
の
他
（
粗
大
ご
み
、
不
燃
ご
み
等
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

※
同
じ
種
類
の
ご
み
で
処
理
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
以
下
の
欄
に
別

け
て
記
入
し
て
下
さ
い

 

（
種
類
：
 

 
 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

（
種
類
：
 

 
）

 
kg

/月
 

45
㍑
袋

/月
 

－
3－

 

＜
ご
み
処
理
方
法
コ
ー
ド
表
＞

○
市
町
村
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ａ
．
市
町
村
の
ご
み
収
集
に
出
し
て
い
る
。

Ｂ
．
自
社
で
市
町
村
の
施
設
に
搬
入
し
て
い
る
。

Ｃ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
市
町
村
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

○
民
間
の
ご
み
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
場
合

Ｄ
．
ご
み
処
理
業
者
（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
）
に
運
搬
を
委
託
し
、
民
間
の
処
理
施
設
で
処
理
し
て
い
る
。

Ｅ
．
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
に
委
託
し
て
い
る
、
無
料
で
引
き
渡
し
て
い
る
、
売
却
し
て
い
る
。

○
上
記
以
外
の
処
理

Ｆ
．
納
入
業
者
に
返
却
し
て
い
る

Ｇ
．
自
社
で
処
理
（
焼
却
等
）
し
て
い
る
。

Ｈ
．
自
治
会
等
の
集
団
回
収
に
出
し
て
い
る
。

Ｉ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

 
 
 
）

参
考
：
換
算
比
重

紙
類

○
新
聞
紙
購
読

10
kg

/月
 

○
雑
誌

0.
5k

g/
冊

 

○
段
ボ
ー
ル
（

42
×

35
×

28
㎝
）

0.
7k

g/
枚

 

○
O

A
用
紙
（

A
4 

2,
50

0
枚
）

10
kg

 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

(2
L

)
0.

1k
g/
本

 

○
飲
料
用
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

 (
50

0ｍ
l) 

0.
03

kg
/本

 

○
食
品
ト
レ
イ
（

25
×

10
㎝
）

0.
00

5k
g/
枚

 

生
ご
み

○
45

㍑
袋

20
kg

/袋
 

金
属

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

35
0m

l）
0.

06
kg

/本
 

○
飲
料
用
ス
チ
ー
ル
缶
（

20
0m

l）
0.

03
kg

/本
 

○
飲
料
用
ア
ル
ミ
缶
（

35
0m

l）
0.

02
kg

/本
 

空
き
び
ん

○
ビ
ー
ル
び
ん
（
大
）

0.
5k

g/
本

 

○
一
升
び
ん

1k
g/
本
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廃
棄
物
実
態
調
査
票
【
そ
の
３
】
 
 
 

＜
意
識
・
取
り
組
み
に
関
す
る
事
項
＞

１
．
廃
棄
物
の
排
出
、
処
理
処
分
等
の
将
来
見
込
み
に
つ
い
て
 

貴
事
業
所
で
は
、
廃
棄
物
の
排
出
量
や
再
生
利
用
量
等
が
将
来
ど
の
よ
う
に
増
減
す
る
と
お
考
え
で
す
か
。
平
成

29
年
度
を

10
0

と
し
て
、
平
成

35
年
度
と
平
成

39
年
度
の
将
来
見
通
し
（
方
向
性
）
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 

例
：
排
出
量
や
最
終
処
分
量
を

1
割
程
度
抑
制
で
き
る
場
合
 
→
「

90
」
と
記
入

 
例
：
再
生
利
用
量
を

5%
程
度
増
加
で
き
る
場
合

 →
「

10
5」

と
記
入

 
例
：
平
成

29
年
度
と
変
わ
ら
な
い
場
合

 →
「

10
0」

と
記
入

 

平
成

29
年
度

 
平
成

35
年
度

 
平
成

39
年
度

 

排
出
量

10
0

再
生
利
用
量
（
リ
サ
イ
ク
ル
）

10
0

最
終
処
分
量
（
埋
立
）

10
0

２
．
廃
棄
物
の
委
託
処
理
状
況
に
つ
い
て
 

（
１
）
不
適
正
処
理
防
止
の
取
り
組
み
 

廃
棄
物
を
委
託
処
理
し
て
い
る
事
業
所
の
方
に
お
伺
い
し
ま
す
。
貴
事
業
所
で
は
、
委
託
し
た
廃
棄
物
が
不
適
正
処
理
さ
れ
る

の
を
防
止
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答

可
）。 （
 
）
１
．
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
証
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
２
．
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票
を
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
３
．
会
社
情
報
を
検
討
し
、
優
良
な
処
理
業
者
に
委
託
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
４
．
他
企
業
と
処
理
業
者
に
関
す
る
情
報
交
換
を
し
て
い
る
。

（
 
）
５
．
処
理
料
金
が
相
場
よ
り
安
す
ぎ
る
処
理
業
者
に
は
委
託
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

（
 
）
６
．
処
理
業
者
に
施
設
の
管
理
記
録
、
経
理
状
況
、
取
引
実
績
な
ど
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
７
．
処
理
業
者
に
中
間
処
理
後
の
廃
棄
物
の
行
き
先
の
資
料
を
提
出
さ
せ
て
い
る
。

（
 
）
８
．
処
理
業
者
の
施
設
を
現
地
確
認
し
て
い
る
。

（
 
）
９
．
特
に
何
も
し
て
い
な
い
。

（
 
）

10
．
そ
の
他
（

）
 

（
２
）
廃
棄
物
処
理
業
者
の
選
定
基
準
 

貴
事
業
所
が
廃
棄
物
処
理
業
者
を
選
定
す
る
際
に
考
慮
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
処
理
料
金
 

（
 
）
２
．
受
入
条
件

(廃
棄
物
の
種
類
、
受
入
量
、
分
別
基
準
等

) 
（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
組
状
況
 

（
 
）
４
．
処
理
業
者

(適
正
処
理

)の
信
頼
性

 
（
 
）
５
．
系
列
企
業
、
取
引
実
績
 
 

（
 
）
６
．
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
優
良
性
評
価
制
度

（
 
）
７
．
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
へ
の
加
入
 
（
 
）
８
．
業
界
団
体
へ
の
加
盟
状
況

（
 
）
９
．
そ
の
他

(
) 
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３
．
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
 

（
１
）
廃
棄
物
処
理
の
現
状
に
つ
い
て

現
在
、
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回

答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
量
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
２
．
処
理
コ
ス
ト
が
増
加
し
て
い
る

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
割
合
が
減
少
し
て
い
る

（
 
）
４
．
処
理
委
託
す
る
ル
ー
ト

(特
に
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト

)に
関
す
る
情
報
が
少
な
い

 
（
 
）
５
．
課
題
は
特
に
な
い

（
 
）
６
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

（
２
）
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て

廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
リ
サ
イ
ク
ル
等
に
対
し
て
、
ど
の
様
な
取
り
組
み
が
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
ま
た
、
ど
の
様
な
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
か
。
Ⅰ
の
中
か
ら
該
当
す
る
欄
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
貴
事
業
所
の
事
業
活
動
に
当
て
は
ま
ら
な

い
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
空
欄
に
し
て
く
だ
さ
い
）。

取
り
組
み

Ⅰ
Ⅱ

 
Ⅲ

Ⅳ

重
要
だ
と
思

う
も
の
に
○

実
施
し
て
い

る
も
の
に
○

実
施
の
効
果

 
実
施
し
て
い

る
理
由

実
施
し
て
い

な
い
理
由

１
．
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
を
考
慮
し
た
廃
棄
物
の
分
別
・
選
別
の

徹
底

２
．
排
出
抑
制
の
た
め
の
製
造
工
程
の
変
更
や
原
材
料
等
の
見
直
し

３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
し
や
す
さ
を
考
慮
し
た
製
品
等
の
設
計
・
製
造

４
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
普
及
啓
発

５
．
再
生
品
、
再
生
資
源

(原
料

)の
利
用
の
促
進

６
．
廃
棄
物
排
出
削
減
の
た
め
の
工
程
内
発
生
廃
棄
物
の
有
効
利
用
の

促
進

７
．
他
産
業
又
は
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
再
生
資
源
の
受
入
・
供
給
に
よ

る
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

８
．
包
装
材
・
梱
包
材
の
使
用
量
の
削
減

９
．

IS
O

14
00

1又
は
独
自
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

10
．
グ
リ
ー
ン
調
達

(環
境
に
配
慮
し
た
物
品
の
優
先
的
選
択

)の
実
践

11
．
自
社
の
廃
棄
物
の
削
減
や
資
源
化
に
関
す
る
目
標
の
設
定

12
．
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
専
任
部
署

(専
任
職
員

)の
設
置
な
ど
体
制

の
強
化

13
．
社
員
向
け
に
、
ご
み
や
環
境
に
関
す
る
学
習
会
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
な

ど
の
開
催

14
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）
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（
３
）
取
り
組
み
の
効
果
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
実
施
し
た
結
果
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が

あ
り
ま
し
た
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅱ

 実
施
の
効
果
」
欄
に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

Ａ
．
自
社
で
の
廃
棄
物
の
排
出
量
が
低
減
し
た
。

Ｂ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
再
利
用
・
再
生
利
用
が
進
ん
だ
。

Ｃ
．
自
社
で
発
生
す
る
廃
棄
物
の
最
終
処
分
量
が
低
減
し
た
（
中
間
処
理
に
よ
る
減
量
化
が
進
ん
だ
）。

Ｄ
．
納
入
先
に
お
い
て
自
社
製
品
の
廃
棄
物
化
回
避
が
進
ん
だ
。

Ｅ
．
納
入
先
か
ら
の
使
用
済
品
や
包
装
材
等
の
回
収
ル
ー
ト
が
確
立
で
き
た
。

Ｆ
．
廃
棄
物
の
処
理
費
用
を
削
減
で
き
た
。

Ｇ
．
自
社
の
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
社
会
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
有
利
に
作
用
し
た
（
環
境
に
配
慮
し
た
製
品

の
開
発
に
よ
る
Ｐ
Ｒ
効
果
や
売
上
の
向
上
な
ど
）。

Ｈ
．
従
業
員
等
の
法
令
知
識
の
取
得
や
意
識
の
向
上
に
効
果
が
あ
っ
た
。

Ｉ
．
効
果
が
無
か
っ
た
。

Ｊ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

（
４
）
取
り
組
み
を
実
施
し
た
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
る
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
た
の
は
、
ど
の
よ

う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅲ

 実
施
し
て
い
る
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
主
た

る
理
由
を
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
）。

ア
．
取
引
先
か
ら
の
要
請
 
 

イ
．
消
費
者
か
ら
の
要
望

ウ
．
行
政
か
ら
の
指
導
 
 

エ
．
自
発
的
に
実
施

オ
．
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
 

カ
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

（
５
）
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て

（
２
）
で
「
実
施
し
て
い
な
い
」
と
回
答
さ
れ
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
な
い
の
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
で
す
か
。
取
り
組
み
ご
と
に
「
Ⅳ

 実
施
し
て
い
な
い
理
由
｣欄

に
、
下
記
よ
り
記
号
を
選
び
記
入
し
て
く
だ
さ

い
（
複
数
回
答
可
）。

１
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
・
素
材
等
の
需
要
が
な
い
。

２
．
技
術
が
確
立
し
て
い
な
い
。

３
．
施
設
又
は
取
引
で
き
る
業
者
が
近
く
に
な
い
。

４
．
経
費
が
か
か
る
。

５
．
情
報
（
リ
サ
イ
ク
ル
ル
ー
ト
、
技
術
開
発
等
）
が
な
い
。

６
．
人
材
の
余
裕
が
な
い
。

７
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 

）

４
．
大
規
模
災
害
発
生
時
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
に
つ
い
て
 

大
規
模
災
害
（
地
震
、
水
害
等
）
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
群

馬
県
に
お
い
て
も
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
災
害
廃
棄
物
処
理
を
迅
速
か
つ
適
切
に
進
め
る
た
め
、
平
成

29
年

3
月
に
群
馬
県
災

害
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、
事
業
所
自
体
が
被
災
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
、
貴
事
業
所
で
は
、
大
規
模
災
害
に
よ
り
事
業

所
に
損
害
が
発
生
し
た
際
の

BC
P（

事
業
継
続
計
画
）
を
作
成
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
（
危

険
物
の
流
出
防
止
措
置
等
）
に
関
す
る
定
め
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
に
１
つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

（
※
BC
P
と
は
、
企
業
な
ど
の
組
織
が
災
害
等
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
事
業
の
早
期
復
旧
・
継
続
を
可
能
と
す
る
た
め
の
計

画
で
す
）
 

（
 
）
１
 
BC
P
を
作
成
し
て
お
り
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
 

（
 
）
２
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
る
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
３
 
BC
P
を
作
成
し
て
い
な
い
が
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
は
定
め
て
い
る
 

（
 
）
４
 
BC
P
は
作
成
し
て
お
ら
ず
、
災
害
廃
棄
物
に
対
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
な
い
 

（
 
）
５
 
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

 
）
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５
．
行
政
へ
の
要
望
・
施
策
へ
の
意
見
に
つ
い
て
 

（
１
）
行
政
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
行
政
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
支
援
す
べ
き
こ
と
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す
る

項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
排
出
事
業
者
責
任
の
徹
底
を
図
る
た
め
の
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
２
．
不
適
正
処
理
、
不
法
投
棄
に
対
す
る
、
監
視
・
指
導
体
制
の
一
層
の
強
化

（
 
）
３
．
処
理
業
者
に
関
す
る
、
評
価
や
行
政
処
分
等
の
情
報
公
開

（
 
）
４
．
県
や
市
が
関
与
す
る
、
公
共
の
処
理
施
設
の
整
備
促
進

（
 
）
５
．
廃
棄
物
の
減
量
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
開
発
・
施
設
整
備
へ
の
補
助
・
融
資
制
度
の
拡
充

（
 
）
６
．
排
出
事
業
者
に
対
す
る
適
正
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
、
講
習
会
や
研
修
会
の
拡
充

（
 
）
７
．
県
民
に
対
す
る
適
正
処
理
、
循
環
型
社
会
に
関
す
る
啓
発
活
動

（
 
）
８
．
廃
棄
物
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
の
仕
組
み
づ
く
り

（
 
）
９
．
効
果
的
な
ご
み
減
量
や
分
別
排
出
を
展
開
し
て
い
る
企
業
な
ど
の
事
例
紹
介

（
 
）

10
．
市
町
村
処
理
施
設
に
お
け
る
産
業
廃
棄
物
の
受
入

 
（
 
）

11
．
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
の
振
興

 
（
 
）

12
．
優
良
な
廃
棄
物
処
理
業
者
の
支
援
と
育
成

 
（
 
）

13
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：

）

（
２
）
処
理
業
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
処
理
業
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄

で
す
か
。
該
当
す
る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
廃
棄
物
処
理
法
等
関
係
法
令
の
理
解
と
順
守

（
 
）
２
．
適
正
処
理
の
推
進

（
 
）
３
．
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

（
 
）
４
．
技
術
・
知
識
・
資
質
の
向
上

（
 
）
５
．
情
報
公
開
の
推
進

（
 
）
６
．
処
理
料
金
の
見
直
し

（
 
）
７
．
環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
処
理
の
推
進

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）

（
３
）
消
費
者
へ
の
要
望
 

循
環
型
社
会
の
形
成
の
た
め
、
消
費
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
（
消
費
者
へ
の
要
望
）
は
、
ど
の
様
な
事
柄
で
す
か
。
該
当
す

る
項
目
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
（
複
数
回
答
可
）。

（
 
）
１
．
マ
イ
バ
ッ
グ
持
参
や
エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ
の
実
践
な
ど
、
ご
み
が
出
な
い
生
活
様
式
へ
の
転
換

（
 
）
２
．
徹
底
し
た
ご
み
の
分
別

（
 
）
３
．
簡
易
包
装
や
詰
め
替
え
製
品
へ
の
理
解
と
購
入

（
 
）
４
．
環
境
配
慮
製
品
は
価
格
が
割
高
に
な
る
こ
と
へ
の
理
解

（
 
）
５
．
｢ご

み
の
出
に
く
さ
・
修
理
し
や
す
さ
｣か

ら
製
品
を
選
択
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と

（
 
）
６
．
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
や
再
生
製
品
の
購
入

（
 
）
７
．
産
業
廃
棄
物
へ
の
理
解

（
 
）
８
．
そ
の
他
（
具
体
的
に
：
 
 

）
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●

こ
の

調
査

の
対

象
期

間
は

、
平

成
2

9
年

度
（

平
成

2
9

年
4

月
1

日
～

平
成

3
0

年
3

月
3

1
日

）
の

１
年

間
で

す
。

こ
の

期
間

中
の

廃
棄

物
等

の
発

生
と

処
理

・
処

分
の

状
況

を

　
　

質
問

①
～

⑪
ま

で
の

流
れ

に
従

っ
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

　
●

こ
の

調
査

で
は

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
内

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
だ

け
が

記
入

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

　
●

廃
棄

物
が

ど
の

よ
う

に
分

類
さ

れ
て

い
る

か
を

示
す

た
め

に
、

裏
面

に
「

廃
棄

物
等

分
類

表
」

を
掲

げ
て

あ
り

ま
す

の
で

参
考

に
し

て
下

さ
い

。

　
●

発
生

し
た

廃
棄

物
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
の

回
答

欄
に

は
、

「
焼

却
」

､
「

脱
水

」
等

の
処

理
を

行
う

前
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
を

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
自

社
で

焼
却

し
て

い
る

場
合

、
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

焼
却

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｄ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

木
く

ず
、

紙
く

ず
、

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
等

を
焼

却
し

て
い

る
場

合
の

「
③

年
間

発
生

量
」

は
、

焼
却

前
の

量
で

す
。

従
っ

て
「

①
廃

棄
物

等
の

名
称

」
、

「
②

分
類

番
号

」
は

、

　
　

　
　

燃
や

す
前

の
名

称
と

そ
の

分
類

番
号

と
な

り
ま

す
。

な
お

、
焼

却
後

の
灰

の
量

が
「

⑤
中

間
処

理
後

量
」

と
な

り
ま

す
。

　
　

○
自

社
で

脱
水

し
て

い
る

場
合

の
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

脱
水

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｅ

・
Ｆ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

汚
泥

の
発

生
量

は
、

脱
水

、
乾

燥
等

の
中

間
処

理
を

行
う

前
の

量
で

あ
り

、
脱

水
機

等
に

投
入

さ
れ

た
１

年
間

の
量

が
「

③
年

間
発

生
量

」
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

脱
水

前
の

　
　

　
　

重
量

を
把

握
し

て
い

な
い

場
合

は
、

下
記

の
式

よ
り

計
算

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

＜
式

＞
：

（
脱

水
前

の
汚

泥
発

生
量

）
＝

（
脱

水
後

の
汚

泥
量

）
×

（
１

０
０

％
－

脱
水

後
の

含
水

率
％

）
÷

（
１

０
０

％
－

脱
水

前
の

含
水

率
％

）

　
●

た
だ

し
、

以
下

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
中

間
処

理
後

の
も

の
を

発
生

量
と

し
て

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
廃

酸
、

廃
ア

ル
カ

リ
を

公
共

水
域

（
河

川
、

公
共

下
水

道
等

）
へ

放
流

す
る

た
め

に
中

和
処

理
し

た
場

合
。

　
→

　
中

和
処

理
後

の
「

汚
泥

」
を

発
生

量
と

し
ま

す
。

　
　

○
含

油
廃

水
を

油
水

分
離

し
た

場
合

。
　

→
　

油
水

分
離

後
の

「
廃

油
」

と
「

油
で

い
」

等
を

個
別

に
（

そ
れ

ぞ
れ

１
行

ず
つ

を
）

発
生

量
と

し
ま

す
。

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑪
資

源
化

用
途

Ｆ 2
行 番

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

記
1

鉄
板

く
ず

1
2

1
0

2
1

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｗ

1
㈱

□
□

高
崎

市
1

・
2

10

2
機

械
油

0
3

1
1

1
0

8
0

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
×

×
商

店
栃

木
県

宇
都

宮
市

Ｅ
1

・
2

30

3
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
く

ず
0

6
1

0
7

5
0

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
▼

○
㈱

沼
田

市
Ａ

1
・

2

入
4

木
く

ず
0

8
0

1
1

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ａ

5
0

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｓ

1
㈱

×
▼

安
中

市
1

・
2

5
排

水
処

理
汚

泥
0

2
2

1
5

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｂ

Ｄ
1

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
○

○
㈱

埼
玉

県
熊

谷
市

L
1

・
2

90

6
特

定
有

害
汚

泥
0

2
2

9
1

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
△

△
産

業
館

林
市

市
Ｆ

Ｚ
1

・
2

欄
7

排
水

処
理

汚
泥

0
2

2
1

1
0

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｂ

2
5

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｓ

1
㈱

■
○

太
田

市
1

・
2

形
式

１

太
字
の
部
分
が
、
記
入
事
例
箇
所
を
示
し
て
い
ま
す
。
記
入
例
を
参
考
に
し
て
調
査
票
（そ
の
２
）を
記
入
し
て
下
さ
い
。

区
分

②
分

類
番

号
③

年
間

発
生

量
④

方
法

番
号

⑤
中

間
処

理
後

量
⑩

処
理

後
の

処
分

方
法

再
生

利
用

先
の

所
在

地

⑥
処

理
・

処
分

の
方

法

⑦
処

理
・

処
分

先
又

再
生

利
用

先
の

名
称

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は
⑨

方
法

番
号

＜
調
査
票
【
そ
の
２
】
の
記
入
要
領
・
記
入
例
＞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
記
入
対
象
は
、
事
業
活
動
に
よ
っ
て
発
生
す
る
産
業
廃
棄
物
、
有
償
あ
る
い
は
無
償
で
引
渡
し
て
い
る
副
産
物
で
す
。

 
 ●
同
じ
種
類
の
廃
棄
物
で
も
中
間
処
理
方
法
や
処
分
方
法
、
委
託
処
理
先
等
が
異
な
る
場
合
は
、
質
問
①
の
欄
か
ら
行
を
分
け
て
記
入
し

 

 
て
下
さ
い
。

 
 ●
処
理
業
者
へ
処
理
・
処
分
を
委
託
し
て
い
る
場
合
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票
等
を
参
考
に
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
不
明
な
点
は
、
具
体
的

 

 
な
内
容
を
処
理
業
者
に
確
認
し
た
う
え
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

 

記
入
例
：Ａ

 
 ・
鉄
板

の
加

工
の
際
に

鉄
 

 
板
く

ず
が

年
間
２
１

ｔ
 

 
発
生

し
た

。
 

・
こ

れ
は
、

高
崎
市
に

あ
 

 
る

㈱
□
□

に
売
却
し

た
 

・
相
手

先
で

は
鉄
鋼
材

料
 

 
と
し

て
利

用
し
て
い

る
。
 

記
入
例
：
Ｂ
  

 ・
月

平
均
で

一
斗
缶
５

本
ぐ

ら
い

の
 

 
機

械
油
が

発
生
し
た

。
 

・
重

量
換
算

す
る
と
年

間
に
 

 
１

,０
８

０
㎏

で
あ
る

。
 

・
こ

れ
は
、

栃
木
県
宇

都
宮

市
の

再
 

 
生

業
者
×

×
商
店
に

処
理

を
有

料
 

 
で

依
頼
し

た
。
 

・
相

手
先
で

は
、
油
水

分
離

後
、

燃
 

 
料

と
し
て

再
利
用
し

て
い

る
。
 

 
（
１
８
㎏
×
５
本
×
１
２
ヶ
月
） 

記
入
例
：Ｄ

 
 ・
木
く
ず
が
年
間
１
０
ｔ
 

 
発
生
し
た
。
 

・
自
社
の
焼
却
炉
で
全
て
 

 
焼
却
し
た
。
 

・
焼
却
灰
は
、
５
０
０
㎏
 

 
程
度
で
安
中
市
に
処
分
 

 
場
を
保
有
す
る
㈱
×
▼
 

 
で

直
接
埋

立
処
分
し

た
。

 

記
入
例
：
Ｅ
 

  ・
排
水
処
理
汚
泥
が
発
生
し
た
。
 

・
自
社
の
施
設
で
脱
水

→
乾
燥
を
行

い
、
脱

水
後

の
残

さ
が
１
０

ｔ
 

 
（
含
水
率
８
５
％
）
で
あ
っ
た
。
 

・
脱
水
前
の
量
は
、
計
算
し
て
い

な
い
の
で

正
確

で
は

な
い
が
、

脱
 

 
水
前
の
含
水
率
が
９
７
％
で
あ
る

た
め
計

算
す

る
と

、
５
０
ｔ

程
 

 
度

と
な
る

。
 

・
処
理
後
の
汚
泥
は
、
埼
玉
県
に

あ
る
○
○

㈱
の

セ
メ

ン
ト
製
造

工
 

 
場

で
処
理

を
し
た
。

委
託

先
で

は
、
セ
メ

ン
ト

原
料

と
し
て
再

生
 

 
利
用
し
て
い
る
。
 

 ・
計
算
式
 

10
ｔ
×
（
10
0－

85
）
÷
（

10
0－

9
7）

＝
50
ｔ
 

本
紙
の
裏
面
の
「廃
棄
物
等
分

類
表
」を
参
照
し
て
下
さ
い
。

 

廃
棄
物
を
委
託
し
て
い
る
場
合
で
、
委
託
後
の
具
体
的
な
処
理
・処
分
を
把
握
し
て
い

な
い
場
合
は
、
委
託
先
へ
確
認
し
て
記
入
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
不
定
期
の
回
収
業
者

等
で
、
住
所
な
ど
の
詳
細
が
不
明
な
場
合
は
、
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

 

微
量
又
は
液
状
廃
棄
物
を
焼
却
し
、
焼
却
灰
が
１
ｋ
ｇ
未
満
の
場
合
は
、
「０

（ゼ
ロ
）
」
を
記
入
し
、
単
位
は
㎏
に
○
を
付
け
て
下
さ
い
。

 

調
査
票
（そ
の
２
）
の

記
入

例
 

記
入
例
：
Ａ

 

記
入
例
：
Ｃ

 

記
入
例
：
Ｆ

 

 
調

査
対
象

期
間
 

 
調

査
対
象

と
す
る

事
業
所
と

廃
棄

物
 

 
発

生
量
に

つ
い
て
 

 
記

入
に

つ
い

て
 

⑪
資
源
化
用
途
コ
ー
ド
表

 
⑨
委
託
中
間
処
理
方
法
コ
ー
ド
表

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              

記
入
例
：
Ｄ

 

記
入
例
：Ｃ

 
 ・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
く
ず

 

 
が
年
間
７
５
０
㎏
発
生
し

 

 
た
。
 

・
こ
れ
は
、
沼
田
市
に
あ
る

 

 
▼
○
㈱
に
処
理
を
委
託
し

 

 
た
。
 

・
委
託
先
で
は
、
焼
却
処
理

 

 
し

、
埋
立

処
分
し
て

い
る

。
 

こ
こ
で
は
、
中
間
処
理
、
再
生
利
用
や
最
終
処
分
し
た
先
の
名
称
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
委
託
し
た
廃
棄
物
が
中
間
処
理
後
に
最
終
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
中
間
処
理
業
者
の
名
称
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

 

⑩
処
理
後
の
処
分
方
法

 
 

 
 

 
 

 
 １

 
再
生
利
用
・
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
る

 

２
 
埋
立
処
分
し
て
い
る

 

記
入
例
：
Ｂ

 

④
中
間
処
理
方
法
コ
ー
ド
表

 

記
入
例
：
Ｅ

 

⑥
処
理
・
処
分
方
法
コ
ー
ド
表

 
 ＜

自
己

処
理

＞
 

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

 

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。
 

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

 

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。
 

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。
 

 ＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
 

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
 

 
 

 
し

た
。

 

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
 

 
 

 
再

生
処

理
を

し
た

。
 

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
 

 ＜
市

町
村

・
一

部
事

務
組

合
へ

委
託

処
理

＞
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 
Ｒ

１
：

市
町

村
等

が
設

置
す

る
一

般
廃

棄
物

処
分

場
で

埋
立

し
た

。
 

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

 

 
 

 
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

 
 ＜

そ
の

他
＞

 
Ｚ

９
：

そ
の

他
 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ固

型
化

 
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
 

Ｑ
：

煮
沸

 
Ｒ

：
オ

ー
ト

ク
レ

ー
ブ

 
Ｓ

：
薬

物
消

毒
 

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
 

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

 
Ｖ

：
濃

縮
 

 
Ｗ

：
油

化
 

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合
 

Ｙ
：

分
別

・
選

別
 

Ｚ
：

そ
の

他
 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ固

型
化

 
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
 

Ｑ
：

煮
沸

 
Ｒ

：
オ

ー
ト

ク
レ

ー
ブ

 
Ｓ

：
薬

物
消

毒
 

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
 

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

 
Ｖ

：
濃

縮
 

 
Ｗ

：
油

化
 

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合
 

Ｙ
：

分
別

・
選

別
 

Ｚ
：

そ
の

他
 

１
０

：
鉄

鋼
原

料
 

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料
 

３
０

：
燃

料
 

３
１

：
木

炭
 

 

４
１

：
飼

料
 

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

 

４
３

：
土

壌
改

良
材

 

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

 

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

 

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料
 

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料
 

 
 

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

 

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

 

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

 

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤
 

９
２

：
中

和
剤

 

９
３

：
高

炉
還

元
・

 

 
 

 
コ

ー
ク

ス
炉

化
学

原
料

 

９
８

：
そ

の
他

 

該
当
す
る
単
位
に
、
必
ず
○
を
つ
け
て

 

下
さ
い
。

 

記
入

例
：
Ｆ
  

 ・
特

定
有
害

汚
泥
と
排

水
処

理
汚

泥
が
１
１

０
ｔ

発
生

し
た

。
 

・
特

定
有
害
汚
泥
は
年

間
１

０
ｔ

発
生
し
、

自
社

で
の

中
間
処
 

 
理

は
行
な

わ
ず
、
館

林
市

に
処

理
施
設
を

保
有

す
る

△
△
産
 

 
業

に
収
集

・
運
搬
及

び
中

間
処

理
を
委
託

し
た

。
 

・
業

者
で
は

、
中
和
及

び
無

害
化

処
理
し
た

後
、

埋
立

処
分
し
 

 
て

い
る
。
 

・
ま

た
、
排

水
処
理
汚

泥
は

、
濃

縮
後
の
１

０
０

ｔ
を

自
社
の
 

 
施

設
で
脱

水
し
、
処

理
後

の
残

さ
２
５
ｔ

は
太

田
市

に
あ
る
 

 
㈱

■
○
で

直
接
埋
立

処
分

し
た

。
 

＜
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
事
項
＞
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廃
棄
物
等
分
類
表
（
そ
の
１
）

廃
棄
物
等
分
類
表
（
そ
の
２
）

１
．
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く
）

分
類
番
号

具
　
　
　
体
　
　
　
例

分
類
番
号

具
　
　
　
体
　
　
　
例

鉄
く

ず
12

10
鉄

く
ず

、
ス

ク
ラ

ッ
プ

（
主

体
が

鉄
製

の
場

合
）

、
ブ

リ
キ

く
ず

、
ト

タ
ン

く
ず

、
空

き
缶

（
鉄

製
の

も
の

）

非
鉄

く
ず

12
20

銅
線

、
銅

く
ず

、
ア

ル
ミ

く
ず

、
ア

ル
ミ

缶

混
合
金
属
く
ず

12
30

自
社

に
て

分
別

を
行

わ
な

か
っ

た
も

の
や

分
別

不
可

能
な

も
の

02
12

下
水

汚
泥

ガ
ラ

ス
く
ず

13
10

白
熱

電
球

、
窓

ガ
ラ

ス
、

び
ん

類
、

グ
ラ

ス
ウ

ー
ル

、
ガ

ラ
ス

食
器

、
光

学
レ

ン
ズ

、
ク

リ
ス

タ
ル

ガ
ラ

ス
、

理
化

学
用

ガ
ラ

ス
器

具
、

薬
品

ビ
ン

陶
磁

器
く
ず

13
20

セ
ラ

ミ
ッ

ク
く

ず
、

レ
ン

ガ
、

か
わ

ら
、

陶
器

石
膏

ボ
ー

ド
13

30
石

膏
ボ

ー
ド

く
ず

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
く
ず

13
40

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
品

く
ず

廃
砂

14
01

鋳
物

砂
、

サ
ン

ド
ブ

ラ
ス

ト
廃

砂

02
22

建
設

高
含

水
率

汚
泥

、
ベ

ン
ト

ナ
イ

ト
汚

泥
炉

さ
い

14
02

高
炉

水
さ

い
、

高
炉

の
残

さ
、

平
炉

の
残

さ
、

転
炉

の
残

さ
、

電
気

炉
の

残
さ

い
、

キ
ュ

ー
ポ

ラ
の

ノ
ロ

、
ド

ロ
ス

、
カ

ラ
ミ

02
23

上
水

汚
泥

鉱
さ

い
類

14
03

不
良

鉱
石

、
ボ

タ
、

粉
炭

か
す

、
鉱

じ
ん

、
破

石
く

ず

コ
ン
ク
リ
ー
ト
片

15
10

コ
ン

ク
リ

ー
ト

破
片

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
破

片

廃
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

15
20

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
破

片

レ
ン
ガ
破
片
な
ど

15
30

鉄
道

用
線

路
の

砂
利

、
骨

材
、

石
材

、
レ

ン
ガ

、
ス

レ
ー

ト
、

タ
イ

ル
、

断
熱

材

16
00

家
畜

の
ふ

ん
尿

、
牛

の
ふ

ん
尿

、
豚

の
ふ

ん
尿

、
に

わ
と

り
の

ふ
ん

尿
、

馬
の

ふ
ん

尿

03
20

ア
ル

コ
ー

ル
類

、
ケ

ト
ン

、
洗

浄
油

17
00

家
畜

の
死

体
、

牛
の

死
体

、
豚

の
死

体
、

に
わ

と
り

の
死

体
、

馬
の

死
体

18
00

電
気

集
じ

ん
器

捕
集

ダ
ス

ト
、

集
じ

ん
器

捕
集

ダ
ス

ト
、

煙
道

・
煙

突
に

付
着

堆
積

し
た

す
す

燃
料

な
ど

の
焼

却
灰

（
石

炭
殻

、
コ

ー
ク

ス
灰

、
重

油
灰

、
木

灰
、

炉
掃

出
物

、
ク

リ
ン

カ
な

ど
）

03
40

タ
ン

ク
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ト

ラ
ッ

プ
汚

泥
、

油
性

ス
カ

ム
《

注
意

！
》

可
燃

ご
み

な
ど

を
自

己
で

焼
却

処
理

し
た

場
合

、
「

燃
え

殻
」

で
は

な
く

、
焼

却
す

る
前

の
「

紙
く

ず
」

、
「

木
く

ず
」

等
を

発
生

時
の

種
類

と
し

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

  
01

02
廃

活
性

炭
、

廃
カ

ー
ボ

ン

安
定
型
混
合
廃
棄
物

21
00

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
の

み
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

管
理
型
混
合
廃
棄
物

22
00

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
以

外
の

廃
棄

物
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

廃
自
動
車

30
00

廃
自

動
車

、
廃

二
輪

車

04
02

写
真

定
着

廃
液

廃
電
気
機
械
器
具

31
00

プ
リ

ン
ト

配
線

板
、

テ
レ

ビ
、

エ
ア

コ
ン

、
冷

蔵
庫

、
洗

濯
機

、
電

子
レ

ン
ジ

、
パ

ソ
コ

ン
、

電
話

機
、

自
動

販
売

機
、

蛍
光

灯
な

ど

04
03

ギ
酸

、
酢

酸
、

シ
ュ

ウ
酸

、
酒

石
酸

、
ク

エ
ン

酸
、

ア
ル

コ
ー

ル
発

酵
廃

液
、

ア
ミ

ノ
酸

発
酵

廃
液

廃
電
池
類

35
00

鉛
蓄

電
池

（
バ

ッ
テ

リ
ー

）
、

乾
電

池

複
合
材

36
00

2
つ

以
上

の
異

な
る

素
材

が
一

体
的

に
組

み
合

わ
さ

れ
て

い
る

製
品

の
廃

棄
物

23
00

廃
自

動
車

破
砕

物
、

廃
電

気
機

械
器

具
破

砕
物

05
02

写
真

現
像

廃
液

24
00

工
作

物
の

新
築

、
改

築
又

は
除

去
に

伴
っ

て
生

じ
た

産
業

廃
棄

物
で

あ
っ

て
、

石
綿

を
そ

の
重

量
の

0
.1

％
を

超
え

て
含

有
す

る
も

の
。

ビ
ニ

ー
ル

板
タ

イ
ル

（
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
）

、
ス

レ
ー

ト
板

、
サ

イ
デ

ィ
ン

グ
、

石
綿

セ
メ

ン
ト

板
（

が
れ

き
類

）
な

ど

03
18

揮
発

油
類

（
燃

え
や

す
い

廃
油

、
ガ

ソ
リ

ン
、

灯
油

、
軽

油
、

シ
ン

ナ
ー

、
ト

ル
エ

ン
、

キ
シ

レ
ン

、
エ

ー
テ

ル
な

ど
）

04
08

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔

ｐ
Ｈ

〕
2

.0
以

下
の

廃
液

06
15

石
油

な
ど

の
化

学
資

源
か

ら
で

は
な

く
生

物
資

源
（

バ
イ

オ
マ

ス
）

か
ら

作
ら

れ
た

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

05
08

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔

ｐ
Ｈ

〕
1

2
.5

以
上

の
廃

ア
ル

カ
リ

06
25

大
型

車
の

廃
タ

イ
ヤ

06
26

普
通

車
・

軽
自

動
車

の
廃

タ
イ

ヤ

07
01

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

製
造

業
、

印
刷

業
、

製
本

業
、

出
版

業
等

か
ら

排
出

さ
れ

る
紙

く
ず

08
01

木
く

ず
、

お
が

く
ず

、
か

ん
な

く
ず

、
バ

ー
ク

類
、

竹
、

ベ
ニ

ヤ
、

ベ
ニ

ヤ
ボ

ー
ド

類
特
定
有
害
燃
え
殻

01
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
焼

却
灰

08
02

パ
レ

ッ
ト

、
パ

レ
ッ

ト
へ

の
貨

物
の

積
付

け
の

た
め

に
使

用
し

た
こ

ん
包

用
の

木
材

特
定
有
害
有
機
性
汚
泥

02
19

特
定

有
害

物
質

を
含

む
汚

泥

特
定
有
害
無
機
性
汚
泥

02
29

特
定

有
害

物
質

を
含

む
汚

泥

特
定
有
害
廃
油

03
19

特
定

有
害

物
質

を
含

む
廃

油
、

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
・

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

を
含

む
廃

油
等

特
定
有
害
廃
酸

04
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
酸

性
廃

液

特
定
有
害
廃
ア
ル
カ
リ

05
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
ア

ル
カ

リ
性

廃
液

特
定
有
害
廃
石
綿
等

15
38

吹
き

付
け

石
綿

（
ア

ス
ベ

ス
ト

）
、

石
綿

含
有

保
温

材
、

大
気

汚
染

防
止

法
の

特
定

粉
じ

ん
発

生
施

設
を

有
す

る
事

業
場

の
集

じ
ん

装
置

で
集

め
ら

れ
た

飛
散

性
の

石
綿

な
ど

特
定
有
害
鉱
さ
い

14
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
鉱

さ
い

特
定
有
害
ば
い
じ
ん

18
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
ば

い
じ

ん

廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ

74
19

廃
P

C
B

等
、

P
C

B
汚

染
物

、
P

C
B

処
理

物

11
00

ゴ
ム

く
ず

、
エ

ボ
ナ

イ
ト

く
ず

、
ゴ

ム
手

袋
、

ゴ
ム

チ
ュ

ー
ブ

、
ゴ

ム
板

く
ず

廃
水
銀
等

74
49

廃
水

銀
等

（
処

分
す

る
た

め
に

処
理

し
た

も
の

を
含

む
）

血
液

、
血

清
、

血
漿

、
体

液
（

精
液

を
含

む
）

、
血

液
製

剤
、

血
液

等
が

付
着

し
た

鋭
利

な
も

の
（

注
射

針
、

メ
ス

、
試

験
管

、
シ

ャ
ー

レ
、

ガ
ラ

ス
く

ず
等

）
、

血
液

等
が

付
着

し
た

実
験

・
手

術
用

手
袋

等
、

病
原

微
生

物
に

関
連

し
た

試
験

・
検

査
等

に
用

い
ら

れ
た

も
の

（
試

験
管

、
シ

ャ
ー

レ
等

）
、

汚
染

物
が

付
着

し
た

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

等
20

18
感
染
性
廃
棄
物

特 定 有 害 産 業 廃 棄 物

10
01

魚
・

獣
の

骨
、

魚
・

獣
の

皮
・

内
臓

な
ど

あ
ら

、
皮

革
く

ず
、

ボ
イ

ル
か

す
、

缶
詰

め
・

瓶
詰

め
不

良
品

、
乳

製
品

精
製

残
さ

、
卵

か
ら

、
貝

殻
、

羽
毛

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
06

10

【
熱

可
塑

性
】

ポ
リ

エ
チ

レ
ン

樹
脂

、
ポ

リ
ス

チ
レ

ン
樹

脂
、

ポ
リ

プ
ロ

ピ
レ

ン
樹

脂
【

熱
硬

化
性

】
フ

ェ
ノ

ー
ル

樹
脂

（
ベ

ー
ク

ラ
イ

ト
）

、
ユ

リ
ア

樹
脂

、
エ

ポ
キ

シ
樹

脂
、

メ
ラ

ニ
ン

  
  
  
  
  
  
  
  
 樹

脂
、

ウ
レ

タ
ン

樹
脂

【
合

成
繊

維
】

ナ
イ

ロ
ン

繊
維

、
ポ

リ
エ

ス
テ

ル
繊

維
、

ア
ク

リ
ル

繊
維

、
混

紡
繊

維
、

化
繊

ロ
ー

  
  
  
  
  
  
  
  
 プ

、
化

学
繊

維
【

そ
 の

 他
】

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
品

く
ず

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
容

器
、

発
泡

ス
チ

ロ
ー

ル
、

ビ
ニ

ー
ル

  
  
  
  
  
  
  
  
 シ

ー
ト

、
フ

ィ
ル

ム
、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

タ
イ

ル
、

セ
ル

ロ
イ

ド
、

繊
維

強
化

プ
ラ

ス
チ

ッ
  
  
  
  
  
  
  
  
 ク

（
F
R

P
）

、
塗

料
か

す
（

固
形

）
、

接
着

剤
か

す
、

合
成

ゴ
ム

く
ず

、
塩

ビ
管

動
物

系
固

形
不

要
物

40
00

と
畜

場
か

ら
生

ず
る

獣
畜

に
係

る
固

形
状

の
不

要
物

、
食

鳥
処

理
場

か
ら

生
ず

る
食

鳥
に

係
る

固
形

状
の

不
要

物

紙
く

ず

木
く

ず

２
．
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

引
火
性
廃
油

腐
食
性
廃
酸

バ
イ
オ
マ
ス
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

腐
食
性
廃
ア
ル
カ
リ

10
02

ソ
ー

ス
か

す
、

醤
油

か
す

、
こ

う
じ

か
す

、
酒

か
す

、
ビ

ー
ル

か
す

等
の

発
酵

・
醸

造
か

す
、

あ
め

か
す

、
糊

か
す

、
で

ん
ぷ

ん
か

す
、

豆
腐

か
す

、
あ

ん
か

す
、

茶
か

す
、

米
、

麦
粉

、
大

豆
か

す
、

不
良

豆
、

果
物

の
皮

、
種

子
、

野
菜

く
ず

、
薬

草
か

す
、

油
か

す
、

パ
ン

く
ず

、
原

料
く

ず

動
植
物
性
残
さ

動
物
性
残
さ

廃
タ

イ
ヤ

繊
維

く
ず

09
00

羊
毛

、
綿

、
絹

、
麻

等
の

天
然

繊
維

、
レ

ー
ヨ

ン
、

ア
セ

テ
ー

ト
混

紡
繊

維
（

天
然

繊
維

が
主

体
の

も
の

）
<<

注
意

！
>>

合
成

繊
維

は
「

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

」
に

分
類

さ
れ

ま
す

。

ゴ
ム

く
ず

植
物
性
残
さ

廃 酸

無
機

性
の

酸
性

廃
液

04
01

塩
酸

、
硫

酸
、

フ
ッ

酸
、

ク
ロ

ム
酸

、
リ

ン
酸

、
フ

ッ
化

水
素

酸
、

過
塩

素
酸

、
ス

ル
フ

ァ
ミ

ン
酸

、
ケ

イ
フ

ッ
酸

、
酸

性
洗

浄
液

、
エ

ッ
チ

ン
グ

廃
液

、
染

色
酸

性
廃

液
（

漂
白

浸
せ

き
工

程
、

染
色

工
程

）
、

ク
ロ

メ
ー

ト
廃

液
、

硫
酸

ピ
ッ

チ
廃 製 品 ・

複 合 材

写
真

定
着

廃
液

有
機

性
の

酸
性

廃
液

廃 ア ル カ リ

ア
ル

カ
リ

性
廃

液
05

01

写
真

現
像

廃
液

石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
（非
飛
散
性
）

01
01

油
で

い

油
付

着
物

等
03

50
油

の
し

み
た

ウ
エ

ス
、

油
紙

く
ず

、
廃

吸
油

材
、

廃
シ

ー
ル

材
、

ク
レ

オ
ソ

ー
ト

廃
油

、
ア

ン
ダ

ー
コ

ー
ト

か
す

、
廃

塗
料

（
液

状
）

、
イ

ン
ク

か
す

、
廃

ワ
ニ

ス

廃
活
性
炭
・
廃
カ
ー
ボ
ン

混 合 廃 棄 物

混 合 物

ア
ル

カ
リ

性
洗

浄
廃

液
、

液
洗

び
ん

用
廃

ア
ル

カ
リ

、
石

灰
廃

液
、

廃
灰

汁
、

ア
ル

カ
リ

性
メ

ッ
キ

廃
液

、
ド

ロ
マ

イ
ト

廃
液

、
染

色
排

水
（

精
錬

工
程

、
シ

ル
ケ

ッ
ト

加
工

）
、

黒
液

（
チ

ッ
プ

蒸
解

廃
液

）
、

脱
脂

廃
液

（
金

属
表

面
処

理
）

、
硫

化
ソ

ー
ダ

廃
液

、
廃

ク
ー

ラ
ン

ト
液

（
Ｌ

Ｌ
Ｃ

）
シ

ュ
レ

ッ
ダ

ー
ダ

ス
ト

固
形

油
03

30
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
、

タ
ー

ル
ピ

ッ
チ

類
、

パ
ラ

フ
ィ

ン
ろ

う
、

固
形

石
け

ん
、

固
形

脂
肪

酸
、

ク
レ

ヨ
ン

、
パ

ス
テ

ル
ば

い
じ

ん

燃 え 殻

燃
え

殻

動
物

の
死

体

02
21

め
っ

き
汚

泥
、

金
属

表
面

処
理

汚
泥

、
研

磨
汚

泥
、

砂
利

洗
浄

汚
泥

、
セ

メ
ン

ト
工

場
排

水
処

理
汚

泥
、

窯
業

排
水

処
理

汚
泥

、
水

酸
化

ア
ル

ミ
汚

泥
、

イ
オ

ン
交

換
樹

脂
再

生
廃

液
処

理
汚

泥
、

金
属

さ
び

粉
体

、
廃

シ
ョ

ッ
ト

ブ
ラ

ス
ト

（
さ

び
落

し
し

た
も

の
に

限
る

）
、

廃
サ

ン
ド

ブ
ラ

ス
ト

（
塗

料
か

す
を

含
む

も
の

に
限

る
）

、
脱

硫
石

こ
う

、
赤

泥
、

ガ
ラ

ス
研

磨
汚

泥
、

金
属

研
磨

汚
泥

、
道

路
側

溝
汚

泥
、

洗
車

汚
泥

、
廃

白
土

、
油

水
分

離
後

の
汚

泥
、

廃
顔

料
、

そ
の

他
泥

状
を

呈
す

る
無

機
性

廃
棄

物

鉱
さ

い
建

設
汚

泥

上
水

汚
泥

が
れ

き
類

［
工
作
物
の
新
築
、

改
築
又
は
除
去
に

伴
う
も

の
］

動
植
物
性
油
脂

03
12

魚
油

、
鯨

油
、

ヘ
ッ

ト
、

ラ
ー

ド
、

天
ぷ

ら
油

、
サ

ラ
ダ

油
、

ア
マ

ニ
油

、
桐

油
、

ゴ
マ

油
、

な
た

ね
油

、
や

し
油

、
大

豆
油

、
と

う
も

ろ
こ

し
油

動
物

の
ふ

ん
尿

廃 油

一
般
廃
油

鉱
物

油
03

11
エ

ン
ジ

ン
オ

イ
ル

、
機

械
油

、
グ

リ
ス

、
切

削
油

、
絶

縁
油

、
圧

延
油

、
作

動
油

、
重

油
、

原
油

、
潤

滑
油

、
燃

料

廃
溶

剤

種
　
　
　
類

種
　
　
　
類

汚 泥 （ 泥 状 の も の ）

有
機

性
汚

泥
02

11
製

紙
汚

泥
、

活
性

汚
泥

（
余

剰
汚

泥
）

、
ビ

ル
ピ

ッ
ト

汚
泥

（
し

尿
を

含
む

も
の

は
除

く
）

、
染

色
排

水
処

理
汚

泥
、

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

排
水

処
理

汚
泥

（
水

洗
を

主
と

す
る

場
合

）
、

イ
ー

ス
ト

菌
培

養
残

さ
、

そ
の

他
泥

状
を

呈
す

る
有

機
性

廃
棄

物
金

属
く
ず

下
水

汚
泥

ガ
ラ
ス
く
ず
、
ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
く
ず
及

び
陶
磁
器
く
ず

無
機

性
汚

泥

※
爆
発
性
、
毒
性
、
感
染
性
、
腐
食
性
な
ど
の
有
害
な
性
状
を
有
し

 

 
 て
い
る
廃
棄
物
は
、
本
用
紙
右
下
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の

 

  
 分
類
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

 

※
爆
発
性
、
毒
性
、
感
染
性
、
腐
食
性
な
ど
の
有
害
な
性
状
を
有
し
て
い
る
廃
棄
物
は
特
別
管
理
産
業

 

 
 廃
棄
物
と
し
て
分
類
さ
れ
ま
す
。
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建
設

業

　
●

こ
の

調
査

の
対

象
期

間
は

、
平

成
2

9
年

度
（

平
成

2
9

年
4

月
1

日
～

平
成

3
0

年
3

月
3

1
日

）
１

年
間

で
す

。
こ

の
期

間
中

の
廃

棄
物

等
の

発
生

と
処

理
・

処
分

の
状

況
を

　
　

質
問

①
～

⑪
ま

で
の

流
れ

に
従

っ
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

　
●

こ
の

調
査

で
は

、
県

内
で

施
工

し
た

元
請

工
事

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
等

だ
け

が
記

入
の

対
象

と
な

り
ま

す
。

　
●

廃
棄

物
が

ど
の

よ
う

に
分

類
さ

れ
て

い
る

か
を

示
す

た
め

に
、

裏
面

に
「

廃
棄

物
等

分
類

表
」

が
あ

り
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

下
さ

い
。

　
●

発
生

し
た

廃
棄

物
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
の

回
答

欄
に

は
、

「
焼

却
」

､
「

脱
水

」
等

の
処

理
を

行
う

前
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
を

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
自

社
で

焼
却

し
て

い
る

場
合

、
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

焼
却

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｃ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

木
く

ず
、

紙
く

ず
、

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
等

を
焼

却
し

て
い

る
場

合
の

「
③

年
間

発
生

量
」

は
、

焼
却

前
の

量
で

す
。

従
っ

て
「

①
廃

棄
物

等
の

名
称

」
、

「
②

分
類

番
号

」
は

、

　
　

　
　

燃
や

す
前

の
名

称
と

そ
の

分
類

番
号

と
な

り
ま

す
。

な
お

、
焼

却
後

の
灰

の
量

が
「

⑤
中

間
処

理
後

量
」

と
な

り
ま

す
。

　
　

○
自

社
で

脱
水

し
て

い
る

場
合

の
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

脱
水

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｅ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

汚
泥

の
発

生
量

は
、

脱
水

、
乾

燥
等

の
中

間
処

理
を

行
う

前
の

量
で

あ
り

、
脱

水
機

等
に

投
入

さ
れ

た
１

年
間

の
量

が
「

③
年

間
発

生
量

」
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

脱
水

前
の

　
　

　
　

重
量

を
把

握
し

て
い

な
い

場
合

は
、

下
記

の
式

よ
り

計
算

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

＜
式

＞
：

（
脱

水
前

の
汚

泥
発

生
量

）
＝

（
脱

水
後

の
汚

泥
量

）
×

（
１

０
０

％
－

脱
水

後
の

含
水

率
％

）
÷

（
１

０
０

％
－

脱
水

前
の

含
水

率
％

）

　
●

た
だ

し
、

以
下

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
中

間
処

理
後

の
も

の
を

発
生

量
と

し
て

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
廃

酸
、

廃
ア

ル
カ

リ
を

公
共

水
域

（
河

川
、

公
共

下
水

道
等

）
へ

放
流

す
る

た
め

に
中

和
処

理
し

た
場

合
。

　
→

　
中

和
処

理
後

の
「

汚
泥

」
を

発
生

量
と

し
ま

す
。

　
　

○
含

油
廃

水
を

油
水

分
離

し
た

場
合

。
　

→
　

油
水

分
離

後
の

「
廃

油
」

と
「

油
で

い
」

等
を

個
別

に
（

そ
れ

ぞ
れ

１
行

ず
つ

を
）

発
生

量
と

し
ま

す
。

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑪
資

源
化

用
途

Ｆ 2
行 番

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

1
鉄

筋
く

ず
1

2
1

0
9

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｗ

1
㈱

△
△

産
業

玉
村

町
1
・

2
10

記
2

木
く

ず
0

8
0

1
3

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
○

○
商

店
前

橋
市

Ｇ
1
・

2
30

3
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

0
6

1
0

1
0

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ａ

1
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｓ

1
㈱

×
○

東
吾

妻
町

1
・

2

4
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

0
6

1
0

5
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
■

▼
㈱

み
ど

り
市

I
1
・

2
30

入
5

ベ
ン

ト
ナ

イ
ト

汚
泥

0
2

2
2

6
0

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｂ

1
0

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｓ

1
○

○
㈱

い
わ

き
市

1
・

2

6
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

が
れ

き
1

5
1

0
1

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｓ

1
㈲

○
○

藤
岡

市
1
・

2

7
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

が
れ

き
1

5
1

0
1

1
0

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

Ｕ
1

△
△

㈱
板

倉
町

Ｇ
1
・

2
50

欄
8

形
式

２

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑤
中

間
処

理
後

量
⑥

処
理

・
処

分
の

方
法

②
分

類
番

号
③

年
間

発
生

量
④

方
法

番
号

⑨
方

法
番

号

太
字

の
部

分
が

、
記

入
事

例
箇

所
を

示
し

て
い

ま
す

。
記

入
例

を
参

考
に

し
て

調
査

票
（そ

の
２

）を
記

入
し

て
下

さ
い

。

福
島

県

再
生

利
用

先
の

所
在

地
⑦

処
理

・
処

分
先

又
再

生
利

用
先

の
名

称

区
分

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は

＜
調
査
票
【
そ
の
２
】
の
記
入
要
領
・
記
入
例
＞

 

本
紙

の
裏

面
の

「廃
棄

物
等

分
類

表
」を

参
照

し
て

下
さ

い
。

 
廃

棄
物

を
委

託
し

て
い

る
場

合
で

、
委

託
後

の
具

体
的

な
処

理
・処

分
を

把
握

し
て

い

な
い

場
合

は
、

委
託

先
へ

確
認

し
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

ま
た

、
不

定
期

の
回

収
業

者

等
で

、
住

所
な

ど
の

詳
細

が
不

明
な

場
合

は
、

わ
か

る
範

囲
で

記
入

し
て

下
さ

い
。

 

調
査

票
（そ

の
２

）
の

記
入

例
 

記
入
例
：
Ｃ

 

記
入
例
：
Ａ

 

記
入
例
：
Ｅ

 

記
入
例
：
Ｆ

 

 
調

査
対
象

期
間
 

 
調

査
対
象

と
す
る

事
業
所
と

廃
棄

物
 

 
発

生
量
に

つ
い
て
 

記
入
例
：
Ｂ

 

⑪
資

源
化

用
途

コ
ー

ド
表

 
⑨

委
託

中
間

処
理

方
法

コ
ー

ド
表

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              

④
中

間
処

理
方

法
コ

ー
ド

表
 

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法
 

 
 

 
 

 
 1
 

再
生

利
用

・
リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
る

 

2
 

埋
立

処
分

し
て

い
る

 

該
当

す
る

単
位

に
、

必
ず

○
を

つ
け

て
下

さ
い

。
 

記
入
例
：
Ｄ

 

記
入

例
：
Ａ
 

 ・
工

事
現
場

か
ら
鉄
筋

く
ず

が
 

 
年

間
９
ｔ

発
生
し
た

が
、

す
 

 
べ
て

、
玉

村
町
の
㈱

△
△

産
 

 
業
に

売
却

し
た
。
 

・
相
手

先
で

は
、
鉄
鋼

材
料

と
 

 
し
て

再
生

利
用
し
て

い
る

。
 

記
入

例
：
Ｂ

  

 ・
工
事
現
場
か
ら
建
設
木
く
ず
が
年
間
に
２
ｔ
車

 
 

で
３

０
台

分
（
す
べ

て
満

杯
）

発
生
し
た

。
 

 ・
１
台
当
た
り
の
重
量
が
１
ｔ
程
度
で
あ
る
た
め
、

 
 
重
量
に
換
算
す
る
と
、
３
０
ｔ
で
あ
る
。

 
 ・

こ
れ
は
、
前
橋

市
に
あ
る
○
○
商
店
に
料
金
を

 
 
払
っ
て
処
理
を
委
託
し
た
。

 
 ・
相
手
先
で
は
、
破
砕
チ
ッ
プ
化
し
、
燃
料
と
し

 
 
て
再
生
利
用
し
て
い
る
。

 

記
入

例
：
Ｃ
 

 ・
工
事
現
場
か
ら
廃
プ
ラ
ス
 

 
チ
ッ
ク
が
年
間
１
０
ｔ
発
 

 
生
し
た
。
 

・
す
べ
て
自
社
の
焼
却
炉
で
 

 
焼
却
し
た
。
そ
の
灰
の
量
 

 
は
年
間
で
１
ｔ
程
度
で
あ
 

 
り
、
東
吾
妻
町
に
あ
る
㈱
 

 
×

○
の
処
分
場
で
埋
立
処
 

 
分
し
た
。
 

記
入

例
：
Ｄ
 

 ・
工

事
現
場

か
ら
廃
プ

ラ
ス

チ
ッ
 

 
ク

が
年
間

５
ｔ
発
生

し
た

。
 

 ・
こ
れ
は
、
み
ど
り
市
に
あ
る
 

 
■
▼
㈱
に
中
間
処
理
を
委
託
 

 
し

た
。
 

 ・
委
託
先
で
は
圧
縮
し
て
固
形
 

 
燃
料
を
製
造
し
て
い
る
。
 

記
入

例
：
Ｅ
 

・
工
事
現
場
か
ら
ベ
ン

ト
ナ

イ
ト

汚
泥
が
発

生
し

た
 

 
が
、
す
べ
て
工
事
現

場
内

で
脱

水
し
た
。
 

・
脱
水
後
の
汚
泥
量
は

、
１

０
０

ｔ
（
含
水

率
７

０
％

）
 

 
 で

あ
っ
た
。
 

・
脱
水
前
の
量
は
、
計

量
し

て
い

な
い
の
で

正
確

で
な
 

 
い
が
、
脱
水
前
の
含

水
率

が
９

５
％
で
あ

る
た

め
計
 

 
算

す
る
と

６
０
０
ｔ

と
な

る
。
 

・
処
理
後
の
汚
泥
は
、

㈱
□

□
に

運
搬
を
委

託
し

、
 

 
福

島
県
い

わ
き
市
内

に
管

理
型

処
分
地
を

保
有

す
る
 

 
○
○
㈱
で
埋
立
処
分

し
た

。
 

・
計

算
式
 

10
0ｔ

×
(
10
0－

7
0)
÷

(1
00
－

9
5)
＝

60
0ｔ

 
 
 記

入
例

：
Ｆ
  

 ・
工
事
現
場
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
が
れ
き
等
が
１
０
ｔ

 

 
ダ
ン
プ
で
１
２
台
分
発
生
し
た
。
重
量
に
換
算
す
る
と

 

 
１
２
０
ｔ
程
度
で
あ
る
。

 

・
こ
の
う
ち
、
１
０
ｔ
は
、
㈱
□
□
に
収
集
・
運
搬
を
委

 

 
託
し
、
藤
岡
市
に
処
分
場
を
保
有
す
る
㈲
○
○
で
埋
立

 

 
処
分
し
た
。

 

・
残
り
の
１
１
０
ｔ
は
、
板
倉
町
に
破
砕
プ
ラ
ン
ト
を
保

 

 
有
す
る
△
△
㈱
に
中
間
処
理
を
委
託
し
た
。
△
△
㈱
で

 

 
は
破
砕
後
、
骨
材
と
し
て
再
生
利
用
し
て
い
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
●

記
入

対
象

は
、

事
業

活
動

に
よ

っ
て

発
生

す
る

産
業

廃
棄

物
、

有
償

あ
る

い
は

無
償

で
引

渡
し

て
い

る
副

産
物

で
す

。
 

 ●
同

じ
種

類
の

廃
棄

物
で

も
中

間
処

理
方

法
や

処
分

方
法

、
委

託
処

理
先

等
が

異
な

る
場

合
は

、
質

問
①

の
欄

か
ら

行
を

分
け

て
記

入
し

 

 
て

下
さ

い
。

 

 ●
処

理
業

者
へ

処
理

・
処

分
を

委
託

し
て

い
る

場
合

は
、

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

伝
票

等
を

参
考

に
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
不

明
な

点
は

、
具

体
的

 

 
な

内
容

を
処

理
業

者
に

確
認

し
た

う
え

で
記

入
し

て
下

さ
い

。
 

 
記

入
に

つ
い

て
 

こ
こ

で
は

、
中

間
処

理
、

再
生

利
用

や
最

終
処

分
し

た
先

の
名

称
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

委
託

し
た

廃
棄

物
が

中
間

処
理

後
に

最
終

処
分

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
中

間
処

理
業

者
の

名
称

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
 

⑥
処

理
・処

分
方

法
コ

ー
ド

表
 

 ＜
自

己
処

理
＞

 
Ｖ

１
：

自
社

で
再

利
用

し
た

。
 

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。
 

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

 

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。
 

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。
 

 ＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
 

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
 

 
 

 
し

た
。

 

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
 

 
 

 
再

生
処

理
を

し
た

。
 

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
 

 ＜
市

町
村

・
一

部
事

務
組

合
へ

委
託

処
理

＞
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 
Ｒ

１
：

市
町

村
等

が
設

置
す

る
一

般
廃

棄
物

処
分

場
で

埋
立

し
た

。
 

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

 

 
 

 
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
 

 ＜
そ

の
他

＞
 

Ｚ
９

：
そ

の
他

 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺﾝ

ｸﾘ
ｰﾄ

固
型

化
 

Ｐ
：

乾
熱

滅
菌

 
Ｑ

：
煮

沸
 

Ｒ
：

オ
ー

ト
ク

レ
ー

ブ
 

Ｓ
：

薬
物

消
毒

 
Ｔ

：
金

属
(鉄

)回
収

 
Ｕ

：
非

鉄
金

属
回

収
 

Ｖ
：

濃
縮

 
 

Ｗ
：

油
化

 
Ｘ

：
粒

度
調

整
・

混
合

 
Ｙ

：
分

別
・

選
別

 
Ｚ

：
そ

の
他

 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ固

型
化

 
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
 

Ｑ
：

煮
沸

 
Ｒ

：
オ

ー
ト

ク
レ

ー
ブ

 
Ｓ

：
薬

物
消

毒
 

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
 

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

 
Ｖ

：
濃

縮
 

 
Ｗ

：
油

化
 

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合
 

Ｙ
：

分
別

・
選

別
 

Ｚ
：

そ
の

他
 

１
０

：
鉄

鋼
原

料
 

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料
 

３
０

：
燃

料
 

３
１

：
木

炭
 

 

４
１

：
飼

料
 

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

 

４
３

：
土

壌
改

良
材

 

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

 

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

 

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料
 

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料
 

 
 

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

 

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

 

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

 

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤
 

９
２

：
中

和
剤

 

９
３

：
高

炉
還

元
・

 

 
 

 
コ

ー
ク

ス
炉

化
学

原
料

 

９
８

：
そ

の
他

 

＜
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
事
項
＞
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特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
分

類
番

号
具

 
 
 
 
 
 
 
 
 
体

 
 
 
 
 
 
 
 
 
例

分
類

番
号

具
 
 
 
 
 
 
 
 
 
体

 
 
 
 
 
 
 
 
 
例

02
11

排
水

処
理

汚
泥

、
ビ

ル
ピ

ッ
ト

汚
泥

（
し

尿
を

含
む

も
の

は
除

く
）

引
火

性
廃

油
0
3
1
8

揮
発

油
類

（
燃

え
や

す
い

廃
油

、
ガ

ソ
リ

ン
、

灯
油

、
軽

油
、

シ
ン

ナ
ー

、
ト

ル
エ

ン
、

キ
シ

レ
ン

、
エ

ー
テ

ル
な

ど
）

02
22

建
設

高
含

水
率

汚
泥

、
ベ

ン
ト

ナ
イ

ト
汚

泥
、

道
路

側
溝

汚
泥

＜
建

設
残

土
は

除
く

＞
腐

食
性

廃
酸

0
4
0
8

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔

ｐ
Ｈ

〕
が

2
.0

以
下

の
廃

液

03
11

重
機

等
の

潤
滑

油
、

エ
ン

ジ
ン

オ
イ

ル
、

機
械

油
、

グ
リ

ス
、

切
削

油
、

絶
縁

油
腐

食
性

廃
ア

ル
カ

リ
0
5
0
8

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔

ｐ
Ｈ

〕
が

1
2

.5
以

上
の

廃
液

03
20

ア
ル

コ
ー

ル
類

、
ケ

ト
ン

、
洗

浄
油

特
定

有
害

廃
棄

物
汚

泥
0
2
2
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
汚

泥

03
30

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

、
タ

ー
ル

ピ
ッ

チ
類

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

油
0
3
1
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
廃

油

03
40

タ
ン

ク
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ト

ラ
ッ

プ
汚

泥
、

油
性

ス
カ

ム
特

定
有

害
廃

棄
物

廃
酸

0
4
0
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
酸

性
廃

液

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

ア
ル

カ
リ

0
5
0
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
ア

ル
カ

リ
性

廃
液

特
定

有
害

廃
棄

物
廃

石
綿

等
1
5
3
8

吹
き

付
け

石
綿

（
ア

ス
ベ

ス
ト

）
、

石
綿

含
有

保
温

材

04
01

廃
液

で
酸

性
を

呈
す

る
も

の
7
4
1
9

廃
P

C
B

等
、

P
C

B
汚

染
物

、
P

C
B

処
理

物

05
01

廃
液

で
ア

ル
カ

リ
性

を
呈

す
る

も
の

廃
水

銀
等

7
4
4
9

廃
水

銀
等

（
処

分
す

る
た

め
に

処
理

し
た

も
の

を
含

む
）

【
熱

可
塑

性
】

ポ
リ

エ
チ

レ
ン

樹
脂

、
ポ

リ
ス

チ
レ

ン
樹

脂
、

ポ
リ

プ
ロ

ピ
レ

ン
樹

脂

【
熱

硬
化

性
】

フ
ェ

ノ
ー

ル
樹

脂
（

ベ
ー

ク
ラ

イ
ト

）
、

ユ
リ

ア
樹

脂
、

エ
ポ

キ
シ

樹
脂

、
メ

ラ
ニ

ン
樹

脂
、

　
　

　
　

　
　

ウ
レ

タ
ン

樹
脂

【
合

成
繊

維
】

ナ
イ

ロ
ン

繊
維

、
ポ

リ
エ

ス
テ

ル
繊

維
、

ア
ク

リ
ル

繊
維

、
混

紡
繊

維
、

化
繊

ロ
ー

プ
、

　
　

　
　

　
　

化
学

繊
維

【
そ

 の
 他

】
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
く

ず
、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

容
器

、
発

泡
ス

チ
ロ

ー
ル

、
ビ

ニ
ー

ル
シ

ー
ト

、
　

　
　

　
　

　
フ

ィ
ル

ム
、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

タ
イ

ル
、

セ
ル

ロ
イ

ド
、

繊
維

強
化

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

（
F

R
P

）
、

　
　

　
　

　
　

塗
料

か
す

（
固

形
）

、
接

着
剤

か
す

、
合

成
ゴ

ム
く

ず
、

塩
ビ

管

06
20

廃
タ

イ
ヤ

06
30

工
作

物
の

新
築

、
改

築
又

は
除

去
に

伴
っ

て
生

じ
た

産
業

廃
棄

物
で

あ
っ

て
、

石
綿

を
そ

の
重

量
の

0
.1

％
を

超
え

て
含

有
す

る
も

の
。

07
01

建
材

の
包

装
紙

、
建

設
現

場
か

ら
排

出
さ

れ
る

紙
く

ず

08
01

木
く

ず
、

お
が

く
ず

、
か

ん
な

く
ず

、
バ

ー
ク

類
、

竹
、

ベ
ニ

ヤ
、

ベ
ニ

ヤ
ボ

ー
ド

類
、

伐
採

木
、

伐
採

材
、

伐
根

材

08
02

パ
レ

ッ
ト

、
パ

レ
ッ

ト
へ

の
貨

物
の

積
付

け
の

た
め

に
使

用
し

た
こ

ん
包

用
の

木
材

09
00

羊
毛

、
綿

、
絹

、
麻

等
の

天
然

繊
維

、
レ

ー
ヨ

ン
、

ア
セ

テ
ー

ト
混

紡
繊

維
（

天
然

繊
維

が
主

体
の

も
の

）

11
00

天
然

ゴ
ム

く
ず

12
10

鉄
く

ず
、

ス
ク

ラ
ッ

プ
（

主
体

が
鉄

製
の

場
合

）
、

ブ
リ

キ
く

ず
、

ト
タ

ン
く

ず
、

空
き

缶
（

鉄
製

の
も

の
）

12
20

銅
線

、
銅

く
ず

、
ア

ル
ミ

く
ず

、
ア

ル
ミ

缶

12
30

自
社

に
て

分
別

を
行

わ
な

か
っ

た
も

の
や

分
別

不
可

能
な

も
の

13
10

白
熱

電
球

、
窓

ガ
ラ

ス
、

び
ん

類
、

グ
ラ

ス
ウ

ー
ル

13
20

か
わ

ら
、

土
管

、
陶

管
、

タ
イ

ル

13
30

石
膏

ボ
ー

ド
く

ず

13
50

工
作

物
の

新
築

、
改

築
又

は
除

去
に

伴
っ

て
生

じ
た

産
業

廃
棄

物
で

あ
っ

て
、

石
綿

を
そ

の
重

量
の

0
.1

％
を

超
え

て
含

有
す

る
も

の
。

15
10

コ
ン

ク
リ

ー
ト

破
片

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
破

片

15
20

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
破

片

15
30

鉄
道

用
線

路
の

砂
利

、
骨

材
、

石
材

、
れ

ん
が

、
ス

レ
ー

ト
、

タ
イ

ル
、

断
熱

材

15
40

工
作

物
の

新
築

、
改

築
又

は
除

去
に

伴
っ

て
生

じ
た

産
業

廃
棄

物
で

あ
っ

て
、

石
綿

を
そ

の
重

量
の

0
.1

％
を

超
え

て
含

有
す

る
も

の
。

21
00

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
の

み
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

22
00

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
以

外
の

廃
棄

物
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

30
00

廃
自

動
車

、
廃

二
輪

車

31
00

プ
リ

ン
ト

配
線

板
、

テ
レ

ビ
、

エ
ア

コ
ン

、
冷

蔵
庫

、
洗

濯
機

、
電

子
レ

ン
ジ

、
パ

ソ
コ

ン
、

電
話

機
、

自
動

販
売

機
、

蛍
光

灯
な

ど

35
00

鉛
蓄

電
池

（
バ

ッ
テ

リ
ー

）
、

乾
電

池

36
00

2
つ

以
上

の
異

な
る

素
材

が
一

体
的

に
組

み
合

わ
さ

れ
て

い
る

製
品

の
廃

棄
物

廃
棄

物
等

分
類

表

産
業

廃
棄

物
※

爆
発

性
、

毒
性

、
感

染
性

、
腐

食
性

な
ど

の
有

害
な

性
状

を
有

し
て

い
る

廃
棄

物
は

特
別

管
理

産
業

廃
棄

物
と

　
し

て
分

類
さ

れ
ま

す
。

種
 
 
 
 
 
 
 
 
類

種
 
 
 
 
 
 
 
 
類

汚
泥

  
(泥

状
の

も
の

)

有
機

性
汚

泥

無
機

性
汚

泥

廃 　 　 　 油

一
般

廃
油

廃
溶

剤

固
形

油

油
で

い

油
付

着
物

等

廃
Ｐ

Ｃ
Ｂ

廃
ア

ル
カ

リ
ア

ル
カ

リ
性

廃
液

廃
酸

無
機

性
の

酸
性

廃
液

特 定 有 害

産 業 廃 棄 物

06
10

廃
タ

イ
ヤ

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物
（

非
飛

散
性

）

03
50

油
の

滲
み

た
ウ

エ
ス

、
油

紙
く

ず
、

廃
吸

油
材

、
廃

シ
ー

ル
材

、
ク

レ
オ

ソ
ー

ト
廃

油
、

ア
ン

ダ
ー

コ
ー

ト
か

す
、

廃
塗

料
（

液
状

）
、

イ
ン

ク
か

す
、

廃
ワ

ニ
ス

ガ
ラ

ス
く

ず

陶
磁

器
く

ず

石
膏

ボ
ー

ド

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク

紙
く

ず

木
く

ず

繊
維

く
ず

ゴ
ム

く
ず

(
天

然
ゴ

ム
）

金
属

く
ず

鉄
く

ず

非
鉄

く
ず

混
合

金
属

く
ず

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物
（非

飛
散

性
）

が
れ

き
類

〔工
作

物
の

新
築

、
改

築
又

は
除

去
に

伴
う

も
の

〕

混 合 廃 棄 物

混 合 物

安
定

型
混

合
廃

棄
物

管
理

型
混

合
廃

棄
物

廃 製 品 ・

複 合 材

廃
自

動
車

廃
電

気
機

械
器

具

廃
電

池
類

複
合

材

コ
ン

ク
リ

ー
ト

片

廃
ア

ス
フ

ァ
ル

ト

レ
ン

ガ
破

片
な

ど

石
綿

含
有

産
業

廃
棄

物
（非

飛
散

性
）

ガ
ラ

ス
く
ず

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く
ず

及
び

陶
磁

器
く
ず

219



自
動
車
関
連

　
●

こ
の

調
査

の
対

象
期

間
は

、
平

成
2

9
年

度
（

平
成

2
9

年
4

月
1

日
～

平
成

3
0

年
3

月
3

1
日

）
の

１
年

間
で

す
。

こ
の

期
間

中
の

廃
棄

物
等

の
発

生
と

処
理

・
処

分
の

状
況

を

　
　

質
問

①
～

⑪
ま

で
の

流
れ

に
従

っ
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

　
●

こ
の

調
査

で
は

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
内

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
だ

け
が

記
入

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

　
●

廃
棄

物
が

ど
の

よ
う

に
分

類
さ

れ
て

い
る

か
を

示
す

た
め

に
、

裏
面

に
「

廃
棄

物
等

分
類

表
」

が
あ

り
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

下
さ

い
。

　
●

発
生

し
た

廃
棄

物
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
の

回
答

欄
に

は
、

「
焼

却
」

､
「

脱
水

」
等

の
処

理
を

行
う

前
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
を

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
自

社
で

焼
却

し
て

い
る

場
合

、
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

焼
却

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｅ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

木
く

ず
、

紙
く

ず
、

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
等

を
焼

却
し

て
い

る
場

合
の

「
③

年
間

発
生

量
」

は
、

焼
却

前
の

量
で

す
。

従
っ

て
「

①
廃

棄
物

等
の

名
称

」
、

「
②

分
類

番
号

」
は

、

　
　

　
　

燃
や

す
前

の
名

称
と

そ
の

分
類

番
号

と
な

り
ま

す
。

な
お

、
焼

却
後

の
灰

の
量

が
「

⑤
中

間
処

理
後

量
」

と
な

り
ま

す
。

　
　

○
自

社
で

脱
水

し
て

い
る

場
合

の
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

脱
水

前
の

も
の

で
す

。

　
　

　
　

汚
泥

の
発

生
量

は
、

脱
水

、
乾

燥
等

の
中

間
処

理
を

行
う

前
の

量
で

あ
り

、
脱

水
機

等
に

投
入

さ
れ

た
１

年
間

の
量

が
「

③
年

間
発

生
量

」
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

脱
水

前
の

　
　

　
　

重
量

を
把

握
し

て
い

な
い

場
合

は
、

下
記

の
式

よ
り

計
算

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

＜
式

＞
：

（
脱

水
前

の
汚

泥
発

生
量

）
＝

（
脱

水
後

の
汚

泥
量

）
×

（
１

０
０

％
－

脱
水

後
の

含
水

率
％

）
÷

（
１

０
０

％
－

脱
水

前
の

含
水

率
％

）

　
●

た
だ

し
、

以
下

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
中

間
処

理
後

の
も

の
を

発
生

量
と

し
て

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
廃

酸
、

廃
ア

ル
カ

リ
を

公
共

水
域

（
河

川
、

公
共

下
水

道
等

）
へ

放
流

す
る

た
め

に
中

和
処

理
し

た
場

合
。

　
→

　
中

和
処

理
後

の
「

汚
泥

」
を

発
生

量
と

し
ま

す
。

　
　

○
含

油
廃

水
を

油
水

分
離

し
た

場
合

。
　

→
　

油
水

分
離

後
の

「
廃

油
」

と
「

油
で

い
」

等
を

個
別

に
（

そ
れ

ぞ
れ

１
行

ず
つ

を
）

発
生

量
と

し
ま

す
。

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑪
資

源
化

用
途

Ｆ 2
行 番

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

1
 洗

車
汚

泥
0

2
2

1
3

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
△

△
㈱

前
橋

市
Ｂ

1
・

2

記
2

 廃
油

（
エ

ン
ジ

ン
オ

イ
ル

）
0

3
1

1
2

4
0

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｕ

1
□

□
㈱

桐
生

市
Ｅ

1
・

2
30

3
 廃

タ
イ

ヤ
（

大
型

車
）

0
6

2
5

5
0

㎏
 ｔ

ｍ
3
 本

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 本

→
Ｗ

1
㈱

×
×

沼
田

市
1

・
2

81

4
 廃

タ
イ

ヤ
（

普
通

・
小

型
車

）
0

6
2

6
1

0
0

㎏
 ｔ

ｍ
3
 本

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 本

→
X

1
○

○
タ

イ
ヤ

販
売

店
み

な
か

み
町

1
・

2
81

入
5

 鉄
く

ず
（

部
品

く
ず

）
1

2
1

0
2

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｗ

1
□

□
商

店
佐

野
市

1
・

2
10

6
 
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

0
6

1
0

5
0

0
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ａ

5
0

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

→
Ｓ

1
▼

×
㈱

前
橋

市
1

・
2

7
 ガ

ラ
ス

く
ず

1
3

1
0

1
㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

㎏
 ｔ

ｍ
3
 ㍑

Ｓ
1

㈱
▽

▽
桐

生
市

1
・

2

欄
8

区
分

⑧
処

理
・

処
分

先
又

は

太
字
の
部
分
が
、
記
入
事
例
箇
所
を
示
し
て
い
ま
す
。
記
入
例
を
参
考
に
し
て
調
査
票
（そ
の
２
）を
記
入
し
て
下
さ
い
。

③
年

間
発

生
量

④
方

法
番

号

形
式

３

栃
木

県

⑨
方

法
番

号
⑩

処
理

後
の

処
分

方
法

⑤
中

間
処

理
後

量
⑥

処
理

・
処

分
の

方
法

②
分

類
番

号
⑦

処
理

・
処

分
先

又
再

生
利

用
先

の
名

称
再

生
利

用
先

の
所

在
地

＜
調
査
票
【
そ
の
２
】
の
記
入
要
領
・
記
入
例
＞

 

本
紙
の
裏
面
の
「廃
棄
物
等
分
類
表
」を

参
照
し
て
下
さ
い
。

 
廃
棄
物
を
委
託
し
て
い
る
場
合
で
、
委
託
後
の
具
体
的
な
処
理
・処
分
を
把
握
し
て
い

な
い
場
合
は
、
委
託
先
へ
確
認
し
て
記
入
し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
不
定
期
の
回
収
業
者

等
で
、
住
所
な
ど
の
詳
細
が
不
明
な
場
合
は
、
わ
か
る
範
囲
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

 

調
査
票
（そ
の
２
）
の

記
入

例
 

記
入
例
：
Ａ

 

記
入
例
：
Ｃ

 

記
入
例
：
Ｄ

 

記
入
例
：
Ｅ

 

 
調

査
対
象

期
間
 

 
調

査
対
象

と
す
る

事
業
所
と

廃
棄

物
 

 
発

生
量
に

つ
い
て
 

記
入
例
：
Ｂ

 

⑪
資
源
化
用
途
コ
ー
ド
表

 
⑨
委
託
中
間
処
理
方
法
コ
ー
ド
表

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              

④
中
間
処
理
方
法
コ
ー
ド
表

 

⑩
処
理
後
の
処
分
方
法

 
 １

 
再
生
利
用
・
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
る

 

２
 
埋
立
処
分
し
て
い
る

 
 

 
 

 

記
入
例
：
Ａ
 

 ・
分
離

槽
の

清
掃
を
▽

▽
㈱
に
委
託

し
て
い

る
。
 

 ・
業
者

に
問

い
合
わ
せ

た
と

こ
ろ
、

汚
泥
分

と
し
 

 
て
は

年
間

３
ｔ
く
ら

い
で

あ
り
、

前
橋
市

に
あ
 

 
る
△

△
㈱

の
脱
水
施

設
で

中
間
処

理
さ
れ

て
い
 

 
る
と

の
こ

と
で
あ
る

。
 

 ・
中
間

処
理

後
は
埋
立

処
分

し
て
い

る
と
の

こ
と
 

 
で
あ

る
。
 

記
入
例
：
Ｂ
 

 ・
月

に
ド
ラ

ム
缶
１
本

ぐ
ら
い
の
廃
油
が
 

 
発

生
し
た

。
 

・
年

間
の
発

生
量
を
計

算
す

る
と
 

 
２

，
４
０

０
㍑
で
あ

る
。
 

 
（
２
０
０
㍑

×
１
本

×
１
２
ヶ
月

）
 

・
桐

生
市
の

□
□
㈱
に

処
理
を
委
託
し
た
。
 

・
□

□
㈱
で

は
油
水
分

離
後
燃
料
と
し
て
 

 
再

生
利
用

し
て
い
る

。
 

記
入
例
：Ｄ

 

 ・
自
動
車
の
修
理
の
際

に
は

鉄
く

ず
 

 
が

年
間
２

ｔ
発
生
し

た
。

 
 ・
栃
木
県
佐
野
市
に
あ

る
□

□
商

店
 

 
 に

売
却
し
た
。
 

 ・
相
手
先
で
は
、
鉄
鋼

材
料

と
し

て
 

 
再
生
利
用
し
て
い
る

。
 

記
入
例
：
Ｅ
 

 ・
廃

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
が

年
間

で
５

０
０
kg
 

 
 発

生
し
た

。
 

 ・
そ

の
都
度

、
自
社
の

焼
却

炉
で

焼
却
 

 
し

た
。
 

 ・
そ

の
灰
の

量
は
、
お

よ
そ

５
０
kg
で

 

 
前

橋
市
に

埋
立
処
分

場
を

保
有

す
る
 
 

 
▼
×

㈱
で

埋
立
処
分

し
た

。
 

こ
こ
で
は
、
中
間
処
理
、
再
生
利
用
や
最
終
処
分
し
た
先
の
名
称
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
委
託
し
た
廃
棄
物
が
中
間
処
理
後
に
最
終
処
分
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
中
間
処
理
業
者
の
名
称
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
●
記
入
対
象
は
、
事
業
活
動
に
よ
っ
て
発
生
す
る
産
業
廃
棄
物
、
有
償
あ
る
い
は
無
償
で
引
渡
し
て
い
る
副
産
物
で
す
。

 

 ●
同
じ
種
類
の
廃
棄
物
で
も
中
間
処
理
方
法
や
処
分
方
法
、
委
託
処
理
先
等
が
異
な
る
場
合
は
、
質
問
①
の
欄
か
ら
行
を
分
け
て
記
入
し

 

 
て
下
さ
い
。

 

 ●
処
理
業
者
へ
処
理
・
処
分
を
委
託
し
て
い
る
場
合
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票
等
を
参
考
に
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
不
明
な
点
は
、
具
体
的

 

 
な
内
容
を
処
理
業
者
に
確
認
し
た
う
え
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

 

⑥
処
理
・処
分
方
法
コ
ー
ド
表

 
 ＜

自
己

処
理

＞
 

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

 

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。
 

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

 

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。
 

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。
 

 ＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
 

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
 

 
 

 
し

た
。

 

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
 

 
 

 
再

生
処

理
を

し
た

。
 

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
 

 ＜
市

町
村

・
一

部
事

務
組

合
へ

委
託

処
理

＞
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 
Ｒ

１
：

市
町

村
等

が
設

置
す

る
一

般
廃

棄
物

処
分

場
で

埋
立

し
た

。
 

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

 

 
 

 
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

 
 ＜

そ
の

他
＞

 
Ｚ

９
：

そ
の

他
 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ固

型
化

 
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
 

Ｑ
：

煮
沸

 
Ｒ

：
オ

ー
ト

ク
レ

ー
ブ

 
Ｓ

：
薬

物
消

毒
 

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
 

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

 
Ｖ

：
濃

縮
 

 
Ｗ

：
油

化
 

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合
 

Ｙ
：

分
別

・
選

別
 

Ｚ
：

そ
の

他
 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ固

型
化

 
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
 

Ｑ
：

煮
沸

 
Ｒ

：
オ

ー
ト

ク
レ

ー
ブ

 
Ｓ

：
薬

物
消

毒
 

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
 

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

 
Ｖ

：
濃

縮
 

 
Ｗ

：
油

化
 

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合
 

Ｙ
：

分
別

・
選

別
 

Ｚ
：

そ
の

他
 

１
０

：
鉄

鋼
原

料
 

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料
 

３
０

：
燃

料
 

３
１

：
木

炭
 

 

４
１

：
飼

料
 

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

 

４
３

：
土

壌
改

良
材

 

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

 

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

 

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料
 

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料
 

 
 

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

 

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

 

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

 

９
１

：
再

生
油

・
再

生
溶

剤
 

９
２

：
中

和
剤

 

９
３

：
高

炉
還

元
・

 

 
 

 
コ

ー
ク

ス
炉

化
学

原
料

 

９
８

：
そ

の
他

 

記
入
例
：
Ｃ
  

 ・
年
間
に
廃
タ
イ
ヤ
が
１
５
０
本
発
生
し
た
。
 

 ・
こ
の
う
ち
大
型
タ
イ
ヤ
の
５
０
本
は
、
沼
田
市
に
あ
 

 
る

㈱
×
×
に
販
売
し
た
。
 

 ・
普

通
車
用

タ
イ
ヤ
１

０
０

本
は

み
な
か
み

町
に

あ
る
 

 
○
○
タ
イ
ヤ
販
売
店
が
下
取
り
し
た
。
 

 ・
廃
タ
イ
ヤ
は
ど
ち
ら
も
再
生
タ
イ
ヤ
に
利
用
さ
れ
て
 

 
い
る
。
 

 
記

入
に

つ
い

て
 

記
入
例
：
Ｆ

 

記
入
例
：
Ｆ
 

 ・
ガ

ラ
ス
く

ず
が
年
間

１
ｔ

発
生

し
た
。
 

 ・
○

○
産
業

に
収
集
・

運
搬

を
委

託
し
 

 
 た

。
 

 ・
業

者
に
問

い
合
わ
せ

た
と

こ
ろ

桐
生
 

 
 市

内
に
あ

る
㈱
▽
▽

で
埋

立
処

分
し
 

 
 て

い
る
と

の
こ
と
で

あ
る

。
 

微
量
又
は
液
状
廃
棄
物
を
焼
却
し
、
焼
却
灰
が
１
ｋ
ｇ
未
満
の
場
合
は
、
「０
（ゼ

ロ
）」
を
記
入
し
、
単
位
は
㎏
に
○
を
付
け
て
下
さ
い
。

 

＜
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
事
項
＞

 

該
当
す
る
単
位
に
、
必
ず
○
を
つ
け
て

 

下
さ
い
。
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廃
棄
物
等
分
類
表
（
そ
の
１
）

廃
棄
物
等
分
類
表
（
そ
の
２
）

１
．
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く
）

分
類
番
号

具
　
　
　
体
　
　
　
例

分
類
番
号

具
　
　
　
体
　
　
　
例

鉄
く

ず
12

10
鉄

く
ず

、
ス

ク
ラ

ッ
プ

（
主

体
が

鉄
製

の
場

合
）

、
ブ

リ
キ

く
ず

、
ト

タ
ン

く
ず

、
空

き
缶

（
鉄

製
の

も
の

）

非
鉄

く
ず

12
20

銅
線

、
銅

く
ず

、
ア

ル
ミ

く
ず

、
ア

ル
ミ

缶

混
合
金
属
く
ず

12
30

自
社

に
て

分
別

を
行

わ
な

か
っ

た
も

の
や

分
別

不
可

能
な

も
の

02
12

下
水

汚
泥

ガ
ラ

ス
く
ず

13
10

白
熱

電
球

、
窓

ガ
ラ

ス
、

び
ん

類
、

グ
ラ

ス
ウ

ー
ル

、
ガ

ラ
ス

食
器

、
光

学
レ

ン
ズ

、
ク

リ
ス

タ
ル

ガ
ラ

ス
、

理
化

学
用

ガ
ラ

ス
器

具
、

薬
品

ビ
ン

陶
磁

器
く
ず

13
20

セ
ラ

ミ
ッ

ク
く

ず
、

レ
ン

ガ
、

か
わ

ら
、

陶
器

石
膏

ボ
ー

ド
13

30
石

膏
ボ

ー
ド

く
ず

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
品
く
ず

13
40

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
品

く
ず

廃
砂

14
01

鋳
物

砂
、

サ
ン

ド
ブ

ラ
ス

ト
廃

砂

02
22

建
設

高
含

水
率

汚
泥

、
ベ

ン
ト

ナ
イ

ト
汚

泥
炉

さ
い

14
02

高
炉

水
さ

い
、

高
炉

の
残

さ
、

平
炉

の
残

さ
、

転
炉

の
残

さ
、

電
気

炉
の

残
さ

い
、

キ
ュ

ー
ポ

ラ
の

ノ
ロ

、
ド

ロ
ス

、
カ

ラ
ミ

02
23

上
水

汚
泥

鉱
さ

い
類

14
03

不
良

鉱
石

、
ボ

タ
、

粉
炭

か
す

、
鉱

じ
ん

、
破

石
く

ず

コ
ン
ク
リ
ー
ト
片

15
10

コ
ン

ク
リ

ー
ト

破
片

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
破

片

廃
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

15
20

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
破

片

レ
ン
ガ
破
片
な
ど

15
30

鉄
道

用
線

路
の

砂
利

、
骨

材
、

石
材

、
レ

ン
ガ

、
ス

レ
ー

ト
、

タ
イ

ル
、

断
熱

材

16
00

家
畜

の
ふ

ん
尿

、
牛

の
ふ

ん
尿

、
豚

の
ふ

ん
尿

、
に

わ
と

り
の

ふ
ん

尿
、

馬
の

ふ
ん

尿

03
20

ア
ル

コ
ー

ル
類

、
ケ

ト
ン

、
洗

浄
油

17
00

家
畜

の
死

体
、

牛
の

死
体

、
豚

の
死

体
、

に
わ

と
り

の
死

体
、

馬
の

死
体

18
00

電
気

集
じ

ん
器

捕
集

ダ
ス

ト
、

集
じ

ん
器

捕
集

ダ
ス

ト
、

煙
道

・
煙

突
に

付
着

堆
積

し
た

す
す

燃
料

な
ど

の
焼

却
灰

（
石

炭
殻

、
コ

ー
ク

ス
灰

、
重

油
灰

、
木

灰
、

炉
掃

出
物

、
ク

リ
ン

カ
な

ど
）

03
40

タ
ン

ク
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ト

ラ
ッ

プ
汚

泥
、

油
性

ス
カ

ム
《

注
意

！
》

可
燃

ご
み

な
ど

を
自

己
で

焼
却

処
理

し
た

場
合

、
「

燃
え

殻
」

で
は

な
く

、
焼

却
す

る
前

の
「

紙
く

ず
」

、
「

木
く

ず
」

等
を

発
生

時
の

種
類

と
し

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

  
01

02
廃

活
性

炭
、

廃
カ

ー
ボ

ン

安
定
型
混
合
廃
棄
物

21
00

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
の

み
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

管
理
型
混
合
廃
棄
物

22
00

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
以

外
の

廃
棄

物
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

廃
自
動
車

30
00

廃
自

動
車

、
廃

二
輪

車

04
02

写
真

定
着

廃
液

廃
電
気
機
械
器
具

31
00

プ
リ

ン
ト

配
線

板
、

テ
レ

ビ
、

エ
ア

コ
ン

、
冷

蔵
庫

、
洗

濯
機

、
電

子
レ

ン
ジ

、
パ

ソ
コ

ン
、

電
話

機
、

自
動

販
売

機
、

蛍
光

灯
な

ど

04
03

ギ
酸

、
酢

酸
、

シ
ュ

ウ
酸

、
酒

石
酸

、
ク

エ
ン

酸
、

ア
ル

コ
ー

ル
発

酵
廃

液
、

ア
ミ

ノ
酸

発
酵

廃
液

廃
電
池
類

35
00

鉛
蓄

電
池

（
バ

ッ
テ

リ
ー

）
、

乾
電

池

複
合
材

36
00

2
つ

以
上

の
異

な
る

素
材

が
一

体
的

に
組

み
合

わ
さ

れ
て

い
る

製
品

の
廃

棄
物

23
00

廃
自

動
車

破
砕

物
、

廃
電

気
機

械
器

具
破

砕
物

05
02

写
真

現
像

廃
液

24
00

工
作

物
の

新
築

、
改

築
又

は
除

去
に

伴
っ

て
生

じ
た

産
業

廃
棄

物
で

あ
っ

て
、

石
綿

を
そ

の
重

量
の

0
.1

％
を

超
え

て
含

有
す

る
も

の
。

ビ
ニ

ー
ル

板
タ

イ
ル

（
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
）

、
ス

レ
ー

ト
板

、
サ

イ
デ

ィ
ン

グ
、

石
綿

セ
メ

ン
ト

板
（

が
れ

き
類

）
な

ど

03
18

揮
発

油
類

（
燃

え
や

す
い

廃
油

、
ガ

ソ
リ

ン
、

灯
油

、
軽

油
、

シ
ン

ナ
ー

、
ト

ル
エ

ン
、

キ
シ

レ
ン

、
エ

ー
テ

ル
な

ど
）

04
08

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔

ｐ
Ｈ

〕
2

.0
以

下
の

廃
液

06
15

石
油

な
ど

の
化

学
資

源
か

ら
で

は
な

く
生

物
資

源
（

バ
イ

オ
マ

ス
）

か
ら

作
ら

れ
た

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

05
08

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔

ｐ
Ｈ

〕
1

2
.5

以
上

の
廃

ア
ル

カ
リ

06
25

大
型

車
の

廃
タ

イ
ヤ

06
26

普
通

車
・

軽
自

動
車

の
廃

タ
イ

ヤ

07
01

パ
ル

プ
・

紙
・

紙
加

工
品

製
造

業
、

印
刷

業
、

製
本

業
、

出
版

業
等

か
ら

排
出

さ
れ

る
紙

く
ず

08
01

木
く

ず
、

お
が

く
ず

、
か

ん
な

く
ず

、
バ

ー
ク

類
、

竹
、

ベ
ニ

ヤ
、

ベ
ニ

ヤ
ボ

ー
ド

類
特
定
有
害
燃
え
殻

01
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
焼

却
灰

08
02

パ
レ

ッ
ト

、
パ

レ
ッ

ト
へ

の
貨

物
の

積
付

け
の

た
め

に
使

用
し

た
こ

ん
包

用
の

木
材

特
定
有
害
有
機
性
汚
泥

02
19

特
定

有
害

物
質

を
含

む
汚

泥

特
定
有
害
無
機
性
汚
泥

02
29

特
定

有
害

物
質

を
含

む
汚

泥

特
定
有
害
廃
油

03
19

特
定

有
害

物
質

を
含

む
廃

油
、

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
・

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

を
含

む
廃

油
等

特
定
有
害
廃
酸

04
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
酸

性
廃

液

特
定
有
害
廃
ア
ル
カ
リ

05
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
ア

ル
カ

リ
性

廃
液

特
定
有
害
廃
石
綿
等

15
38

吹
き

付
け

石
綿

（
ア

ス
ベ

ス
ト

）
、

石
綿

含
有

保
温

材
、

大
気

汚
染

防
止

法
の

特
定

粉
じ

ん
発

生
施

設
を

有
す

る
事

業
場

の
集

じ
ん

装
置

で
集

め
ら

れ
た

飛
散

性
の

石
綿

な
ど

特
定
有
害
鉱
さ
い

14
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
鉱

さ
い

特
定
有
害
ば
い
じ
ん

18
09

特
定

有
害

物
質

を
含

む
ば

い
じ

ん

廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ

74
19

廃
P

C
B

等
、

P
C

B
汚

染
物

、
P

C
B

処
理

物

11
00

ゴ
ム

く
ず

、
エ

ボ
ナ

イ
ト

く
ず

、
ゴ

ム
手

袋
、

ゴ
ム

チ
ュ

ー
ブ

、
ゴ

ム
板

く
ず

廃
水
銀
等

74
49

廃
水

銀
等

（
処

分
す

る
た

め
に

処
理

し
た

も
の

を
含

む
）

種
　
　
　
類

種
　
　
　
類

汚 泥 （ 泥 状 の も の ）

有
機

性
汚

泥
02

11
製

紙
汚

泥
、

活
性

汚
泥

（
余

剰
汚

泥
）

、
ビ

ル
ピ

ッ
ト

汚
泥

（
し

尿
を

含
む

も
の

は
除

く
）

、
染

色
排

水
処

理
汚

泥
、

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

排
水

処
理

汚
泥

（
水

洗
を

主
と

す
る

場
合

）
、

イ
ー

ス
ト

菌
培

養
残

さ
、

そ
の

他
泥

状
を

呈
す

る
有

機
性

廃
棄

物
金

属
く
ず

下
水

汚
泥

ガ
ラ
ス
く
ず
、
ｺ

ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
く
ず
及

び
陶
磁
器
く
ず

無
機

性
汚

泥

廃 油

一
般
廃
油

鉱
物

油
03

11
エ

ン
ジ

ン
オ

イ
ル

、
機

械
油

、
グ

リ
ス

、
切

削
油

、
絶

縁
油

、
圧

延
油

、
作

動
油

、
重

油
、

原
油

、
潤

滑
油

、
燃

料

廃
溶

剤
動

物
の

死
体

02
21

め
っ

き
汚

泥
、

金
属

表
面

処
理

汚
泥

、
研

磨
汚

泥
、

砂
利

洗
浄

汚
泥

、
セ

メ
ン

ト
工

場
排

水
処

理
汚

泥
、

窯
業

排
水

処
理

汚
泥

、
水

酸
化

ア
ル

ミ
汚

泥
、

イ
オ

ン
交

換
樹

脂
再

生
廃

液
処

理
汚

泥
、

金
属

さ
び

粉
体

、
廃

シ
ョ

ッ
ト

ブ
ラ

ス
ト

（
さ

び
落

し
し

た
も

の
に

限
る

）
、

廃
サ

ン
ド

ブ
ラ

ス
ト

（
塗

料
か

す
を

含
む

も
の

に
限

る
）

、
脱

硫
石

こ
う

、
赤

泥
、

ガ
ラ

ス
研

磨
汚

泥
、

金
属

研
磨

汚
泥

、
道

路
側

溝
汚

泥
、

洗
車

汚
泥

、
廃

白
土

、
油

水
分

離
後

の
汚

泥
、

廃
顔

料
、

そ
の

他
泥

状
を

呈
す

る
無

機
性

廃
棄

物

鉱
さ

い
建

設
汚

泥

上
水

汚
泥

が
れ

き
類

［
工
作
物
の
新
築
、

改
築
又
は
除
去
に

伴
う
も

の
］

動
植
物
性
油
脂

03
12

魚
油

、
鯨

油
、

ヘ
ッ

ト
、

ラ
ー

ド
、

天
ぷ

ら
油

、
サ

ラ
ダ

油
、

ア
マ

ニ
油

、
桐

油
、

ゴ
マ

油
、

な
た

ね
油

、
や

し
油

、
大

豆
油

、
と

う
も

ろ
こ

し
油

動
物

の
ふ

ん
尿

01
01

油
で

い

油
付

着
物

等
03

50
油

の
し

み
た

ウ
エ

ス
、

油
紙

く
ず

、
廃

吸
油

材
、

廃
シ

ー
ル

材
、

ク
レ

オ
ソ

ー
ト

廃
油

、
ア

ン
ダ

ー
コ

ー
ト

か
す

、
廃

塗
料

（
液

状
）

、
イ

ン
ク

か
す

、
廃

ワ
ニ

ス

廃
活
性
炭
・
廃
カ
ー
ボ
ン

混 合 廃 棄 物

混 合 物

ア
ル

カ
リ

性
洗

浄
廃

液
、

液
洗

び
ん

用
廃

ア
ル

カ
リ

、
石

灰
廃

液
、

廃
灰

汁
、

ア
ル

カ
リ

性
メ

ッ
キ

廃
液

、
ド

ロ
マ

イ
ト

廃
液

、
染

色
排

水
（

精
錬

工
程

、
シ

ル
ケ

ッ
ト

加
工

）
、

黒
液

（
チ

ッ
プ

蒸
解

廃
液

）
、

脱
脂

廃
液

（
金

属
表

面
処

理
）

、
硫

化
ソ

ー
ダ

廃
液

、
廃

ク
ー

ラ
ン

ト
液

（
Ｌ

Ｌ
Ｃ

）
シ

ュ
レ

ッ
ダ

ー
ダ

ス
ト

固
形

油
03

30
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
、

タ
ー

ル
ピ

ッ
チ

類
、

パ
ラ

フ
ィ

ン
ろ

う
、

固
形

石
け

ん
、

固
形

脂
肪

酸
、

ク
レ

ヨ
ン

、
パ

ス
テ

ル
ば

い
じ

ん

燃 え 殻

燃
え

殻

廃 酸

無
機

性
の

酸
性

廃
液

04
01

塩
酸

、
硫

酸
、

フ
ッ

酸
、

ク
ロ

ム
酸

、
リ

ン
酸

、
フ

ッ
化

水
素

酸
、

過
塩

素
酸

、
ス

ル
フ

ァ
ミ

ン
酸

、
ケ

イ
フ

ッ
酸

、
酸

性
洗

浄
液

、
エ

ッ
チ

ン
グ

廃
液

、
染

色
酸

性
廃

液
（

漂
白

浸
せ

き
工

程
、

染
色

工
程

）
、

ク
ロ

メ
ー

ト
廃

液
、

硫
酸

ピ
ッ

チ
廃 製 品 ・

複 合 材

写
真

定
着

廃
液

有
機

性
の

酸
性

廃
液

廃 ア ル カ リ

ア
ル

カ
リ

性
廃

液
05

01

写
真

現
像

廃
液

石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
（非
飛
散
性
）

２
．
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

引
火
性
廃
油

腐
食
性
廃
酸

バ
イ
オ
マ
ス
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

腐
食
性
廃
ア
ル
カ
リ

10
02

ソ
ー

ス
か

す
、

醤
油

か
す

、
こ

う
じ

か
す

、
酒

か
す

、
ビ

ー
ル

か
す

等
の

発
酵

・
醸

造
か

す
、

あ
め

か
す

、
糊

か
す

、
で

ん
ぷ

ん
か

す
、

豆
腐

か
す

、
あ

ん
か

す
、

茶
か

す
、

米
、

麦
粉

、
大

豆
か

す
、

不
良

豆
、

果
物

の
皮

、
種

子
、

野
菜

く
ず

、
薬

草
か

す
、

油
か

す
、

パ
ン

く
ず

、
原

料
く

ず

動
植
物
性
残
さ

動
物
性
残
さ

廃
タ

イ
ヤ

繊
維

く
ず

09
00

羊
毛

、
綿

、
絹

、
麻

等
の

天
然

繊
維

、
レ

ー
ヨ

ン
、

ア
セ

テ
ー

ト
混

紡
繊

維
（

天
然

繊
維

が
主

体
の

も
の

）
<<

注
意

！
>>

合
成

繊
維

は
「

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

」
に

分
類

さ
れ

ま
す

。

ゴ
ム

く
ず

植
物
性
残
さ

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
06

10

【
熱

可
塑

性
】

ポ
リ

エ
チ

レ
ン

樹
脂

、
ポ

リ
ス

チ
レ

ン
樹

脂
、

ポ
リ

プ
ロ

ピ
レ

ン
樹

脂
【

熱
硬

化
性

】
フ

ェ
ノ

ー
ル

樹
脂

（
ベ

ー
ク

ラ
イ

ト
）

、
ユ

リ
ア

樹
脂

、
エ

ポ
キ

シ
樹

脂
、

メ
ラ

ニ
ン

  
  
  
  
  
  
  
  
 樹

脂
、

ウ
レ

タ
ン

樹
脂

【
合

成
繊

維
】

ナ
イ

ロ
ン

繊
維

、
ポ

リ
エ

ス
テ

ル
繊

維
、

ア
ク

リ
ル

繊
維

、
混

紡
繊

維
、

化
繊

ロ
ー

  
  
  
  
  
  
  
  
 プ

、
化

学
繊

維
【

そ
 の

 他
】

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
品

く
ず

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
容

器
、

発
泡

ス
チ

ロ
ー

ル
、

ビ
ニ

ー
ル

  
  
  
  
  
  
  
  
 シ

ー
ト

、
フ

ィ
ル

ム
、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

タ
イ

ル
、

セ
ル

ロ
イ

ド
、

繊
維

強
化

プ
ラ

ス
チ

ッ
  
  
  
  
  
  
  
  
 ク

（
F
R

P
）

、
塗

料
か

す
（

固
形

）
、

接
着

剤
か

す
、

合
成

ゴ
ム

く
ず

、
塩

ビ
管

動
物

系
固

形
不

要
物

40
00

と
畜

場
か

ら
生

ず
る

獣
畜

に
係

る
固

形
状

の
不

要
物

、
食

鳥
処

理
場

か
ら

生
ず

る
食

鳥
に

係
る

固
形

状
の

不
要

物

紙
く

ず

木
く

ず

血
液

、
血

清
、

血
漿

、
体

液
（

精
液

を
含

む
）

、
血

液
製

剤
、

血
液

等
が

付
着

し
た

鋭
利

な
も

の
（

注
射

針
、

メ
ス

、
試

験
管

、
シ

ャ
ー

レ
、

ガ
ラ

ス
く

ず
等

）
、

血
液

等
が

付
着

し
た

実
験

・
手

術
用

手
袋

等
、

病
原

微
生

物
に

関
連

し
た

試
験

・
検

査
等

に
用

い
ら

れ
た

も
の

（
試

験
管

、
シ

ャ
ー

レ
等

）
、

汚
染

物
が

付
着

し
た

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

等
20

18
感
染
性
廃
棄
物

特 定 有 害 産 業 廃 棄 物

10
01

魚
・

獣
の

骨
、

魚
・

獣
の

皮
・

内
臓

な
ど

あ
ら

、
皮

革
く

ず
、

ボ
イ

ル
か

す
、

缶
詰

め
・

瓶
詰

め
不

良
品

、
乳

製
品

精
製

残
さ

、
卵

か
ら

、
貝

殻
、

羽
毛

※
爆
発
性
、
毒
性
、
感
染
性
、
腐
食
性
な
ど
の
有
害
な
性
状
を
有
し

 

 
 て
い
る
廃
棄
物
は
、
本
用
紙
右
下
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の

 

  
 分
類
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

 

※
爆
発
性
、
毒
性
、
感
染
性
、
腐
食
性
な
ど
の
有
害
な
性
状
を
有
し
て
い
る
廃
棄
物
は
特
別
管
理
産
業

 

 
 廃
棄
物
と
し
て
分
類
さ
れ
ま
す
。
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医
療

機
関

等

　
●

こ
の

調
査

の
対

象
期

間
は

、
平

成
2

9
年

度
（

平
成

2
9

年
4

月
1

日
～

平
成

3
0

年
3

月
3

1
日

）
１

年
間

で
す

。
こ

の
期

間
中

の
廃

棄
物

等
の

発
生

と
処

理
・

処
分

の
状

況
を

　
　

質
問

①
～

⑪
ま

で
の

流
れ

に
従

っ
て

記
入

し
て

下
さ

い
。

　
●

こ
の

調
査

で
は

、
調

査
票

が
送

付
さ

れ
た

事
業

所
内

で
発

生
し

た
廃

棄
物

等
だ

け
が

記
入

の
対

象
と

な
り

ま
す

。

　
●

廃
棄

物
が

ど
の

よ
う

に
分

類
さ

れ
て

い
る

か
を

示
す

た
め

に
、

裏
面

に
「

廃
棄

物
等

分
類

表
」

が
あ

り
ま

す
の

で
参

考
に

し
て

下
さ

い
。

　
●

発
生

し
た

廃
棄

物
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
の

回
答

欄
に

は
、

「
焼

却
」

､
「

脱
水

」
等

の
処

理
を

行
う

前
の

「
名

称
」

と
「

数
量

」
を

お
答

え
下

さ
い

。

　
　

○
自

社
で

焼
却

し
て

い
る

場
合

、
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

焼
却

前
の

も
の

で
す

。
（

記
入

例
Ｂ

を
参

考
に

し
て

下
さ

い
）

　
　

　
　

木
く

ず
、

紙
く

ず
、

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
等

を
焼

却
し

て
い

る
場

合
の

「
③

年
間

発
生

量
」

は
、

焼
却

前
の

量
で

す
。

従
っ

て
「

①
廃

棄
物

等
の

名
称

」
、

「
②

分
類

番
号

」
は

、

　
　

　
　

燃
や

す
前

の
名

称
と

そ
の

分
類

番
号

と
な

り
ま

す
。

な
お

、
焼

却
後

の
灰

の
量

が
「

⑤
中

間
処

理
後

量
」

と
な

り
ま

す
。

　
　

○
自

社
で

脱
水

し
て

い
る

場
合

の
発

生
し

た
廃

棄
物

と
は

脱
水

前
の

も
の

で
す

。

　
　

　
　

汚
泥

の
発

生
量

は
、

脱
水

、
乾

燥
等

の
中

間
処

理
を

行
う

前
の

量
で

あ
り

、
脱

水
機

等
に

投
入

さ
れ

た
１

年
間

の
量

が
「

③
年

間
発

生
量

」
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

脱
水

前
の

　
　

　
　

重
量

を
把

握
し

て
い

な
い

場
合

は
、

下
記

の
式

よ
り

計
算

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
　

　
　

＜
式

＞
：

（
脱

水
前

の
汚

泥
発

生
量

）
＝

（
脱

水
後

の
汚

泥
量

）
×

（
１

０
０

％
－

脱
水

後
の

含
水

率
％

）
÷

（
１

０
０

％
－

脱
水

前
の

含
水

率
％

）

①
廃

棄
物

等
の

名
称

⑪
資

源
化

用
途

Ｆ 2
行 番

百 万
十 万

万
千

百
十

一
単

位
１

次
処

理
２

次
処

理
３

次
処

理
百 万

十 万
万

千
百

十
一

単
位

１
次

処
理

２
次

処
理

３
次

処
理

1
感

染
性

一
般

廃
棄

物
2

0
1

9
1

2
0

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

Ｕ
1

○
○

産
業

前
橋

市
Ａ

1
・

2

記
2

感
染

性
産

業
廃

棄
物

2
0

1
8

3
7

0
0

㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
A

2
5

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

S
1

△
△

工
業

㈱
高

崎
市

1
・

2

3
レ

ン
ト

ゲ
ン

定
着

廃
液

0
4

0
2

4
0

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

Ｕ
1

(株
)○

×
熊

谷
市

Ｎ
1

・
2

20

4
レ

ン
ト

ゲ
ン

現
像

廃
液

0
5

0
2

3
0

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

Ｕ
1

(株
)○

×
熊

谷
市

Ｆ
Ｂ

1
・

2

入
5

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
0

6
1

0
8

0
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

Ｕ
1

□
▲

商
店

板
倉

町
Ａ

1
・

2

6
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

1
・

2

7
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

→
㎏
 
ｔ

ｍ
3
 
㍑

1
・

2

欄
8

→
→

1
・

2

形
式

４

埼
玉

県

再
生

利
用

先
の

所
在

地

太
字

の
部

分
が

、
記
入

事
例
箇
所
を
示
し
て
い
ま
す
。
記
入
例
を
参
考
に
し
て
調
査

票
（
そ
の

２
）
を
記

入
し
て
下

さ
い
。

⑦
処

理
・

処
分

先
又

再
生

利
用

先
の

名
称

埼
玉

県

⑨
方

法
番

号
区

分
⑧

処
理

・
処

分
先

又
は

⑩
処

理
後

の
処

分
方

法

⑤
中

間
処

理
後

量
⑥

処
理

・
処

分
の

方
法

②
分

類
番

号
③

年
間

発
生

量
④

方
法

番
号

＜
調
査
票
【
そ
の
２
】
の
記
入
要
領
・
記
入
例
＞

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
記

入
対

象
は

、
事

業
活

動
に
よ
っ
て
発

生
す
る
産

業
廃
棄

物
、
有

償
あ
る
い
は

無
償

で
引

渡
し
て
い
る
副

産
物
で
す
。

 

 ●
同

じ
種

類
の

廃
棄

物
で
も
中

間
処

理
方
法

や
処

分
方

法
、
委

託
処

理
先

等
が

異
な
る
場

合
は

、
質

問
①
の

欄
か

ら
行

を
分

け
て
記

入
し

 

 
て
下

さ
い
。

 

 ●
処

理
業

者
へ

処
理

・
処

分
を
委

託
し
て
い
る
場
合

は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
伝
票

等
を
参

考
に
し
て
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
不
明

な
点

は
、
具

体
的

 

 
な
内

容
を
処

理
業

者
に
確

認
し
た
う
え
で
記

入
し
て
下

さ
い
。

 
 

本
紙

の
裏

面
の

「
廃

棄
物

等
分

類
表

」
を
参

照
し
て
下

さ
い
。

 

廃
棄

物
を
委

託
し
て
い
る
場

合
で
、
委

託
後
の

具
体
的

な
処
理

・
処

分
を
把
握

し
て
い

な
い
場

合
は

、
委

託
先

へ
確

認
し
て
記

入
し
て
下

さ
い
。
ま
た
、
不
定

期
の
回

収
業
者

等
で
、
住

所
な
ど
の

詳
細

が
不

明
な
場

合
は

、
わ
か

る
範

囲
で
記

入
し
て
下
さ
い
。

 

微
量

又
は

液
状

廃
棄

物
を
焼

却
し
、
焼
却

灰
が
１
ｋ
ｇ
未
満

の
場
合

は
、
「
０

（
ゼ
ロ
）
」
を
記

入
し
、
単

位
は

㎏
に
○

を
付

け
て
下

さ
い
。

 

調
査
票

（
そ
の
２
）
の

記
入

例
 

記
入
例
：
Ａ

 

記
入
例
：
Ｃ

 

 
調

査
対
象

期
間
 

 
調

査
対
象

と
す
る

事
業
所
と

廃
棄

物
 

 
発

生
量
に

つ
い
て
 

 
記

入
に

つ
い

て
 

記
入
例
：
Ｂ

 

⑪
資
源
化
用
途
コ
ー
ド
表

 
⑨
委
託
中
間
処
理
方
法
コ
ー
ド
表

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
              

④
中
間
処
理
方
法
コ
ー
ド
表

 

該
当

す
る
単

位
に
、
必

ず
○

を
つ
け
て

下
さ
い
。

 

記
入
例
：
Ｄ

 

こ
こ
で
は

、
中

間
処

理
、
再

生
利

用
や
最

終
処
分

し
た
先
の

名
称
を
記
入

し
て
下

さ
い
。
委

託
し
た
廃

棄
物
が

中
間
処

理
後
に
最
終

処
分
さ
れ

て
い
る
場

合
は

、
中

間
処
理

業
者
の

名
称
を
記
入

し
て
下

さ
い
。

 

⑩
処
理
後
の
処
分
方
法

 
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
再
生
利
用
・
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
る

 
２

 
埋
立
処
分
し
て
い
る

 

 記
入

例
：
Ａ
 

 ・
当

病
院
で

は
、
感
染

性
一

般
廃

棄
物
が
年

間
１

２
０

０
 

 
リ

ッ
ト
ル

発
生
し
た

。
 

 ・
院

内
で
は

処
理
せ
ず

、
前

橋
市

に
処
理
施

設
を

保
有

す
 

 
る

○
○
産

業
に
委
託

し
、

焼
却

処
理
し
て

も
ら

っ
た

。
 

 ・
焼

却
後
の

燃
え
殻
は

埋
立

処
分

し
て
い
る

と
の

こ
と

で
 

 
あ

る
。
 

 記
入

例
：
Ｂ
  

 ・
当

病
院
で

は
、
感
染

性
産

業
廃

棄
物
が
年

間
３

７
０

０
㎏
 

 
発

生
し
た

。
 

 ・
院

内
の
焼

却
炉
で
焼

却
し

、
そ

の
灰
は
２

５
０

kg
で
 

 
あ

っ
た
。
 

 ・
灰

は
、
高

崎
市
に
管

理
型

の
処

分
場
を
保

有
す

る
△

△
工
 

 
業

㈱
に
委

託
し
、
埋

立
処

分
し

て
も
ら
っ

た
。
 

 記
入

例
：
Ｃ

 
 ・

レ
ン

ト
ゲ

ン
定
着
廃

液
が

年
間

４
０
０
㎏

発
生

し
、

定
期
的
に

取
り
 

 
に

来
る

(株
)○

×
(埼

玉
県

熊
谷

市
)に

処
理

を
委

託
し

て
い
る
。

 
 ・

(株
)○

×
で

は
、
廃

液
か

ら
銀

を
回
収
し

て
い

る
よ

う
で
あ
る

｡ 
 ・

レ
ン

ト
ゲ

ン
現
像
廃

液
も

年
間

３
０
０
㎏

発
生

し
同

業
者
に
処

理
を
 

 
委

託
し
て

い
る
。
 

 ・
業

者
で
中

和
処
理
後

、
脱

水
を

し
て
埋
立

処
分

を
し

て
い
る
。

 

 記
入

例
：
Ｄ
 

  ・
当

病
院
で

は
、
廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
が
年
間

で
８

０
㎏
 

 
発

生
し
た

。
 

 ・
院

内
で
は

処
理
せ
ず

板
倉

町
に

処
理
施
設

を
保

有
す
 

 
る

□
▲
商

店
に
委
託

し
、

焼
却

処
理
し
て

も
ら

っ
た

。
 

 ・
焼

却
後
の

燃
え
殻
は

埋
立

処
分

し
て
い
る

と
の

こ
と
 

 
で

あ
る
。
 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ固

型
化

 
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
 

Ｑ
：

煮
沸

 
Ｒ

：
オ

ー
ト

ク
レ

ー
ブ

 
Ｓ

：
薬

物
消

毒
 

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
 

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

 
Ｖ

：
濃

縮
 

 
Ｗ

：
油

化
 

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合
 

Ｙ
：

分
別

・
選

別
 

Ｚ
：

そ
の

他
 

Ａ
：

焼
却

 
Ｂ

：
脱

水
 

Ｃ
：

天
日

乾
燥

 
Ｄ

：
機

械
乾

燥
 

Ｅ
：

油
水

分
離

 
Ｆ

：
中

和
 

Ｇ
：

破
砕

 
Ｈ

：
分

級
 

Ｉ
：

圧
縮

 
Ｊ

：
溶

融
 

Ｋ
：

切
断

 
Ｌ

：
焼

成
（

セ
メ

ン
ト

原
材

料
）

 
Ｍ

：
堆

肥
化

(発
酵

) 
Ｎ

：
銀

回
収

 
Ｏ

：
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ固

型
化

 
Ｐ

：
乾

熱
滅

菌
 

Ｑ
：

煮
沸

 
Ｒ

：
オ

ー
ト

ク
レ

ー
ブ

 
Ｓ

：
薬

物
消

毒
 

Ｔ
：

金
属

(鉄
)回

収
 

Ｕ
：

非
鉄

金
属

回
収

 
Ｖ

：
濃

縮
 

 
Ｗ

：
油

化
 

Ｘ
：

粒
度

調
整

・
混

合
 

Ｙ
：

分
別

・
選

別
 

Ｚ
：

そ
の

他
 

１
０

：
鉄

鋼
原

料
 

２
０

：
非

鉄
金

属
等

原
材

料
 

３
０

：
燃

料
 

３
１

：
木

炭
 

 

４
１

：
飼

料
 

４
２

：
肥

料
・

堆
肥

 

４
３

：
土

壌
改

良
材

 

５
０

：
土

木
・

建
設

資
材

 

５
１

：
再

生
木

材
・

合
板

 

６
０

：
パ

ル
プ

・
紙

原
材

料
 

７
０

：
ガ

ラ
ス

原
材

料
 

 
 

８
０

：
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
原

材
料

 

８
１

：
再

生
タ

イ
ヤ

 

９
０

：
セ

メ
ン

ト
原

材
料

 
９

１
：

再
生

油
・

再
生

溶
剤

 

９
２

：
中

和
剤

 
９

３
：

高
炉

還
元

・
 

 
 

 
コ

ー
ク

ス
炉

化
学

原
料

 
９

８
：

そ
の

他
 

⑥
処
理
・
処
分
方
法
コ
ー
ド
表

 
 ＜

自
己

処
理

＞
 

Ｖ
１

：
自

社
で

再
利

用
し

た
。

 

Ｖ
２

：
売

却
で

き
な

い
も

の
を

自
社

で
再

利
用

し
た

。
 

Ｗ
１

：
売

却
（

利
益

が
あ

っ
た

）
し

た
。

 

Ｚ
１

：
自

社
で

保
管

し
て

い
る

。
 

Ｑ
１

：
自

社
の

処
分

場
で

埋
立

処
分

し
た

。
 

 ＜
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

等
へ

委
託

処
理

＞
 

Ｕ
１

：
処

理
業

者
に

中
間

処
理

（
資

源
化

・
リ

サ
イ

ク
ル

を
含

む
）

を
委

託
 

 
 

 
し

た
。

 

Ｘ
１

：
廃

品
回

収
（

資
源

）
業

者
、

あ
る

い
は

納
入

業
者

、
関

連
企

業
等

で
 

 
 

 
再

生
処

理
を

し
た

。
 

Ｓ
１

：
処

理
業

者
の

処
分

場
で

直
接

埋
立

処
理

し
た

。
 

 ＜
市

町
村

・
一

部
事

務
組

合
へ

委
託

処
理

＞
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 
Ｒ

１
：

市
町

村
等

が
設

置
す

る
一

般
廃

棄
物

処
分

場
で

埋
立

し
た

。
 

Ｒ
５

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

焼
却

等
の

中
間

処
理

を
し

た
。

 

 
 

 
（

ご
み

収
集

を
含

む
）

 

Ｒ
６

：
市

町
村

の
清

掃
工

場
で

リ
サ

イ
ク

ル
し

た
。

 
 ＜

そ
の

他
＞

 
Ｚ

９
：

そ
の

他
 

＜
産
業
廃
棄
物
に
関
す
る
事
項
＞
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廃
棄

物
等

分
類

表
（
そ
の

１
）

廃
棄

物
等

分
類

表
（
そ
の

２
）

表
１
：
感

染
性

廃
棄

物
の

分
類

表
表

３
：
非

感
染

性
廃

棄
物

分
類

表
（
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

）

分
類

番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具

 
 
 
 
 
 
 
 
 
体
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例

分
類
番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具

 
 
 
 
 
 
 
 
 
体

 
 
 
 
 
 
 
 
 
例

0
3
1
8

揮
発

油
類

（
ガ

ソ
リ

ン
、

灯
油

、
軽

油
、

シ
ン

ナ
ー

、
キ

シ
レ

ン
、

エ
ー

テ
ル

）

0
7
0
8

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔
p
Ｈ

〕
が
2
.
0
以

下
の

廃
液

0
5
0
8

水
素

イ
オ

ン
濃

度
指

数
〔
p
Ｈ

〕
が
1
2
.
5
以

上
の

廃
液

特
定
有
害
汚
泥

0
2
1
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
汚

泥

特
定
有
害
廃
油

0
3
1
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
廃

油

特
定
有
害
廃
酸

0
4
0
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
酸

性
廃

液

特
定
有
害
廃
ア
ル
カ
リ

0
5
0
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
ア

ル
カ

リ
性

廃
液

表
２
：
非

感
染

性
廃

棄
物

分
類

表
（
産

業
廃

棄
物

）
特
定
有
害
ば
い
じ
ん

1
6
0
9

特
定

有
害

物
質

を
含

む
ば

い
じ

ん

分
類

番
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
具

 
 
 
 
 
 
 
 
 
体
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例

廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ

7
4
1
9

廃
P

C
B

等
、

P
C

B
汚

染
物

、
P

C
B

処
理

物

廃
水
銀
等

7
4
4
9

廃
水

銀
等

（
処

分
す

る
た

め
に

処
理

し
た

も
の

を
含

む
）

鉱
物
油

0
3
1
1

冷
凍

機
や

ポ
ン

プ
な

ど
の

潤
滑

油

動
植
物
性
油
脂

0
3
1
2

入
院

患
者

の
給

食
に

使
っ

た
食

用
油

（
天

ぷ
ら

油
等

）

0
3
2
0

ア
ル

コ
ー

ル
類

、
ケ

ト
ン

、
洗

浄
油

0
3
4
0

タ
ン

ク
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ス

ラ
ッ

ジ
、

オ
イ

ル
ト

ラ
ッ

プ
汚

泥
、

油
性

ス
カ

ム

0
3
5
0

油
の

滲
み

た
ウ

エ
ス

、
油

紙
く

ず
、

廃
吸

油
材

0
4
0
1

ホ
ル

マ
リ

ン
、

そ
の

他
の

酸
性

の
廃

液

0
4
0
2

レ
ン

ト
ゲ

ン
写

真
定

着
廃

液

0
5
0
1

検
査

廃
液

、
そ

の
他

の
ア

ル
カ

リ
性

の
廃

液

0
5
0
2

レ
ン

ト
ゲ

ン
写

真
現

像
液

0
6
1
0

合
成

樹
脂

製
の

器
具

、
レ

ン
ト

ゲ
ン

フ
ィ

ル
ム

、
ビ

ニ
ー

ル
チ

ュ
ー

ブ
、

そ
の

他
の

合
成

樹
脂

製
の

も
の

1
1
0
0

天
然

ゴ
ム

の
器

具
類

、
デ

ィ
ス

ポ
ー

ザ
ブ

ル
の

手
袋

な
ど

1
2
1
0

鉄
く

ず
、

ス
ク

ラ
ッ

プ
（

主
体

が
鉄

製
の

場
合

）
、

ブ
リ

キ
く

ず
、

ト
タ

ン
く

ず
、

空
き

缶
（

鉄
製

の
も

の
）

1
2
2
0

銅
線

、
銅

く
ず

、
ア

ル
ミ

く
ず

、
ア

ル
ミ

缶

1
2
3
0

自
社

に
て

分
別

を
行

わ
な

か
っ

た
も

の
や

分
別

不
可

能
な

も
の

ガ
ラ
ス
く
ず

1
3
1
0

白
熱

電
球

、
窓

ガ
ラ

ス
、

び
ん

類
、

グ
ラ

ス
ウ

ー
ル

、
ガ

ラ
ス

食
器

、
光

学
レ

ン
ズ

、
理

化
学

用
ガ

ラ
ス

器
具

、
薬

品
ビ

ン

陶
磁
器
く
ず

1
3
2
0

ギ
ブ

ス
用

石
膏

、
陶

磁
器

の
器

具
、

そ
の

他
の

陶
磁

器
製

の
も

の

安
定
型
混
合
廃

棄
物

2
1
0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
の

み
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

管
理
型
混
合
廃

棄
物

2
2
0
0

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

、
ゴ

ム
く

ず
、

金
属

く
ず

、
ガ

ラ
ス

く
ず

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
く

ず
及

び
陶

磁
器

く
ず

、
が

れ
き

類
以

外
の

廃
棄

物
を

含
む

混
合

物
で

分
別

が
で

き
な

い
廃

棄
物

廃
自
動
車

3
0
0
0

廃
自

動
車

、
廃

二
輪

車

廃
電
気
機
械
器

具
3
1
0
0

プ
リ

ン
ト

配
線

板
、

テ
レ

ビ
、

エ
ア

コ
ン

、
冷

蔵
庫

、
洗

濯
機

、
電

子
レ

ン
ジ

、
パ

ソ
コ

ン
、

電
話

機
、

自
動

販
売

機
、

蛍
光

灯
な

ど

廃
電
池
類

3
5
0
0

鉛
蓄

電
池

（
バ

ッ
テ

リ
ー

）
、

乾
電

池
複
合
材

3
6
0
0

2
つ

以
上

の
異

な
る

素
材

が
一

体
的

に
組

み
合

わ
さ

れ
て

い
る

製
品

の
廃

棄

ガ
ラ
ス
く
ず
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

及
び
陶
磁
器
く
ず

混 合 廃 棄 物

混 合 物

廃 製 品 ・

複 合 材

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

ゴ
ム
く
ず

金 属 く ず

鉄
く
ず

非
鉄
く
ず

混
合
金
属
く
ず

廃 酸

無
機
性
の
酸
性
廃
液

レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
定
着
廃
液

廃 ア ル カ

リ

ア
ル
カ

リ
性
廃
液

レ
ン
ト

ゲ
ン
写
真
現
像
液

特 定 有 害

産 業 廃 棄 物

廃 　 油

 
一
般

廃
油

廃
溶
剤

油
で
い

油
付
着
物
等

 
 
 
 
 
 
 
 
種
 
 
 
 
 
 
 
 
類

有
機
性
汚
泥

0
2
1
1

検
査

室
や

実
験

室
な

ど
の

排
水

処
理

施
設

か
ら

発
生

す
る

汚
泥

（
し

尿
を

含
む

浄
化

漕
汚

泥
は

除
く

）

手
術

な
ど

に
伴

っ
て

発
生

し
た

臓
器

・
組

織
、

病
原

微
生

物
に

関
連

し
た

実
験

・
検

査
等

に
使

用
し

た
培

地
・

実
験

動
物

の
死

体
等

、
血

液
な

ど
が

付
着

し
た

紙
く

ず
・

繊
維

く
ず

（
脱

脂
綿

・
ガ

ー
ゼ

・
包

帯
）

等
、

汚
染

物
が

付
着

し
た

紙
く

ず
・

繊
維

く
ず

2
0
1
9

感
染

性
一

般
廃

棄
物

※
産

業
廃
棄
物
、
一
般
廃
棄
物
の
分
別

を
し

て
い

な
い

場
合

は
、

感
染

性
産

業
廃

棄
物

（
分

類
番
号
2
0
1
8
）
と
し
て
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
種
 
 
 
 
 
 
 
 
類

 
 
 
 
 
 
 
 
種
 
 
 
 
 
 
 
 
類

感
染

性
産

業
廃

棄
物

2
0
1
8

血
液

、
血

清
、

血
漿

、
体

液
（

精
液

を
含

む
）

、
血

液
等

が
付

着
し

た
鋭

利
な

も
の

（
注

射
針

、
メ

ス
、

試
験

管
、

シ
ャ

ー
レ

、
ガ

ラ
ス

く
ず

等
）

、
血

液
等

が
付

着
し

た
実

験
・

手
術

用
手

袋
等

、
病

原
微

生
物

に
関

連
し

た
試

験
・

検
査

等
に

用
い

ら
れ

た
も

の
（

試
験

管
、

シ
ャ

ー
レ

等
）

、
汚

染
物

が
付

着
し

た
廃

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

類
等

引
火
性
廃
油

腐
食
性
廃
酸

腐
食
性
廃
ア
ル
カ
リ

※
爆

発
性

、
毒

性
、

感
染

性
、

腐
食

性
な

ど
の

有
害

な
性

状
を

有
し

て
い

る
産

業
 

 
廃

棄
物

は
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

と
し

て
分

類
さ

れ
ま

す
。
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